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本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図25000、電子地形図20万及び数値地図（国土基本情報）オン

ラインを加工し、作成したものです。また、地図の作成に当たっては、国土地理院発行の基盤地図情報を使用し

ています。 

なお、承諾を得ず、本書の複製、転用、販売、貸与及び他のホームページへの掲載等を行うことを禁止します。 
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(1) 

第1章 都市計画第一種道路事業の名称及びこの事業に係る都市計画決定権者 

1.1 都市計画第一種道路事業の名称 
指定都市高速道路 広島高速４号線延伸事業（都市計画道路広島西風新都線） 

 

1.2 第一種道路事業都市計画決定権者 
都市計画決定権者の名称：広島市 

代 表 者 の 氏 名：広島市長 松井 一實 

住 所：〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目 6 番 34 号 
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(2) 

第2章 都市計画第一種道路事業の目的及び内容 

2.1 都市計画第一種道路事業の目的 
広島高速 4号線（都市計画道路広島西風新都線）は、広島市の都心と「ひろしま西風新都」の都市

づくりが進む北西部を結ぶ指定都市高速道路である。現在、西区「中広」から安佐南区「沼田」まで

の区間が供用しているが、山陽自動車道とは接続しておらず、乗り継ぐためには、一旦、一般道路を

経由する必要がある。 

このため、広島高速４号線を延伸して山陽自動車道と接続させることで、高速自動車道路網のミ

ッシングリンクを解消し、本市が進める「200 万人広島都市圏構想※」の実現に向けて、圏域内の交

流・連携を一層強化するための基盤となる広域幹線道路ネットワークの充実・強化を図るものであ

る。また、乗り継ぎのために「ひろしま西風新都内」の一般道路を通過していた交通が計画道路に転

換され、一般道路の混雑緩和が期待できる。 

なお、本事業は、環境影響評価法施行令別表第一の一の項のハに該当する 4 車線以上の指定都市

高速道路の新設事業であり、さらに都市施設として都市計画に定められる事業であることから、環

境影響評価法における都市計画第一種道路事業に該当するものである。広島高速 4 号線延伸部の位

置図は、図 2.1-1 に示すとおりである。 

※「200万人広島都市圏構想」https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/15650.html    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1-1 広島高速 4 号線延伸部の位置図 

広島高速４号線延伸 

NN

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/15650.html
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(3) 

2.2 都市計画第一種道路事業の経緯 
広島高速 4号線の中広・沼田間（広島西風新都線）は、平成 7 年に都市計画決定され、平成 13 年

に供用している。 

山陽自動車道までの延伸区間については、当時計画されていた「都市センター地区土地区画整理

事業」を経由しない五日市ＩＣへの接続として、平成 8 年に山陽自動車道の整備計画に位置付けら

れ、関係機関等との調整が進められた。 

そのような中、平成 16 年に全市的な公共事業の見直しが行われ、「都市センター地区土地区画整

理事業」が中止となったことから、これを受け山陽自動車道へ最短距離で接続する「直結ルート案」

の検討を開始した。 

「直結ルート案」と「五日市 IC ルート案」の位置図は、図 2.2-1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 事業の経緯 
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2.3 都市計画第一種道路事業の内容 
2.3.1 都市計画第一種道路事業の種類 

指定都市高速道路の新設 

 

2.3.2 事業実施想定区域の位置 

事業実施想定区域の位置は、図 2.3-1 に示すとおりである。 

起点：広島県広島市 

終点：広島県広島市 

 

2.3.3 都市計画第一種道路事業の規模 

延長：約 1.0km～約 2.4km 

 

2.3.4 都市計画第一種道路事業に係る道路車線の数 

4 車線 

 

2.3.5 都市計画第一種道路事業に係る道路の設計速度 

60km/h 

 

2.3.6 位置等に関する複数案の設定 

本事業に係る構想段階評価の検討にあたっては、事業実施想定区域の位置又は規模に関する複

数の案を適切に設定する必要がある。 

複数案の選定にあたっては、広島高速 4 号線と山陽自動車道を接続させ広域幹線道路ネットワ

ークの充実・強化を図るという目的に対して、地形・地質条件や周辺環境、これまでの経緯などを

踏まえて選定することとし、以下に示す 2 案を設定した。 

 

《ルート案①（直結ルート案）》 

既存の道路空間を活用し山陽自動車道に最短距離で接続するルート 

 

《ルート案②（五日市 IC接続ルート案）》 

広島修道大学の南側を通り山陽自動車道の五日市 IC に接続するルート 

（山陽自動車道の現整備計画に位置付けられているルート） 
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2.3.7 上位計画 

 (1) 広島市総合計画 
広島市が策定する全ての計画の最上位に位置付けられる「広島市総合計画」において、「活力の

創出と都市の個性の確立を目指したまちづくり」として、中四国地方の中枢都市である本市の都

市機能をより高めるため、都市交通の高速性・定時制を強化する自動車専用道路網を整備するこ

ととしている。 

また、少子化・高齢化・人口減少に対応するため、広島広域都市圏の 29市町と連携して、圏域

経済を活性化し、自律的な発展を図ることなどにより、令和 32 年(2050 年)以降も圏域内人口 200

万人超の維持を目指す「200 万人広島都市圏構想」の実現に向けて取り組んでおり、今後とも、ヒ

トやモノが循環する基盤となる広域的な交通ネットワークの充実強化を進める必要があるとして

いる。 

 

 (2) 広島市総合交通戦略 
「広島市総合計画」を上位計画とした交通分野における部門計画である「広島市総合交通戦略」

において、市域のみならず広島県全体の活力を生み、中四国地方の発展を牽引していくための基

盤となる幹線道路網整備として、「広島高速４号線延伸」が位置付けられている。 

 

 (3) 広島市都市計画マスタープラン 
住民に最も近い基礎自治体である市町村が、住民の意見を反映して策定する都市計画の基本方

針である「広島市都市計画マスタープラン」において、高速性・定時制に優れた自動車専用道路ネ

ットワークの形成として、「広島高速４号線延伸」が位置付けられている。 
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(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 事業実施想定区域位置図 
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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

事業実施想定区域及びその周囲の対象地域は、広島県広島市安佐南区及び佐伯区とした。 

自然的状況及び社会的状況の概況調査における事業実施想定区域及びその周囲については、事

業実施想定区域とこれを中心としたその周囲約 3km をその範囲とし、主にこの範囲を含む縮尺 2

万 5 千分の 1、縮尺 3万分の 1、縮尺 5 万分の 1、約 10km を含む縮尺 10 万分の 1、約 40km を含む

縮尺 30 万分の 1 の図面を調査項目の特性に応じて使い分けた。 

 

3.1 自然的状況 
事業実施想定区域及びその周囲における主な自然的状況を把握した結果は、表 3.1-1(1)～(2)に

示すとおりである。 

表 3.1-1(1) 事業実施想定区域及びその周囲の自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

気象、大気
質、騒音、
振動その他
の大気に係
る環境の状
況 

1.気象 
広島地域気象観測所における気象観測結果（平年値）は、年間の平均気温は 16.5℃、平均風速は

3.6m/s、最多風向は北北東、年日照時間は 2,033.1 時間、年降水量は 1572.2mm となっている。 

2.大気質 
令和 3 年度（2021 年度）は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質及びダイオ

キシン類は環境基準を達成していたが、光化学オキシダントは環境基準未達成であった。また、過去 5
年間での大気質調査結果の経年変化をみると、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキ
シン類は、各年において環境基準を達成していたが、光化学オキシダント及び微小粒子状物質は、環境
基準を未達成である年があった。 
令和 3 年度（2021 年度）の広島市における大気汚染に係る苦情件数は、32 件であった。 

3.騒音 
事業実施想定区域及びその周囲において、国又は自治体等が実施した環境騒音に係る調査結果は公表

されていない。 
事業実施想定区域及びその周囲では道路交通騒音の常時監視が実施されている。このうち、環境基準

を超過している測定地点は、番号 4 広島湯来線（昼間 73dB・夜間 69dB）、番号 6 広島湯来線（昼間
73dB・夜間 67dB）、番号 8 原田五日市線（昼間 72dB・夜間 65dB）、番号 14 広島豊平線（昼間 69dB・夜間
67dB）、番号 15 国道 183 号(昼間 72dB・夜間 68dB)の 5 地点であった。 
事業実施想定区域及びその周囲では、新幹線鉄道騒音調査（広島市佐伯区利松二丁目）が実施されて

いる。新幹線鉄道の軌道中心線から 12.5m の地点では 74dB、25m の地点では 72dB、50m の地点では
68dB、100m の地点では 63dB であった。 
事業実施想定区域及びその周囲において、国又は自治体等が実施した航空機騒音に係る調査結果は公

表されていない。 
令和 3 年度（2021 年度）の広島市における騒音に係る苦情件数は、134 件であった。 

4.振動 
事業実施想定区域及びその周囲では道路交通振動の常時監視が実施されている。すべての地点で、規

制基準を満たしていた。 
事業実施想定区域及びその周囲では、新幹線鉄道振動調査（広島市佐伯区利松二丁目）が実施されて

いる。新幹線鉄道の軌道中心線から 25m の地点では 51dB、50m の地点では 49dB であった。 
令和 3 年度（2021 年度）の広島市における振動に係る苦情件数は、13 件であった。 

5.その他 
事業実施想定区域及びその周囲では、国又は自治体等が実施した低周波音に係る調査結果は公表され

ていない。 

水象、水
質、水底の
底質その他
の水に係る
環境の状況 

1.水象 
事業実施想定区域及びその周囲における主な河川として、一級河川太田川水系の前原川、西の谷川、

大塚川、大塚川支川が存在する。南側には二級河川八幡川水系の石内川、半坂川が存在する。なお、事
業実施想定区域及びその周囲に湖沼及び海域は存在しない。 

2.水質 
事業実施想定区域及びその周囲では、八幡川上下流 4 箇所、石内川 3 箇所、梶毛川 1 箇所、吉山川 1

箇所、古川下流 1 箇所、安川 4 箇所、奥畑川 1 箇所及び大塚川 1 箇所の計 16 箇所で公共用水域の水質測
定が実施されている。水質測定結果をみると、生活環境項目については、水素イオン濃度、生物化学的
酸素要求量及び大腸菌群数が環境基準値を超過する時期があった。また、栄養塩類については、いずれ
の検出量も極めて微量であった。 
なお、事業実施想定区域及びその周囲において、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく、公共用水

域水質のダイオキシン類濃度測定地点は古川大正橋、太田川安芸大橋及び八幡川泉橋で実施されてい
る。検出量は極めて微量であり、環境基準を満足していた。 
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表 3.1-1(2) 事業実施想定区域及びその周囲の自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

水象、水
質、水底の
底質その他
の水に係る
環境の状況 

3.水底の底質 
事業実施想定区域及びその周囲では、底質調査は行われていない。なお、公共用水域における底質の

ダイオキシン類調査地点は古川大正橋、太田川安芸大橋及び八幡川泉橋で実施されている。検出量は極
めて微量であり、環境基準を満足していた。 

4.地下水 
事業実施想定区域及びその周囲では、概況調査として平成 29 年度(2018 年度)～令和 3 年度（2022 年

度）にかけて、安佐南区 9 箇所及び佐伯区 4 箇所の計 13 箇所で地下水調査が行われている。また、継続
監視調査として安佐南区の 1 箇所で毎年調査が行われている。水質測定結果をみると、いずれの検出量
も極めて微量であり、環境基準を満足していた。 
また、事業実施想定区域及びその周囲では、ダイオキシン類濃度測定地点が 4 箇所測定されている。

検出量は極めて微量であり、環境基準を満足していた。 

5.その他 
 令和 3 年度（2021 年度）の広島市における水質汚濁に係る苦情件数は、66 件であった。 

土壌及び地
盤の状況 

1.土壌 
 事業実施想定区域及びその周囲の土壌は、粗粒残積性未熟土壌、粗粒灰色低地土壌、褐色低地土壌が
広く分布している。 
 事業実施想定区域及びその周囲において、土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」並びに「形質変更
時要届出区域」の指定区域はない。 
事業実施想定区域及びその周囲において、ダイオキシン類対策特別措置法による一般環境土壌の測定

が安佐南区で 10 箇所、佐伯区で 4 箇所行われている。検出量は極めて微量であり、環境基準を満足して
いた。 
 令和 3 年度（2021 年度）の広島市における土壌汚染に係る苦情件数は、0 件であった。 

2.地盤 
 事業実施想定区域及びその周囲において地盤沈下の測定は実施されていない。また、事業実施想定区
域及びその周囲において工業用水法や建築物用地下水採取規制法に係る区域は指定されていない。 
 令和 3 年度（2021 年度）の広島市における地盤沈下に係る苦情件数は、0 件であった。 

地形及び地
質の状況 

1.地形 
 事業実施想定区域及びその周囲の地形は、丘陵地地形による小起伏丘陵地、大起伏丘陵地及び低地地
形による扇状地性低地、山地地形による小起伏山地、中起伏山地や山麓地Ⅱが広く分布する。 

2.地質 
 事業実施想定区域及びその周囲の地質は、火成岩の花崗岩質岩石や砂（がち）が広く分布する。 

3.重要な地形・地質 
 事業実施想定区域及びその周囲には、重要な地形・地質は存在しない。 

4.活断層 
 事業実施想定区域及びその周囲の活断層は、己斐－広島西縁起震断層が分布する。 

動植物の生
息又は生
育、主な動
物群集又は
植物群落、
植生及び生
態系の状況 

1.動物 
 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な動物として、哺乳類 8 種、鳥類 59 種、爬虫類 3 種、
両生類 7 種、昆虫類 36 種、淡水魚類 18 種、底生動物 6 種が確認された。また、動物の注目すべき生息
地として、コウモリ類ハイリスク種（オヒキコウモリ）及びクマタカの生息情報が得られた。 

2.植物 
 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な植物として、56 種が確認された。なお、重要な植物
群落及び巨樹・巨木は確認されなかった。事業実施想定区域及びその周囲の植生の状況は、山間部はコ
ナラ群落（Ⅶ）及びアカマツ群落（Ⅶ）、丘陵部は竹林及びスギ・ヒノキ・サワラ植林が大部分を占め
る。平地は水田雑草群落及び市街地が大部分を占めており、緑の多い住宅地がパッチ上に分布してい
る。 

3.生態系 
 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自然環境のまとまりの場として、保安林が分布す
る。 

景観及び人
と自然との
触れ合いの
活動の状況 

1.景観 
 事業実施想定区域及びその周囲には、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基
づき指定される「保存樹」が存在する。また、事業実施想定区域を眺望できる地点として、広島広域公
園などが存在する。 

2. 人と自然との触れ合いの活動の場 
 事業実施想定区域及びその周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場として、広島広域公
園、中国自然歩道及びひろしま森巡りコースが存在する。 
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3.1.1 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

 (1) 気象の状況 
事業実施想定区域及びその周囲における最寄りの気象観測所の概要は表 3.1-2、位置は図 

3.1-2 に示すとおりである。 

広島地域気象観測所における気象観測結果（平年値）は、表 3.1-3 に示すとおりであり、年間

の平均気温は 16.5℃、平均風速は 3.6m/s、最多風向は北北東、年日照時間は 2,033.1 時間、年降

水量は 1572.2mm となっている。また、広島地域気象観測所における令和 4年（2022 年）1 月～12

月の気象概況は表 3.1-4、風配図は図 3.1-1 に示すとおりである。 

 

表 3.1-2 事業実施想定区域及びその周囲の気象観測所の概要 

観測所名 所在地 緯度経度 
海面上

の高さ 

風向・ 

風速計の

高さ 

観測項目 

気
温 

風
向
・
風
速 

降
水
量 

積
雪 

日
照
時
間 

広島 

地域気象観測所 

広島県広島市中区 

上八丁堀 6-30 

緯度  34°23.9′ 

経度 132°27.7′ 
4.0m 95.4m ○ ○ ○ ― ○ 

出典：「地域気象観測所一覧」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf） 
 

表 3.1-3 広島地域気象観測所における地上気象観測結果（平年値） 

項目名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温（℃） 16.5 5.4 6.2 9.5 14.8 19.6 23.2 27.2 28.5 24.7 18.8 12.9 7.5 

日最高気温

（℃） 
21.1 9.9 10.9 14.5 19.8 24.4 27.2 30.9 32.8 29.1 23.7 17.7 12.1 

日最低気温

（℃） 
12.7 2.0 2.4 5.1 10.1 15.1 19.8 24.1 25.1 21.1 14.9 8.9 4.0 

平均風速(m/s) 3.6 3.5 3.6 3.8 3.7 3.4 3.1 3.2 3.4 3.9 4.1 3.9 3.7 

最多風向 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 南南西 北北東 北北東 北北東 北北東 北北東 

日照時間(時間) 2033.1 138.6 140.1 176.7 191.9 210.8 154.6 173.4 207.3 167.3 178.6 153.3 140.6 

降水量(mm) 1572.2 46.2 64.0 118.3 141.0 169.8 226.5 279.8 131.4 162.7 109.2 69.3 54.0 

注) 各項目の平年値は、平成 3 年（1991 年）～令和 2 年（2020 年）の 30 年間の観測値を算出した。 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf
http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
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表 3.1-4 広島地域気象観測所の気象概況（令和 4 年（2022 年）1 月～12 月） 

月 

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 

合計 
日 

最大 

最大 平均 
最高 最低 

平均 

風速 

最大風速 最大瞬間風速 

1 時間 10 分間 日平均 日最高 日最低 風速 風向 風速 風向 

1 12.0 9.5 1.5 0.5 5.3 10.1 1.7 13.1 -0.5 3.1 10.7 北北西 15.2 北北西 

2 17.0 11.0 2.5 0.5 4.8 9.7 1.1 14.9 -2.4 3.2 11.1 西 16.2 西 

3 124.0 46.0 8.5 2.0 11.5 16.4 7.3 22.3 1.3 3.1 11.5 西南西 20.9 西 

4 150.0 54.0 11.0 5.0 16.4 21.3 12.0 27.9 4.6 3.4 14.2 北北東 20.4 北北東 

5 31.0 16.0 3.0 1.0 20.0 24.9 15.7 31.1 8.3 2.9 10.3 西 14.4 西 

6 99.0 28.0 9.0 4.5 24.2 28.5 20.8 33.6 15.2 3.1 9.9 南南西 15.6 南 

7 319.0 105.5 53.0 15.5 28.1 32.1 25.1 37.1 23.0 2.7 8.2 北 13.2 南 

8 148.0 67.5 26.5 9.5 29.2 33.1 26.3 35.7 21.1 3.1 8.8 南南西 14.0 南南西 

9 222.5 131.5 25.0 10.5 26.0 30.2 22.5 35.0 16.9 3.8 14.5 北北西 22.9 北東 

10 22.0 12.0 7.0 3.0 18.9 24.1 14.8 29.6 9.2 3.8 10.6 北北東 14.8 北 

11 42.0 22.0 7.5 2.0 14.9 20.2 10.7 24.1 7.1 3.5 10.1 北 18.0 北 

12 26.0 18.0 5.0 1.0 6.4 10.9 3.0 16.6 -1.8 3.3 11.5 西 18.2 西 

年 1,212.5 131.5 53.0 15.5 17.1 21.8 13.4 37.1 -2.4 3.3 14.5 北北東 22.9 北東 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 

 

 

図 3.1-1 広島地域気象観測所の風配図（令和 4年（2022 年）1月～12 月） 

出典：「過去の気象データダウンロード」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、気象庁 HP 

http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html） 
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出典：「地域気象観測所一覧」（令和5年（2023

年）3月閲覧、気象庁HP 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know
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図 3.1-2 気象観測所の位置 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know
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 (2) 大気質の状況 
  (a) 大気質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には、一般環境大気測定局の伴小学校及び安佐南区役所が存在

し、自動車排出ガス測定局は古市小学校が存在する（以下、一般環境大気測定局及び自動車排出ガ

ス測定局を併せて「大気汚染常時監視測定局」という）。ダイオキシン類対策特別措置法に基づく

常時監視地点は安佐南区役所に設置されている。 

事業実施想定区域及びその周囲における大気汚染常時監視測定局の位置は、図 3.1-3 に示すと

おりである。 

令和 3 年度（2021 年度）における大気汚染常時監視測定局による環境基準達成状況の概要は、

表 3.1-5 に示すとおりである。二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質及び

ダイオキシン類は、環境基準を達成していたが、光化学オキシダントは環境基準未達成であった。 

また、過去 5年間での大気質調査結果の経年変化は、表 3.1-7(1)～(6)に示すとおりである。二

酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類は、各年において環境基準を達成して

いたが、光化学オキシダント及び微小粒子状物質は、環境基準を未達成である年があった。 

 

表 3.1-5 令和 3 年度（2021 年度）における大気質の環境基準達成状況（常時監視） 

区
分 

市
町
村 

測
定
局 

項目 

測定物質 

二酸化硫黄 

(SO2) 

日平均値の 

 2%除外値注 2） 

二酸化窒素 

(NO2) 

日平均値の 

年間98%値注 1） 

光化学オキシ

ダント(OX) 

昼間の 

1時間値 

浮遊粒子状 

物質(SPM) 

日平均値の 

2%除外値 

一酸化炭素 

(CO) 

日平均値の 

2%除外値 

微小粒子状 

物質(PM2.5) 

日平均値の 

年間98%値 

ダイオキシ

ン類 

年平均値 

一
般
局 

広
島
市 

伴
小
学
校 

測定値 0.002ppm 0.018ppm 0.101ppm 0.031 mg/m3 － 16.8μg/m3 － 

達成状況注 3） 〇 〇 × 〇 － 〇 － 

安

佐

南

区

役

所 

測定値 0.002ppm 0.016ppm 0.107ppm 0.028 mg/m3 － 19.2μg/m3 
0.017 

pg-TEQ/m3 

達成状況注 3） 〇 〇 × 〇 － 〇 〇 

自
排
局 

古

市

小

学

校 

測定値 － 0.019ppm － 0.026 mg/m3 － 21.7μg/m3 － 

達成状況注 3） － 〇 － 〇 － 〇 － 

環境基準 

1 時間値の 

日平均値

0.04ppm 以下 

かつ1時間値

0.1ppm以下 

1 時間値の 

日平均値

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下 

又はそれ以下 

1 時間値 

0.06ppm 以下 

1 時間値の 

日平均値

0.10mg/m3以下 

かつ1時間値 

0.20mg/m3以下 

1 時間値の 

日平均値 

10ppm 以下か

つ 

8 時間平均値

20ppm 以下 

年平均値 

15μg/m3以

下かつ日平

均値35μ

g/m3以下 

0.6 

pg-TEQ/ 

m3以下 

注1) 「日平均値の年間 98%値」とは、年間にわたる日平均値のうち低い方から 98％目にあたる数値を示したものである。 

注2) 「日平均値の 2％除外値」とは、年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から 2％の範囲内にあるものを除外

した日平均の最高値である。 

注3) 「-」は未測定の項目を示す。また、「○」は環境基準達成、「×」は環境基準未達成を示す。 

注4) 「一般局」は一般環境大気測定局を示し、「自排局」は、自動車排出ガス測定局を示す。 

出典：「令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

  「令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 
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  (b) 大気汚染に係る苦情の発生状況 

「令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 5 年（2023 年）3月、広島市）によれば公害

苦情件数(大気質)は、表 3.1-6 に示すとおりであり、令和 3 年度（2021 年度）は 32 件であった。 

表 3.1-6 公害苦情件数(大気質) 

年度 

平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 

21 24 44 30 32 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）(令和 5 年

（2023 年）3 月閲覧、広島市) 
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出典：令和4年度版 広島市の環境（環境白

書）(令和5年（2023 年）3月閲覧、広

島市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             図 3.1-3 大気汚染常時監視測定局 

                            の位置図 
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表 3.1-7(1) 伴小学校・安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（二酸化硫黄） 

 

 
出典：「平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

  

有
効
測
定

日
　
　
数

測
定
時
間

年
平
均
値

1時間値の
最高値

日平均値の
2％除外値

日平均値が
0.04ppmを超えた日が

2日以上連続
したことの有無

環境基準の
長期的評価による
日平均値が0.04ppm

を超えた日数

（日）（時間）（ppm） （時間） （％） （日） （％） （ppm） （ppm） （有☓・無○） （日）

H29 362 8,647 0.001 0 0.0 0 0.0 0.010 0.002 ○ 0

H30 365 8,670 0.001 0 0.0 0 0.0 0.020 0.003 ○ 0

R1 365 8,698 0.001 0 0.0 0 0.0 0.026 0.003 ○ 0

R2 363 8,656 0.001 0 0.0 0 0.0 0.034 0.002 ○ 0

R3 364 8,666 0.001 0 0.0 0 0.0 0.018 0.002 ○ 0

H29 361 8,628 0.002 0 0.0 0 0.0 0.010 0.003 ○ 0

H30 364 8,665 0.001 0 0.0 0 0.0 0.014 0.003 ○ 0

R1 363 8,648 0.002 0 0.0 0 0.0 0.024 0.004 ○ 0

R2 365 8,675 0.001 0 0.0 0 0.0 0.034 0.003 ○ 0

R3 363 8,656 0.001 0 0.0 0 0.0 0.016 0.002 ○ 0

安佐南
区役所

広島市

1時間値が0.1ppmを
超えた時間数と

その割合

日平均値が
0.04ppmを超
えた日数と
その割合

伴小学校

市町名 測定局 年度

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(ppm) 二酸化硫黄 日平均値の2%除外値

伴小学校

安佐南区役所
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表 3.1-7(2) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（二酸化窒素） 

 

 
出典：「平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

日平均値
の98％値

適合
状況

（日）（時間）（ppm）（ppm） （日） （％） （日） （％） （ppm） 適○・否☓

H29 354 8,514 0.009 0.047 0 0.0 0 0.0 0.020 ○

H30 354 8,461 0.008 0.038 0 0.0 0 0.0 0.019 ○

R1 358 8,547 0.008 0.037 0 0.0 0 0.0 0.018 ○

R2 358 8,571 0.008 0.044 0 0.0 0 0.0 0.019 ○

R3 356 8,526 0.008 0.043 0 0.0 0 0.0 0.018 ○

H29 359 8,596 0.010 0.053 0 0.0 0 0.0 0.020 ○

H30 359 8,584 0.009 0.044 0 0.0 0 0.0 0.018 ○

R1 356 8,554 0.008 0.043 0 0.0 0 0.0 0.020 ○

R2 336 8,089 0.008 0.046 0 0.0 0 0.0 0.017 ○

R3 335 8,070 0.008 0.045 0 0.0 0 0.0 0.016 ○

H29 353 8,438 0.012 0.051 0 0.0 0 0.0 0.023 ○

H30 354 8,472 0.012 0.048 0 0.0 0 0.0 0.021 ○

R1 334 7,976 0.011 0.043 0 0.0 0 0.0 0.021 ○

R2 361 8,598 0.010 0.048 0 0.0 0 0.0 0.021 ○

R3 358 8,563 0.010 0.046 0 0.0 0 0.0 0.019 ○

古市
小学校

区
分

一
般
局

自
排
局

広島市
安佐南
区役所

1
時
間
値

の
最
高
値

環境基準との対比

日平均値が
0.06ppmを超えた
日数とその割合

日平均値が
0.04ppm以上

0.06ppm以下の
日数とその割合

伴小学校

市町名 測定局
年
度

有
効
測
定

日
　
　
数

測
定
時
間

年
平
均
値

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(ppm) 二酸化窒素 日平均値の98%値

伴小学校

安佐南区役所

古市小学校
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表 3.1-7(3)伴小学校・安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（光化学オキシダント） 

 

 
出典：「平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

  

昼
間
測
定

日
　
　
数

昼
間
測
定

時
　
　
間

昼間の1時間値
の年平均値

昼間の1時間値
の最高値

（日）（時間） （ppm） （日） （時間） （日） （時間） （ppm）

H29 364 5,390 0.034 108 571 0 0 0.115

H30 365 5,407 0.032 83 437 0 0 0.111

R1 366 5,452 0.033 83 497 2 7 0.126

R2 365 5,417 0.032 77 381 0 0 0.090

R3 365 5,431 0.033 81 356 0 0 0.101

H29 365 5,480 0.037 130 833 0 0 0.115

H30 365 5,421 0.034 92 559 0 0 0.117

R1 366 5,437 0.033 82 525 1 4 0.124

R2 365 5,424 0.032 75 383 0 0 0.089

R3 365 5,428 0.034 90 396 0 0 0.107

安佐南
区役所

広島市

昼間の1時間値が
0.06ppmを超えた
日数と時間数

昼間の1時間値が
0.12ppmを超えた
日数と時間数

伴小学校

市町名 測定局 年度

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(ppm) 光化学オキシダント 昼間の1時間値の最高値

伴小学校

安佐南区役所
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表 3.1-7(4) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（浮遊粒子状物質） 

 

 
出典：「平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

  

有
効
測
定

日
　
　
数

測
定
時
間

年
平
均
値

1時間値の
最高値

日平均値の
2％除外値

日平均値が
0.10mg/㎥を
超えた日が
2日以上連続

したことの有無

環境基準の
長期的評価による

日平均値が
0.10mg/㎥を
超えた日数

（日）（時間）（mg/㎥）（時間） （％） （日） （％） （mg/㎥） （mg/㎥） （有☓・無○） （日）

H29 363 8,711 0.020 0 0.0 0 0.0 0.166 0.049 ○ 0

H30 364 8,717 0.021 0 0.0 0 0.0 0.106 0.052 ○ 0

R1 366 8,762 0.018 0 0.0 0 0.0 0.118 0.044 ○ 0

R2 363 8,716 0.018 0 0.0 0 0.0 0.143 0.048 ○ 0

R3 365 8,736 0.016 0 0.0 0 0.0 0.070 0.031 ○ 0

H29 363 8,706 0.018 0 0.0 0 0.0 0.091 0.043 ○ 0

H30 365 8,730 0.017 0 0.0 0 0.0 0.099 0.044 ○ 0

R1 366 8,754 0.016 0 0.0 0 0.0 0.132 0.040 ○ 0

R2 365 8,732 0.015 0 0.0 0 0.0 0.117 0.047 ○ 0

R3 361 8,691 0.014 0 0.0 0 0.0 0.064 0.028 ○ 0

H29 365 8,721 0.018 0 0.0 0 0.0 0.109 0.046 ○ 0

H30 365 8,716 0.017 0 0.0 0 0.0 0.102 0.044 ○ 0

R1 364 8,734 0.015 0 0.0 0 0.0 0.117 0.038 ○ 0

R2 363 8,705 0.015 0 0.0 0 0.0 0.111 0.042 ○ 0

R3 365 8,737 0.013 0 0.0 0 0.0 0.068 0.026 ○ 0

古市
小学校

広島市

一
般
局

自
排
局

区
分

安佐南
区役所

1時間値が
0.20mg/㎥を
超えた時間数
とその割合

日平均値が
0.10mg/㎥を
超えた日数
とその割合

伴小学校

市町名 測定局
年
度

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(mg/m3) 浮遊粒子状物質 日平均値の2%除外値

伴小学校

安佐南区役所

古市小学校
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表 3.1-7(5) 伴小学校・安佐南区役所・古市小学校測定局における 

大気質調査結果の経年変化（微小粒子状物質） 

 

 
出典：「平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

  

有効測定
日　　数

年平均値
日平均値の
年間98％値

（日） （μg/㎥） （μg/㎥） （日） （％）

H29 361 12.2 31.8 3 0.8

H30 363 11.2 30.8 3 0.8

R1 364 9.6 25.3 0 0.0

R2 361 9.1 28.2 2 0.6

R3 362 7.4 16.8 0 0.0

H29 363 12.6 32.3 0 0.0

H30 361 11.0 27.7 3 0.8

R1 364 10.2 24.3 0 0.0

R2 363 9.7 28.5 1 0.3

R3 363 8.6 19.2 0 0.0

H29 362 14.9 36.3 8 2.2

H30 362 13.1 30.3 4 1.1

R1 363 12.0 27.2 0 0.0

R2 361 14.3 33.8 6 1.7

R3 332 9.9 21.7 0 0.0

日平均値が
35μg/㎥を超えた
日数とその割合

伴小学校

安佐南
区役所

市町名 測定局 年度

広島市

一
般
局

自
排
局

古市
小学校

区分

0

10

20

30

40

50

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(μg/m3) 微小粒子状物質 日平均値の年間98％値

伴小学校

安佐南区役所

古市小学校
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表 3.1-7(6) 安佐南区役所測定局における大気質調査結果の経年変化（ダイオキシン類） 

 

 
出典：「平成 29 年度版～令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

  

春 夏 秋 冬 年平均値

H29 0.020 0.011 0.009 0.034 0.019

H30 0.015 0.013 0.010 0.040 0.020

R1 0.010 0.013 0.029 0.016 0.017

R2 0.011 0.021 0.029 0.012 0.018

R3 0.010 0.012 0.025 0.019 0.017

（pg-TEQ/㎥）

市町名 測定局 年度

広島市
安佐南
区役所

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

平成29年度

(2017年度)
平成30年度

(2018年度)
令和1年度

(2019年度)
令和2年度

(2020年度)
令和3年度

(2021年度)

(pg-TEQ/m3) ダイオキシン類 年平均値
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 (3) 騒音の状況 
  (a) 環境騒音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、国又は自治体等が実施した環境騒音に係る調査結果

は公表されていない。 

 

  (b) 道路交通騒音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では道路交通騒音の常時監視が実施されており、測定地点及び

測定結果は、それぞれ図 3.1-4、表 3.1-8 に示すとおりである。 

 

表 3.1-8 道路交通騒音測定結果（平成 29 年度(2017 年度)～令和 3年度(2021 年度)） 

番号 
対象道路 騒音(dB) 環境基準 

調査年度 住所 
路線名 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 山陽自動車道 52(〇) 48(〇) 70 65 令和 2 年度 
広島市安佐南区 

伴東 8 丁目 61 番 

2 市道佐伯 1 区 376 号線 66(〇) 57(〇) 70 65 令和 2 年度 
広島市佐伯区 

石内南 1 丁目 15 

3 市道佐伯 1 区 368・373 号線 54(〇) 48(〇) 70 65 令和 2 年度 
広島市佐伯区 

石内南 2 丁目 19 

4 主要地方道広島湯来線 73(×) 69(×) 70 65 令和 3 年度 
広島市佐伯区 

五日市町大字石内 5761 

5 主要地方道五日市筒賀線 67(〇) 64(〇) 70 65 平成 30 年度 
広島市佐伯区 

城山 1 丁目 3 番 

6 主要地方道広島湯来線 73(×) 67(×) 70 65 令和 3 年度 

広島市安佐南区 

大塚西 2 丁目 

(宮が瀬橋バス停付近) 

7 主要地方道広島湯来線 68(〇) 64(〇) 70 65 令和 3 年度 
広島市安佐南区 

伴中央 4 丁目 23 番 

8 一般県道原田五日市線 72(×) 65(〇) 70 65 令和 2 年度 
広島市佐伯区 

八幡東 4 丁目 28 番 

9 一般県道原田五日市線 65(〇) 58(〇) 70 65 平成 29 年度 
広島市佐伯区 

五日市町石内 3289-1 

10 市道安佐南４区 454 号線 70(〇) 63(〇) 70 65 令和元年度 
広島市安佐南区 

大塚東 1 丁目 17 番 

11 
市道安佐南4区 486・490・739 号線 

市道佐伯1区 371号線 
63(〇) 57(〇) 70 65 令和元年度 

広島市佐伯区 

石内北 1 丁目 1 番 

12 市道安佐南４区 488・489 号線 65(〇) 61(〇) 70 65 令和元年度 
広島市安佐南区 

伴南 4 丁目 3 番 

13 市道安佐南４区 486 号線 66(〇) 63(〇) 70 65 令和元年度 
広島市安佐南区 

伴西 3 丁目 9 番 

14 主要地方道広島豊平線 69(〇) 67(×) 70 65 令和元年度 
広島市安佐南区 

相田 2 丁目 7 番 

15 一般国道 183 号 72(×) 68(×) 70 65 平成 29 年度 
広島市安佐南区 

長束 2 丁目 1 番 23 

注) 昼間：6 時～22 時 夜間：22 時～6 時 

出典：平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3月閲覧、広島市） 

 騒音(dB)昼間・夜間の(〇)は、環境基準を満足しており、(×)は、環境基準を超過していた。 
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  (c) 新幹線鉄道騒音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の南側に山陽新幹線が敷設されており、新幹線鉄道騒音調査が

実施されている。事業実施想定区域及びその周囲における令和 3 年度（2021 年度）の新幹線鉄道

騒音測定地点及び調査結果は、それぞれ図 3.1-4、表 3.1-9 に示すとおりである。 

 

表 3.1-9 新幹線鉄道騒音測定結果（令和 3 年度(2021 年度)） 

地
点
番
号 

区
分 

測定場所 

(用途地域) 

測定 

年月日 

軌道 

構造 

防音壁の種

類(軌道面か

らの高さ) 

列車 

速度 

(km/h) 

軌道中心

からの 

距離 

(m) 

騒音 

レベル

(dB(A)) 

1 
新
幹
線 

広島市佐伯区 

利松二丁目 

(第 1 種住居地域) 

令和 4 年 

1 月 6 日 

高架橋(ﾗｰﾒﾝ) 

(8.4m) 

スラブ 

(防振ｽﾗﾌﾞﾏｯﾄ有) 

逆 L 

(吸音材有) 

(2.03m) 

254 

255 

249 

248 

12.5 

25 

50 

100 

74 

72 

68 

63 

注) 騒音レベルは、測定した騒音のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均したもの。 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

  (d) 航空機騒音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、国又は自治体等が実施した航空機騒音に係る調査結

果は公表されていない。 

 

  (e) 騒音に係る苦情の発生状況 

「令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 5 年（2023 年）3月、広島市）によれば公害

苦情件数(騒音)は、表 3.1-10 に示すとおりであり、令和 3 年度（2021 年度）は、134 件であっ

た。 

 

表 3.1-10 公害苦情件数(騒音) 

年度 

平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 

140 120 159 170 134 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年

（2023 年）3 月閲覧、広島市） 
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出典：令和4年度版 広島市の環境（環境白

書）（令和5年（2023 年）3月閲覧、広

島市） 

 

 

 

  

 

 

 

 

                             図 3.1-4 道路交通騒音・新幹線鉄

道騒音測定の位置図 
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 (4) 振動の状況 
  (a) 道路交通振動の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では道路交通振動の常時監視が実施されており、測定結果及び

測定地点は、それぞれ表 3.1-11、図 3.1-5 に示すとおりである。 

 

表 3.1-11 道路交通振動測定結果（令和 3 年度(2021 年度)） 

番号 
対象道路 振動(dB) 

調査年度 住所 
路線名 昼間 夜間 

1 主要地方道五日市筒賀線 40 33 平成 30 年度 広島市佐伯区城山 1 丁目 3 番 

2 一般県道原田五日市線 42 36 令和 2 年度 広島市佐伯区八幡東 4 丁目 28 番 

3 主要地方道広島豊平線 44 39 令和元年度 広島市安佐南区相田 2 丁目 7 番 

4 一般国道 183 号 42 35 平成 29 年度 広島市安佐南区長束 2 丁目 1 番 23 

注) 昼間：7時～19時 夜間：19時～7時 

出典：平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3月閲覧、広島市） 

 

  (b) 新幹線鉄道振動の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の南側に山陽新幹線が敷設されており、新幹線鉄道振動調査が

実施されている。事業実施想定区域及びその周囲における令和 3 年度（2021 年度）の新幹線鉄道

振動測定地点及び調査結果は、それぞれ図 3.1-5、表 3.1-12 に示すとおりである。 

 

表 3.1-12 新幹線鉄道振動測定結果（令和 3年度(2021 年度)） 

地

点

番

号 

区

分 

測定場所 

(用途地域) 

測定 

年月日 

軌道 

構造 

防音壁の種

類(軌道面か

らの高さ) 

列車 

速度 

(km/h) 

軌道中心

からの 

距離 

(m) 

振動 

レベル

(dB) 

 

1 

新
幹
線 

広島市佐伯区 

利松二丁目 

(第 1 種住居地域) 

令和 4 年 

1 月 6 日 

高架橋(ﾗｰﾒﾝ) 

(8.4m) 

スラブ 

(防振ｽﾗﾌﾞﾏｯﾄ有) 

逆 L 

(吸音材有) 

(2.03m) 

254 

255 

249 

248 

12.5 

25 

50 

100 

－ 

51 

49 

－ 

注) 振動レベルは、測定した振動のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものを算術平均したもの。 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 
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出典：令和4年度版 広島市の環境（環境白

書）（令和5年（2023 年）3月閲覧、広

島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-5 道路交通振動・新幹線鉄

道振動測定の位置図 
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  (c) 振動に係る苦情の発生状況 

「令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）」（令和 5 年（2023 年）3月、広島市）によれば公害

苦情件数(振動)は、表 3.1-13 に示すとおりであり、令和 3 年度（2021 年度）は、13 件であった。 

 

表 3.1-13 公害苦情件数(振動) 

年度 

平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 

22 18 18 14 13 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年

（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

 (5) その他の大気に係る環境の状況 
  (a) 低周波音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、国又は自治体等が実施した低周波音に係る調査結果は公

表されていない。 

 

3.1.2 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境の状況 

 (1) 水象の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の水象の状況は図 3.1-6 に示すとおりである。事業実施想定区

域及びその周囲における主な河川として、一級河川太田川水系の前原川、西の谷川、大塚川、大塚

川支川が存在する。南側には二級河川八幡川水系の石内川、半坂川が存在する。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲に湖沼及び海域は存在しない。 

 

 (2) 水質の状況 
事業実施想定区域及びその周囲では、環境基本法（平成 5年法律第 91 号、最終改正：平成 30 年

6 月 13 日号外法律第 50 号）第 16 条の規定に基づき、広島県が指定した「生活環境の保全に関す

る環境基準の水域類型指定」に該当する公共用水域として、「安川」（類型：B）が存在する。事業

実施想定区域及びその周囲における水域類型指定状況は、図 3.1-7 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲では、広島市の公共用水域の水質測定計画に基づき、八幡川上下

流 4 箇所、石内川 3 箇所、梶毛川 1 箇所、吉山川 1 箇所、古川下流 1 箇所、安川 4箇所、奥畑川 1

箇所及び大塚川 1 箇所の計 16 箇所で公共用水域の水質測定が実施されている。各水質測定地点で

の水質測定結果は、表 3.1-14 及び表 3.1-15 に示すとおりである。 

水質測定結果をみると、生活環境項目については、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量及び

大腸菌群数が環境基準値を超過する時期があった。また、栄養塩類については、いずれの検出量も

極めて微量であった。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲においては、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年

法律第 105 号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日号外法律第 72 号）第 26 条に基づく、公共用水域

水質のダイオキシン類濃度測定地点は古川大正橋、太田川安芸大橋及び八幡川泉橋で実施されて

おり、各水質測定地点での水質測定結果は、表 3.1-16 に示すとおりである。 
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出典：「国土数値情報 河川データ」（令和5年

（2023年）3月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

令和 4年度版 広島市の環境（環境白

書）（令和5年（2023 年）3月閲覧、広

島市） 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-6 水象の状況 
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http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「国土数値情報 河川データ」（令和5年

（2023年）3月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

令和 4年度版 広島市の環境（環境白

書）（令和5年（2023 年）3月閲覧、広

島市） 

 

 

 

 

 

 

 

                             図 3.1-7 水域類型指定状況及び 

水質の測定位置図 
    

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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表 3.1-14  公共用水域における生活環境項目の水質測定結果（河川）（令和 3 年度(2021 年度)） 

水域名 
番

号 
地点名 

類 

型 

pH DO BOD SS 大腸菌群数 COD 

最小 

～最大 
m/n 

平均

(mg/L) 
m/n 

平均

(mg/L) 
m/n 

平均

(mg/L) 
m/n 

平均

(MPN/100ml) 
m/n 

平均

(mg/L) 

八 幡 川

上流 

3 
魚切貯水

池上流 
A 7.3～8.1 0/12 10 0/12 0.6 0/12 3 0/12 6.6×103 8/12 1.7 

4 
魚切貯水

池 A 
7.1～9.0 1/24 9.5 0/24 1.1 2/24 2 0/24 2.1×103 10/24 2.3 

5 郡橋 7.4～8.2 0/12 10 0/12 1.0 0/12 4 0/12 2.0×104 9/12 2.5 

八 幡 川

下流 
6 泉橋 B 7.4～8.5 0/12 11 0/12 1.3 0/12 6 1/12 1.7×104 8/12 2.9 

石内川 

8 原田下橋 

－ 

7.7～7.8 -/2 9.8 -/2 3.0 -/2 3 -/2 1.7×104 -/2 4.9 

9 鳴谷橋 7.5～7.8 -/2 10 -/2 1.5 -/2 3 -/2 1.8×104 -/2 3.1 

10 
石内川 

河口 
7.3～8.0 －/12 9.8 －/12 1.1 －/12 3 －/12 8.9×103 －/12 2.2 

梶毛川 11 
梶毛川河

口 
－ 7.4～7.7 -/4 9.9 -/4 1.1 -/4 3 -/4 1.0×104 -/4 2.5 

吉山川 24 戸山 A 7.2～7.4 0/6 10 0/6 0.7 0/6 2 0/6 5.4×103 5/6 1.6 

古 川 下

流 
48 東原 B 7.3～9.6 3/48 9.9 0/48 1.4 1/48 10 3/48 6.7×104 42/48 2.8 

安川 

49 
大塚川 

下流 

B 

7.5～7.9 0/12 10 0/12 2.5 2/12 3 0/12 5.0×105 9/12 3.1 

50 下 地 7.4～8.3 0/12 10 0/12 0.9 0/12 2 0/12 8.4×104 12/12 2.1 

51 上 安 7.4～8.6 0/12 11 0/12 1.0 0/12 3 0/12 5.6×104 12/12 2.1 

52 五軒屋 7.3～8.9 1/12 10 0/12 0.9 0/12 4 0/12 6.8×104 12/12 2.0 

奥畑川 53 奥畑川 － 7.3～7.7 －/4 9.9 －/4 0.7 －/4 2 －/4 1.1×104 －/4 1.9 

大塚川 54 大塚川 － 7.5～8.1 －/4 9.2 －/4 7.2 －/4 2 －/4 9.1×105 －/4 6.7 

環境基準 
A 6.5～8.5 7.5mg/L 以上 2mg/L 以下 25mg/L 以下 1,000MPN/100ml 以下 － 

B 6.5～8.5 5mg/L 以上 3mg/L 以下 25mg/L 以下 5,000MPN/100ml 以下 － 

注1) m/n は（環境基準値を超える検体数）/（総検体数）を示す。 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 
 

表 3.1-15 公共用水域における栄養塩類の水質測定結果（河川）（令和 3年度(2021 年度)） 

水域名 番号 地点名 全窒素 
アンモニア 

態窒素 

亜硝酸 

態窒素 

硝酸態 

窒素 
全りん 

りん酸態 

りん 

八幡川上流 

3 魚切貯水池上流 0.66 0.01 0.006 0.64 0.030 0.020 

4 魚切貯水池 0.63 0.03 0.007 0.50 0.027 0.008 

5 郡橋 0.58 0.01 0.005 0.47 0.043 0.020 

八幡川下流 6 泉橋 0.67 0.01 0.005 0.56 0.044 0.021 

古川下流 48 東原 0.77 0.02 0.013 0.57 0.021 0.013 

安川 52 五軒屋 1.0 0.01 0.008 0.89 0.026 0.019 

注 1) 各項目の数値は、年平均値を示す。 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

表 3.1-16 公共用水域におけるダイオキシン類調査結果(河川) （令和 3年度(2021 年度)） 

                            単位：pg-TEQ/L 

地点 調査地点 結果(年平均) 環境基準値 

1 八幡川 泉橋 0.094 

1 以下 2 古川 大正橋 0.088 

3 太田川 安芸大橋 0.058 

出典：令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 
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 (3) 水底の底質の状況 
事業実施想定区域及びその周囲では、底質調査が行われていない。なお、公共用水域における底

質のダイオキシン類調査地点は古川大正橋、太田川安芸大橋及び八幡川泉橋で実施されており、

各底質測定地点での底質測定結果は、表 3.1-17 に示すとおりである。 

表 3.1-17 公共用水域におけるダイオキシン類調査結果(底質) （令和 3年度(2021 年度)） 

                            単位：pg-TEQ/g 

地点 調査地点 結果(年平均) 環境基準値 

1 八幡川 泉橋 0.16 

150 以下 2 古川 大正橋 0.17 

3 太田川 安芸大橋 0.16 

出典：令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

 (4) 地下水の状況 
事業実施想定区域及びその周囲では、水質汚濁防止法（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号、最

終改正：平成 29 年 6 月 2日号外法律第 45 号）第 15 条に基づく、地下水の水質測定地点が設置さ

れている。 

事業実施想定区域及びその周囲では、概況調査として平成 29 年度(2017 年度)～令和 3 年度

（2021 年度）にかけて、安佐南区 9箇所及び佐伯区 4 箇所の計 13 箇所で地下水調査が行われてい

る。また、継続監視調査として安佐南区の 1箇所で毎年調査が行われている。各水質測定地点で

の水質測定結果は、表 3.1-18 (1)～(2)に示すとおりである。 

水質測定結果をみると、いずれの検出量も極めて微量であり、環境基準を満足していた。 

なお、平成 28 年度(2016 年度)～令和 3年度(2021 年度)のダイオキシン類測定結果によれば、事  

業実施想定区域及びその周囲では、ダイオキシン類濃度測定地点が 4箇所測定されており、測定結

果は、表 3.1-19 に示すとおりである。 

表 3.1-18(1) 地下水質調査結果 

単位：mg/L 

調査 

年度 
地点 地点名 

ｶﾄﾞﾐｳ

ﾑ 

全 

ｼｱﾝ 
鉛 

六価 

ｸﾛﾑ 
ﾋ素 

総 

水銀 
PCB 

ｼﾞｸﾛ

ﾛﾒﾀﾝ 

四 塩

化 

炭素 

ｸﾛﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

1,2- 

ｼﾞｸﾛﾛ 

ｴﾀﾝ 

1,1- 

ｼﾞｸﾛ

ﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

1,2- 

ｼﾞｸﾛﾛ 

ｴﾁﾚﾝ 

1,1,1- 

ﾄﾘｸﾛﾛ 

ｴﾀﾝ 

R3 

概 1 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 2 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 3 佐伯区 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

継 14 安佐南区 － － N.D. － N.D. － － － － N.D. － N.D. N.D. N.D. 

R2 

概 4 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 5 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 6 佐伯区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

R1 

概 7 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 8 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

概 9 佐伯区③ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

H30 
概 10 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
概 11 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

H29 
概 12 安佐南区 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
概 13 佐伯区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

環境基準値 0.003 

以下 

検出

され

ない

こと 

0.01 

以下 

0.05 

以下 

0.01 

以下 

0.0005 

以下 

検出

され

ない

こと 

0.02 

以下 

0.002 

以下 

0.002 

以下 

0.004 

以下 

0.1 

以下 

0.04 

以下 

1 

以下 

注1) 「N.D.」：検出されず(定量下限値未満) 

注2) 地点の「概」は概況調査地点、「継」は継続監視調査地点を示す。 

出典：平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3月閲覧、広島市） 
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表 3.1-18 (2) 地下水質調査結果 

単位：mg/L 

調査 

年度 
地点 地点名 

1,1,2- 

ﾄﾘｸﾛﾛ 

ｴﾀﾝ 

ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴ

ﾁﾚﾝ 

1,3- 

ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟ

ﾛﾍﾟﾝ 

ﾁｳﾗﾑ ｼﾏｼﾞﾝ 
ﾁｵﾍﾞﾝ

ｶﾙﾌﾞ 

ﾍﾞﾝｾﾞ

ﾝ 
ｾﾚﾝ 

硝酸性窒

素及び亜

硝酸性窒

素 

ふっ素 ほう素 

1,4- 

ｼﾞｵｷｻ

ﾝ 

R3 

概 1 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6.0 0.18 0.03 N.D. 

概 2 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.20 N.D. N.D. N.D. 

概 3 佐伯区 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.85 N.D. N.D. N.D. 

継 14 安佐南区 － 0.001 
0.0009 

～ 

0.0010 

－ － － － N.D. － 
N.D.～ 

0.01 
0.61～ 

0.73 
0.14 － 

R2 

概 4 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.8 N.D. N.D. N.D. 

概 5 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.29 N.D. N.D. N.D. 

概 6 佐伯区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.5 0.26 N.D. N.D. 

R1 

概 7 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 8.1 0.17 0.03 N.D. 

概 8 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.9 0.10 0.01 N.D. 

概 9 佐伯区③ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.9 0.59 N.D. N.D. 

H30 
概 10 安佐南区① N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.73 N.D. N.D. N.D. 

概 11 安佐南区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.34 N.D. N.D. N.D. 

H29 
概 12 安佐南区 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 3.8 0.10 N.D. N.D. 
概 13 佐伯区② N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.79 0.44 N.D. N.D. 

環境基準値 0.006 

以下 

0.01 

以下 

0.01 

以下 

0.002 

以下 

0.006 

以下 

0.003 

以下 

0.02 

以下 

0.01 

以下 

0.01 

以下 

10 

以下 

0.8 

以下 

1 

以下 

0.05 

以下 

注1) 「N.D.」：検出されず(定量下限値未満) 

注2) 地点の「概」は概況調査地点、「継」は継続監視調査地点を示す。 

出典：平成 30 年度版～令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3月閲覧、広島市） 

 

表 3.1-19 地下水ダイオキシン類調査結果 

                            単位：pg-TEQ/L 

調査年度 地点 調査地点 結果 環境基準値 

R3 1 安佐南区祇園 5 丁目 0.014 

1 以下 
R2 2 佐伯区三宅 2 丁目 0.014 

H30 3 安佐南区沼田町阿戸 0.023 

H28 4 安佐南区沼田町伴 0.015 

出典：平成 28 年度～令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

 (5) 水質汚濁に係る苦情の発生状況 
令和 4年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月、広島市）によれば公害苦

情件数(水質汚濁)は、表 3.1-20 に示すとおりであり、令和 3 年度（2021 年度）は、66 件であっ

た。 

表 3.1-20 公害苦情件数(水質汚濁) 

年度 

平成 29 平成 30 令和元 令和 2 令和 3 

92 100 83 76 66 

出典：令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 
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3.1.3 土壌及び地盤の状況 

 (1) 土壌の状況 
  (a) 土壌の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の土壌の状況は、図 3.1-8 に示すとおり、粗粒残積性未熟土壌、

粗粒灰色低地土壌、褐色低地土壌が広く分布している。 

 

  (b) 土壌汚染の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、令和 4年 10 月現在、土壌汚染対策法（平成14年 5月

29日法律第53号、最終改正：平成29年 6月 2日号外法律第45号）に基づく「要措置区域」並びに

「形質変更時要届出区域」の指定区域はない（「土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況」

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市 HPhttps://www. city.hiroshima.lg.jp/site/kankyohozen/ 

13347.html）による）。また、事業実施想定区域及びその周囲において、ダイオキシン類対策特別

措置法による一般環境土壌の測定が、図 3.1-9 に示す地点で行われており、測定結果は、表 3.1-21

に示すとおりである。 

 

表 3.1-21 一般環境土壌ダイオキシン類調査結果 

                                        単位：pg-TEQ/g 

調査年度 地点 調査地点 結果 環境基準値 

R2 

1 佐伯区石内南 4 丁目 0.054 

1,000 以下 

2 佐伯区倉重町 0.19 

3 佐伯区坪井町 0.096 

4 佐伯区河内南 1 丁目 0.95 

H28 

5 安佐南区大塚西 5 丁目 0.10 

6 安佐南区伴南 1 丁目 0.22 

7 安佐南区伴西 1 丁目 0.058 

8 安佐南区山本新町 2 丁目 0.57 

9 安佐南区祇園 1 丁目 0.089 

H27 

10 安佐南区八木 1 丁目 0.013 

11 安佐南区毘沙門台 3 丁目 0.21 

12 安佐南区高取北 4 丁目 1.5 

13 安佐南区大塚東 3 丁目 0.28 

14 安佐南区大塚西 7 丁目 0.29 

出典：平成 27 年度～令和 3 年度ダイオキシン類環境調査測定結果 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市） 

 

  (c) 土壌汚染に係る苦情の発生状況 

令和 4年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5年（2023 年）3月、広島市）によれば、平成

29 年度～令和 3 年度（2017～2021 年度）の事業実施想定区域及びその周囲における土壌汚染に係

る苦情件数は 0件であった。 

 

https://www.
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出典：「20万分の1土地分類基本調査GISデー

タ 土壌図」（令和5年（2023年）3月

閲覧、国土調査HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspec

t/landclassification/download/index.

html） 

 

 

 

 

 

 

 

                           図 3.1-8 土壌図 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspec
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出典：平成27 年度～令和4年度版 ダイオキ

シン類環境調査結果一覧（令和5年

（2023年）3月閲覧、広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-9 土壌調査位置図 
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 (2) 地盤の状況 
  (a) 地盤沈下の状況 

「全国地盤環境情報ディレクトリ（令和 3 年度版）」（環境省）によれば、事業実施想定区域及び

その周囲において地盤沈下の測定は実施されていない。また、事業実施想定区域及びその周囲に

おいて工業用水法や建築物用地下水採取規制法に係る区域は指定されていない。 

  (b) 地盤沈下に係る苦情の発生状況 

令和 4年度版 広島市の環境（環境白書）（令和 5 年（2023 年）3月、広島市）によれば、平成

29 年度～令和 3 年度（2017～2021 年度）の事業実施想定区域及びその周囲における地盤沈下に係

る苦情件数は 0件であった。 

 

3.1.4 地形及び地質の状況 

 (1) 地形の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の地形の状況は、図 3.1-10 に示すとおり、丘陵地地形による小

起伏丘陵地、大起伏丘陵地及び低地地形による扇状地性低地、山地地形による小起伏山地、中起伏

山地や山麓地Ⅱが広く分布する。 

 (2) 地質の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の表層地質の状況は図 3.1-11 に示すとおり、火成岩の花崗岩質

岩石や砂（がち）が広く分布する。 

 (3) 重要な地形・地質 
事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形・地質は、表 3.1-22 に示す法令及び資料に

基づいて選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲において、「文化財保護法」等に基づく地形・鉱物天然記念物、

「日本の地形レッドデータブック」（小泉・青木）及び「日本の典型地形」（令和 5 年（2023 年）3

月閲覧、国土地理院）に基づく重要な地形・地質は存在しない。 

表 3.1-22 重要な地形・地質の選定基準 

No. 選定基準 

Ⅰ 

「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号） 

「広島県文化財保存活用大綱」（令和 3 年（2021 年）3 月、広島県教育委

員会 HP） 

「広島市文化財保護条例」（昭和 43 年条例第 20 号） 

に基づく地質・鉱物天然記念物 

Ⅱ 

「日本の地形レッドデータブック第 1 集」（平成 12 年（2000 年）、小泉・

青木） 

「日本の地形レッドデータブック第 2 集―保存すべき地形―」 

（平成 14 年（2002 年）、小泉・青木） 

Ⅲ 
「日本の典型地形」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土交通省国土地理

院 HP https://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_top.html） 

 

 (4) 活断層の状況 
「活断層データベース」（令和 5年（2023 年）3 月閲覧、産業技術総合研究所）によれば、事業

実施想定区域及びその周囲の活断層の状況は図 3.1-12 に示すとおり、己斐－広島西縁起震断層が

分布する。  

https://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_top.html
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出典：「20万分の1土地分類基本調査GISデー

タ 地形分類図」（令和5年（2023 年）

3月閲覧、国土調査HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspec

t/landclassification/download/index.

html） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-10 地形分類図 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/kokjo/inspec
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出典：「20万分の1日本シームレス地質図V2」

（令和5年（2023 年）3月閲覧、産総研

地質調査総合センターHP 

https://gbank.gsj.jp/seamless/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-11 表層地質図 

 

https://gbank.gsj.jp/seamless/
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出典：「活断層データベース」（令和5年（2023

年）3月閲覧、産業技術総合研究所 

https://gbank.gsj.jp/activefault/ind

ex） 

※本データは、「活断層データベース」の情報

をもとに、活断層の位置をGIS データに加工

したものである 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-12 活断層図 

 

https://gbank.gsj.jp/activefault/ind
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3.1.5 動植物の生息又は生育、主な動物群集又は植物群落、植生及び生態系の状況 

 (1) 収集文献 
事業実施想定区域及びその周囲の動植物の生息・生育状況を把握するにあたり、収集した文献

は、表 3.1-23 に示すとおりである。 

 
 

表 3.1-23 動植物に係る収集文献 

No. 収集文献 

分類群 

哺乳

類 
鳥類 

爬虫

類 

両生

類 

昆虫

類 

淡水

魚類 

底生 

動物 
植物 

1 
「生物多様性情報システム データベース検索 第2回動植物

分布調査」(昭和 53～55 年度(1978～1980 年度)、環境庁) 
〇 ○   ○    

2 
「生物多様性情報システム データベース検索 第3回動植物

分布調査」（昭和 58～63 年度(1983～1988 年度)、環境庁） 
 ○       

3 
「生物多様性情報システム データベース検索 第4回動植物

分布調査」(昭和63～平成5年度(1988～1993年度)、環境庁) 
○  ○ ○ ○ ○   

4 
「生物多様性情報システム データベース検索 第5回動植物

分布調査」（平成 5～10 年度(1993～1998 年度)、環境省) 
○  ○ ○ ○ ○   

5 
「生物多様性情報システム データベース検索 第6回動植物

分布調査」(平成 11～17 年度(1999～2005 年度)、環境省) 
○        

6 
「レッドデータブックひろしま 2021」(令和 4 年(2022 年)、

広島県) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 
「広島市の生物-まもりたい生命の営み-」（平成 12 年(2000

年)、広島市） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

8 
「五日市町誌上巻」(昭和 49年(1974 年)、五日市町誌編集委

員会) 
○ ○   ○ ○  ○ 

9 「沼田町史」(昭和 55 年(1980 年)、広島市)        ○ 

10 
「比婆科学」(昭和 64 年～令和 4 年(1989 年～2022 年)、比

婆科学教育振興会) 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 
「広島県の動植物-自然環境基本情報-」（平成 3 年（1991 年）、

広島県） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 
「広島市植物公園紀要」(平成4年～28年(1992年～2016年)、

広島市植物公園) 
       ○ 

13 「広島県の両生・爬虫類」(平成 8 年（1996 年）、中国新聞社)   ○ ○     

14 
「広島虫の会会報」（平成 8年～令和 2 年（1996 年～2020 年）、

広島虫の会） 
    ○    

15 「広島県植物誌」(平成 9 年(1997 年)、中国新聞社）        ○ 

16 「広島県の哺乳類」(平成 12 年(2000 年)、中国新聞社) ○        

17 
「ひろしま野鳥図鑑増補改訂版」（平成 14 年(2002 年)、中国

新聞社） 
 ○       

18 

「希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の生態等に関する結

果」(平成 16 年(2004 年)、環境省・経済産業省・国土交通省

(林野庁協力)) 

 ○       

19 
「広島県昆虫誌(改訂増補版)Ⅰ～Ⅳ」(平成 26 年(2014 年)、

比婆科学教育振興会) 
    ○    

20 「広島県のカミキリムシ」(平成 30 年(2018 年)、広島虫の会)     ○    
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 (2) 動物相の状況 
  (a) 主な動物相の状況 

文献その他の資料により事業実施想定区域及びその周囲で確認された動物相の概況は、表 

3.1-24 に示すとおりである。 

なお、文献その他の資料による動物の各分類群の確認種目録は資料編に示す。 

 

表 3.1-24 文献その他の資料による動物相の概況 

分類群 確認種数 主な確認種 

哺乳類 7 目 15 科 24 種 

ジネズミ、カワネズミ、ヒミズ、コウベモグラ、キクガシラコウモ

リ、アブラコウモリ、コテングコウモリ、オヒキコウモリ、ニホン

ザル、ノウサギ、ニホンモモンガ、ムササビ、ヤマネ、アカネズミ、

ヒメネズミ、ドブネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、テン、

ニホンイタチ、アナグマ、イノシシ、ニホンジカ 

鳥 類 19 目 52 科 201 種 

キジ、カルガモ、カンムリカイツブリ、キジバト、アオサギ、クイ

ナ、ホトトギス、カッコウ、ヨタカ、アマツバメ、コチドリ、イソ

シギ、ハチクマ、サシバ、クマタカ、アオバズク、コゲラ、モズ、

カケス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、エ

ナガ、メジロ、カワガラス、トラツグミ、キビタキ、オオルリ、ハ

クセキレイ、カワラヒワ、イカル、カシラダカ、アオジ、クロジ等 

爬虫類 2 目 7 科 12 種 

ニホンイシガメ、ニホンスッポン、ニホンヤモリ、ニホントカゲ、

ニホンカナヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、シロマダ

ラ、ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ 

両生類 2 目 5 科 14 種 

チュウゴクブチサンショウウオ、オオサンショウウオ、アカハライ

モリ、ニホンヒキガエル、ニホンアマガエル、タゴガエル、ニホン

アカガエル、ヤマアカガエル、トノサマガエル、ツチガエル、ヌマ

ガエル、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル、カジカガエル 

昆虫類 
（クモ類を含む） 

11 目 127 科 828 種 

キノボリトタテグモ、トゲトビイロカゲロウ、モンカゲロウ、ヨシ

ノマダラカゲロウ、ナミヒラタカゲロウ、アオイトトンボ、ニホン

カワトンボ、タベサナエ、シオカラトンボ、トノサマバッタ、アブ

ラゼミ、チャバネアオカメムシ、ルリシジミ、スジコガネ、カブト

ムシ、ホソアシナガタマムシ、モトヨツコブエグリゴミムシダマ

シ、ホソカミキリ、ミナミキイロケアリ、キアシハナダカバチモド

キ等 

淡水魚類 8 目 15 科 40 種 

スナヤツメ南方種、ニホンウナギ、ギンブナ、ヤリタナゴ、アブラ

ボテ、オイカワ、カワムツ、タカハヤ、ウグイ、モツゴ、ムギツク、

カマツカ、ズナガニゴイ、ニゴイ、イトモロコ、ドジョウ、オオシ

マドジョウ、イシドジョウ、ギギ、ナマズ、アカザ、アユ、ミナミ

メダカ、オヤニラミ、カジカ、ドンコ、マハゼ、ヌマチチブ、カワ

ヨシノボリ等 

底生動物 4 目 8 科 9 種 
オオタニシ、カワニナ、モノアラガイ、ヒラマキミズマイマイ、カ

タハガイ、ミナミヌマエビ、テナガエビ、スジエビ、モクズガニ 
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  (b) 動物の重要な種及び注目すべき生息地 

事業実施想定区域及びその周囲の動物の重要な種は表 3.1-25 に、注目すべき生息地は表 

3.1-26 に示す法令や規制等の選定基準に基づいて選定した。 

 

表 3.1-25 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

A 注） 

「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号) ・特別天然記念物(特天)・天然記念物(国天) 

「広島県文化財保護条例」(昭和 51 年条例第 3 号) ・天然記念物(県天) 

「広島市文化財保護条例」(昭和 43 年条例第 20 号） ・天然記念物(市天) 

B 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」(平成 4 年法律第 75 号) 

・国際希少野生動植物種(国際) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・特定第一種国内希少野生動植物種(特一国内) 

・特定第二種国内希少野生動植物種(特二国内) 

C 
「広島県野生生物の種の保護に関する条例」 

(平成 6 年条例第 1 号) 

・指定野生生物種(指定) 

・特定野生生物種(特定) 

D 
「環境省レッドリスト 2020」 

(令和 2 年(2020 年)3 月、環境省) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 IA 類(CR) 

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧Ⅱ類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある 

地域個体群(LP) 

E 
「レッドデータブックひろしま 2021」 

(令和 4 年(2022 年)3 月、広島県) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧Ⅱ類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある 

地域個体群(LP) 

・要注目種(AN) 

F 

「広島市の生物－まもりたい生命の営み－」 

(平成 12 年(2000 年)3 月、広島市) 

「広島市の生物 補遺版」 

(平成 18 年(2006 年)10 月、広島市) 

・絶滅(絶滅) 

・野生絶滅(野絶) 

・絶滅危惧(絶危) 

・準絶滅危惧(準絶) 

・軽度懸念(軽度) 

・情報不足(不足) 

・環境指標種(指標) 

注) 特別天然記念物、天然記念物に関しては、種指定されているもののみを対象とし、地域指定や個別指定されているも

のは除いた。 

 

表 3.1-26 動物の注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

a 

「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号) 
・特別天然記念物または天然記念物に指定された動

物の生息地(国天) 

「広島県文化財保護条例」(昭和 51 年条例第 3 号) ・天然記念物に指定された動物の生息地(県天) 

「広島市文化財保護条例」(昭和 43 年条例第 20 号） ・天然記念物に指定された動物の生息地(市天) 

b 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する 

法律」(平成 4 年法律第 75 号) 
・生息地等保護区(国保護) 

c 「広島県自然環境保全条例」(昭和 47 年条例第 63 号) 
・県自然環境保全地域(県保全) 

・県緑地環境保全地域(県緑地) 

d 
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する 

法律」(平成 14 年法律第 88 号) 

・国指定鳥獣保護区(国鳥) 

・広島県指定鳥獣保護区(県鳥) 

・広島県指定特別保護地区(県特) 

e 
「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する

条約」(昭和 55 年条約第 28 号) 

・国際的に重要な湿地に係る登録簿(ラムサール条

約湿地)に登録されている湿地(ﾗﾑ湿地) 

f 
「環境アセスメントデータベース」（令和 5 年（2023 年）

3 月閲覧、環境省） 

・コウモリ類の分布 

g 

｢希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の生態等に関す

る結果｣（平成 16 年（2004 年）、環境省・経済産業省・国

土交通省（林野庁協力）） 

・イヌワシの生息確認情報 

・クマタカの生息確認情報 
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  (ｱ) 動物の重要な種 

文献その他の資料調査において確認された動物種のうち表 3.1-25 の選定基準に該当する種は、

表 3.1-27～表 3.1-33 に示すとおりである。 

 

表 3.1-27 哺乳類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 食虫 トガリネズミ カワネズミ     CR+EN 不足 

2 翼手 ヒナコウモリ コテングコウモリ     NT 不足 

3   オヒキコウモリ オヒキコウモリ    VU VU 不足 

4 齧歯 リス ニホンモモンガ     NT 不足 

5   ムササビ      指標 

6   ヤマネ ヤマネ 国天    NT 不足 

7 食肉 クマ ツキノワグマ   指定 LP 注 3） CR +E N  注 3 不足 

8  イタチ ニホンイタチ     NT 不足 

計 4 目 7 科 8 種 1 種 0 種 1 種 2 種 7 種 8 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3) 「西中国地域のツキノワグマ」に対する指定 

「ニホンツキノワグマ」に対する指定 

注 4) 種名について 

   ・ツキノワグマ：文献⑥での記載は「ニホンツキノワグマ」 

   ・ニホンイタチ：文献③④⑧⑪での記載は「イタチ」 
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表 3.1-28（1） 鳥類の重要な種（1/2） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 キジ キジ ヤマドリ      不足 

2 カモ カモ オシドリ    DD LP 注 3） 軽度 

3   トモエガモ    VU   

4 アビ アビ シロエリオオハム   指定  CR+EN  

5 ペリカン サギ ヨシゴイ    NT DD  

6   ミゾゴイ    VU VU 不足 

7   ゴイサギ     DD  

8   ササゴイ     NT  

9   アマサギ     DD  

10   チュウサギ    NT  不足 

11   クロサギ     NT  

12 ツル クイナ クイナ     NT  

13   ヒクイナ    NT VU  

14 ヨタカ ヨタカ ヨタカ    NT VU 不足 

15 アマツバメ アマツバメ アマツバメ     DD  

16 チドリ チドリ ケリ    DD   

17   ダイゼン     NT 指標 

18   イカルチドリ     NT  

19   シロチドリ    VU LP 注 3）  

20   メダイチドリ  国際     

21  セイタカシギ セイタカシギ    VU   

22  シギ オオソリハシシギ    VU   

23   ダイシャクシギ      軽度 

24   ホウロクシギ  国際  VU   

25   ツルシギ    VU   

26   タカブシギ    VU   

27   オバシギ  国際     

28   コオバシギ  国際     

29   ハマシギ    NT NT 指標 

30  タマシギ タマシギ    VU CR+EN  

31  カモメ ズグロカモメ    VU NT  

32   オオセグロカモメ    NT   

33   コアジサシ    VU CR+EN 不足 

34 タカ ミサゴ ミサゴ    NT  軽度 

35  タカ ハチクマ    NT NT 不足 

36   ハイタカ    NT LP 注 3） 不足 

37   オオタカ    NT NT 不足 

38   サシバ    VU VU 不足 

39   クマタカ  国内  EN VU 不足 

40 フクロウ フクロウ コノハズク     CR+EN  

41   フクロウ      不足 

42   アオバズク     NT 不足 

43 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン      不足 

44   ヤマセミ     VU  

45  ブッポウソウ ブッポウソウ    EN NT 絶危 

46 キツツキ キツツキ オオアカゲラ      不足 

47 スズメ サンショウクイ サンショウクイ    VU NT  

48  カササギヒタキ サンコウチョウ      不足 

49  モズ アカモズ  国内  EN   

50  ヨシキリ オオヨシキリ      指標 

51  キバシリ キバシリ     NT  

52  ヒタキ マミジロ     VU  

53   シロハラ     LP 注 3）  
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表 3.1-28（2） 鳥類の重要な種（2/2） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

54 スズメ ヒタキ ジョウビタキ     LP 注 3）  

55   コサメビタキ     NT  

56  ホオジロ ホオアカ     LP 注 3）  

57   ミヤマホオジロ     LP 注 3）  

58   ノジコ    NT   

59   クロジ     LP 注 3）  

計 13 目 25 科 59 種 0 種 6 種 1 種 29 種 37 種 22 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3) 「広島県内で繁殖する個体群」に対する指定。 

 

 

表 3.1-29 爬虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 カメ イシガメ ニホンイシガメ    NT NT 準絶 

2  スッポン ニホンスッポン    DD NT 不足 

3 有鱗 トカゲ ニホントカゲ     NT 準絶 

計 2 目 3 科 3 種 0 種 0 種 0 種 2 種 3 種 3 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3) 種名について    

・ニホンイシガメ：文献⑪⑬での記載は「イシガメ」 

・ニホンスッポン：文献⑪⑬での記載は「スッポン」 

 

表 3.1-30 両生類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 有尾 サンショウウオ チュウゴクブチサンショウウオ  特二国内  VU NT  

2   オオサンショウウオ オオサンショウウオ 特天 国際  VU VU 準絶 

3   イモリ アカハライモリ    NT NT 指標 

4 無尾 ヒキガエル ニホンヒキガエル     VU 準絶 

5   アマガエル ニホンアカガエル     NT 指標 

6    トノサマガエル    NT NT 指標 

7   ヌマガエル      指標 

計 2 目 5 科 7 種 1 種 2 種 0 種 4 種 6 種 6 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3) 種名について 

   ・チュウゴクブチサンショウウオ：文献⑪⑬での記載は「ブチサンショウウオ」 

   ・アカハライモリ：文献⑪での記載は「イモリ」、文献⑬での記載は「イモリ（アカハライモリ）」 
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表 3.1-31 昆虫類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 クモ トタテグモ キノボリトタテグモ       NT  軽度 

2 キシノウエトタテグモ       NT NT 軽度 

3 トンボ モノサシトンボ グンバイトンボ       NT NT 指標 

4 カワトンボ アオハダトンボ       NT NT 準絶 

5 サナエトンボ タベサナエ       NT   

6 ムカシヤンマ ムカシヤンマ        NT 指標 

7 トンボ ハッチョウトンボ        VU 指標 

8 アキアカネ        NT  

9 ヒメアカネ        DD  

10 バッタ クツワムシ クツワムシ        DD 準絶 

11 バッタ カワラバッタ        CR+EN 絶危 

12   トノサマバッタ      指標 

13 トビケラ トビケラ アミメトビケラ      指標 

14 チョウ シジミチョウ ウスイロオナガシジミ      指標 

15 
 

タテハチョウ オオムラサキ       NT NT 軽度 

16 アゲハチョウ ギフチョウ       VU VU 絶危 

17 シロチョウ ツマグロキチョウ       EN NT  

18 コウチュウ 

  

  

  

  

  

  

  

  

オサムシ キベリマルクビゴミムシ       EN DD  

19 ハンミョウ カワラハンミョウ       EN EX 絶危 

20 エリザハンミョウ        NT 準絶 

21  コハンミョウ      軽度 

22 ガムシ ガムシ       NT   

23 クワガタムシ コルリクワガタ      準絶 

24 コガネムシ アカマダラハナムグリ       DD NT注3）  

20 ヒゲコガネ        NT 指標 

21  クロカナブン      指標 

22 コブスジコガネ コブナシコブスジコガネ        NT  

23 ホタル ゲンジボタル      指標 

24  ヘイケボタル      指標 

25 カミキリムシ ウスバカミキリ      指標 

26  クワカミキリ      指標 

27  タテジマカミキリ      軽度 

28  シロスジカミキリ      指標 

29  ヨツスジトラカミキリ      指標 

30 
 

オオクロカミキリ        NT 準絶 

31 ヒゲナガカミキリ      準絶 

32 ミヤマカミキリ      指標 

33 セダカコブヤハズカミキリ      指標 

34 ヨツボシカミキリ       EN   

35 ハチ コンボウハバチ ホシアシブトハバチ       DD   

36 ドロバチモドキ キアシハナダカバチモドキ       VU NT  

計 7 目 23 科 36 種 0 種 0 種 0 種 15 種 20 種 30 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3) 「アカマダラコガネ」に対する指定。 

注 4) 種名について  

   ・アカマダラハナムグリ：文献⑥での記載は「アカマダラコガネ」 
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表 3.1-32 淡水魚類の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ南方種       VU CR+EN 絶危 

2 ウナギ ウナギ ニホンウナギ       EN NT  

3 コイ コイ ヤリタナゴ       NT NT 絶危 

4 アブラボテ       NT NT 準絶 

5 ヌマムツ        NT  

6 ドジョウ ドジョウ       NT NT  

7 チュウガタスジシマドジョウ       VU NT 軽度 

8 イシドジョウ       EN CR+EN 絶危 

9 ナマズ アカザ アカザ       VU NT 絶危 

10 サケ サケ サツキマス（アマゴ）       NT NT 準絶 

11 ダツ メダカ ミナミメダカ       VU NT 準絶 

12 スズキ ケツギョ オヤニラミ       EN VU 準絶 

13 カジカ カジカ       NT 注 3） VU 注 3） 絶危 

14 カジカ中卵型       EN VU 絶危 

15 ドンコ ドンコ      軽度 

16 ハゼ ゴクラクハゼ      絶危 

17  スミウキゴリ      絶危 

18 
 

ウキゴリ        NT 準絶 

計 7 目 11 科 18 種 0 種 0 種 0 種 13 種 15 種 15 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

注 3）「カジカ大卵型」に対する指定。 

注 4) 種名について 

   ・スナヤツメ南方種：文献⑪での記載は「スナヤツメ」、文献⑩での記載は「スナヤツメ南方種（Ⅰ種）」 

   ・ニホンウナギ：文献⑩⑪での記載は「ウナギ」 

   ・チュウガタスジシマドジョウ：文献⑩での記載は「ナミスジシマドジョウ」 

   ・サツキマス（アマゴ）：文献⑩での記載は「アマゴ」、「アマゴ（サツキマス）」、文献⑪での記載は「アマゴ」 

   ・ミナミメダカ：文献③④⑦⑪での記載は「メダカ」 

   ・カジカ中卵型：文献③④での記載は「回遊型カジカ」 

 

表 3.1-33 底生動物の重要な種 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 新生腹足 タニシ オオタニシ    NT NT  

2 汎有肺 モノアラガイ モノアラガイ    NT DD  

3  ヒラマキガイ ヒラマキミズマイマイ    DD   

4 イシガイ イシガイ カタハガイ    VU NT 絶危 

5 エビ ヌマエビ ミナミヌマエビ     LP  

6  テナガエビ テナガエビ      準絶 

計 4 目 6 科 6 種 0 種 0 種 0 種 4 種 4 種 2 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-25 に対応する。 

 

 

  



  

3-41 

(47) 

  (ｲ) 注目すべき生息地 

   1) コウモリ類の生息分布図 

「環境アセスメントデータベース」（環境省）におけるコウモリ生息情報は、図 3.1-13 に示す

とおりである。 

これによると、事業実施想定区域及びその周囲において、ハイリスク種（オヒキコウモリ）の

生息情報が確認された。 

 

   2) 希少猛禽類の生息分布図 

文献その他の資料調査により事業実施想定区域及びその周囲において生息情報が得られた希

少猛禽類は、ミサゴ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、クマタカ、コノハズク、アオバ

ズクの 8 種である。 

｢希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の生態等に関する結果｣（平成 16 年（2004 年）、環

境省・経済産業省・国土交通省（林野庁協力））によると、事業実施想定区域及びその周囲にお

いて、クマタカの生息確認情報が得られた。 

クマタカの生息分布（2次メッシュ）は、図 3.1-14 に示すとおりである。 

 

   3) その他の動物の注目すべき生息地 

文献その他の資料調査により、事業実施想定区域及びその周囲では、表 3.1-26 の選定基準に

該当する動物の注目すべき生息地は確認されなかった。 
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図 3.1-13 コウモリ洞分布及び 

コウモリ生息情報 

 

出典：「環境アセスメントデータベース EADAS」 

（令和5年（2023 年）3月閲覧、環境省HP  
https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/) 

をもとに作成 

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/
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図 3.1-14 クマタカの生息分布 

（2 次メッシュ） 

 

出典：「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の

生態等に関する結果」（平成 16 年（2004

年）、環境省・経済産業省・国土交通省（林

野庁協力）） 
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 (3) 植物相の状況 
  (a) 主な植物相の状況 

文献その他の資料により事業実施想定区域及びその周囲で確認された植物相の概況は、表 

3.1-34 に示すとおりである。 

なお、文献その他の資料による植物の確認種目録は資料編に示す。 

 

表 3.1-34 文献その他の資料による植物相の概況 

分類群名 科数 種数 主な確認種 

シダ植物 21 144 

ミズスギ、スギナ、ゼンマイ、カニクサ、タチシノブ、ヒ

メシダ、イヌワラビ、ヤマイヌワラビ、オニカナワラビ、

イワヘゴ、ベニシダ、クマワラビ、トウゴクシダ、イノデ、

シノブ、イワヒトデ等 

種子植物 

裸子植物 6 11 
イチョウ、モミ、アカマツ、ツガ、イヌマキ、コウヤマキ、

ヒノキ、スギ、ネズミサシ、イヌガヤ、カヤ 

被子 

植物 

基部被子植

物群 
6 25 

シキミ、サネカズラ、マツブサ、ヒトリシズカ、フタリシ

ズカ、ドクダミ、クスノキ、ヤブニッケイ、カゴノキ、タ

ブノキ、イヌガシ、シロダモ等 

単子葉類 27 250 

セキショウ、ウラシマソウ、オモダカ、トチカガミ、ノギ

ラン、シライトソウ、ヤマユリ、エビネ、クモキリソウ、

ヒトツボクロ、ヤブラン、ミクリ、トダスゲ、オヒシバ、

ササガヤ、オカメザサ、マコモ等 

真正双子葉

類 
93 641 

ツルケマン、ツゲ、ツメレンゲ、ムクノキ、ワレモコウ、

マサキ、ネコヤナギ、ハゼノキ、イタドリ、フシグロ、サ

カキ、ヤブツバキ、マタタビ、リンドウ、クロガネモチ、

キキョウ、ノゲシ、ヤマシグレ等 

合 計 153 科 1,071 種 － 
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  (b) 植生 

「第 7回自然環境保全基礎調査（植生調査）-平成 29 年度調査-」の現存植生図による事業実施

想定区域及びその周囲の植生の状況は、図 3.1-15 に示すとおりである。 

山間部はコナラ群落（Ⅶ）及びアカマツ群落（Ⅶ）、丘陵部は竹林及びスギ・ヒノキ・サワラ植

林が大部分を占める。平地は水田雑草群落及び市街地が大部分を占めており、緑の多い住宅地が

パッチ上に分布している。 

事業実施想定区域内をみると、ルート案①は水田雑草群落、竹林及びアカマツ群落（Ⅶ）、ルー

ト案②はアカマツ群落（Ⅶ）、竹林及び市街地が広く分布している。 

  



  

3-46 

(52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-15 現存植生図 

 

出典：「1/25,000 現存植生図「祇園」（平成 29 年
度（2017 年度））」 
GISデータ（令和5年（2023年）3月閲覧、
環境省生物多様性センターHP 
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-
023.html） 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-
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  (c) 植物の重要な種及び重要な植物群落等の分布 

事業実施想定区域及びその周囲の植物の重要な種は表 3.1-35、重要な植物群落は表 3.1-36 に

示す法律や規制等の選定基準に基づいて選定した。 

 

表 3.1-35 植物の重要な種の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

A 注） 

「文化財保護法」(昭和 25 年法律第 214 号) ・特別天然記念物(特天)・天然記念物(国天) 

「広島県文化財保護条例」(昭和 51 年条例第 3 号) ・天然記念物(県天) 

「広島市文化財保護条例」(昭和 43 年条例第 20 号） ・天然記念物(市天) 

B 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」(平成 4 年法律第 75 号) 

・国際希少野生動植物種(国際) 

・国内希少野生動植物種(国内) 

・特定第一種国内希少野生動植物種(特一国内) 

・特定第二種国内希少野生動植物種(特二国内) 

C 
「広島県野生生物の種の保護に関する条例」 

(平成 6 年条例第 1 号) 

・指定野生生物種(指定) 

・特定野生生物種(特定) 

D 
「環境省レッドリスト 2020」(令和 2 年(2020 年)3

月、環境省) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW) 

・絶滅危惧 IA 類(CR) 

・絶滅危惧 IB 類(EN) 

・絶滅危惧Ⅱ類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある 

地域個体群(LP) 

E 
「レッドデータブックひろしま 2021」 

(令和 4 年(2022 年)3 月、広島県) 

・絶滅(EX) 

・野生絶滅(EW)  

・絶滅危惧 I 類(CR+EN) 

・絶滅危惧Ⅱ類(VU) 

・準絶滅危惧(NT) 

・情報不足(DD) 

・絶滅のおそれのある 

地域個体群(LP) 

・要注目種(AN) 

F 

「広島市の生物－まもりたい生命の営み－」 

(平成 12 年(2000 年)3 月、広島市) 

「広島市の生物 補遺版」 

(平成 18 年(2006 年)10 月、広島市) 

・絶滅(絶滅) 

・野生絶滅(野絶) 

・絶滅危惧(絶危) 

・準絶滅危惧(準絶) 

・軽度懸念(軽度) 

・情報不足(不足) 

・環境指標種(指標) 

注) 特別天然記念物、天然記念物に関しては、種指定されているもののみを対象とし、地域指定や個別指定されているも

のは除いた。 
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表 3.1-36 重要な植物群落の選定基準 

選定基準 カテゴリー 

a 

「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号） 
・特別天然記念物または天然記念物に指定された植物の

生育地(国天) 

「広島県文化財保護条例」（昭和 51 年条例第 3 号） ・天然記念物に指定された植物の生育地(県天) 

「広島市文化財保護条例」（昭和 43 年条例第 20 号） ・天然記念物に指定された植物の生育地(市天) 

b 
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する 

法律」（平成 4 年法律第 75 号） 
・生息地等保護区(国保護) 

c 「広島県自然環境保全条例」（昭和 47 年条例第 63 号） 
・県自然環境保全地域(県保全) 

・県緑地環境保全地域(県緑地) 

d 

「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」 

第 2 回(昭和 53 年度(1978 年度))、(環境庁) 

第 3 回(昭和 59 年～61 年度(1984～1986 年度)、 

(環境庁) 

第 5 回(平成 9 年～10 年度(1997～1998 年度)、 

(環境庁) 

【特定植物群落】(特植) 

A 原生林もしくはそれに近い自然林 

B 国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落また

は個体群 

C 比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、

隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落ま

たは個体群 

D 砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石

灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群

で、その群落の特徴が 典型的なもの 

E 郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴

が典型的なもの(武蔵野の雑木林、阿蘇の山地草原、各

地の社寺林) 

F 過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林

であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていな

いもの 

G 乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県内で

極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H その他、学術上重要な植物群落または個体群(種の多

様性の高い群落、貴重種の生息地となっている群落等 

e 
「第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査」（平成 29 年

（2017 年）、環境省） 

自然植生のうち植生自然度が高いとされた植物群落等

（植生自然度 10,9）(自植) 

f 

「植物群落レッドデータ・ブック」(平成 8 年（1996 年）、

(財)日本自然保護協会・(財)世界自然保護基金日本委

員） 

・ランク 1：要注意(1) 

・ランク 2：破壊の危惧(2) 

・ランク 3：対策必要(3) 

・ランク 4：緊急に対策必要(4) 

g 

「広島市の生物－まもりたい生命の営み－」 

(平成 12 年(2000 年)3 月、広島市) 

「広島市の生物 補遺版」 

(平成 18 年(2006 年)10 月、広島市) 

・絶滅(絶滅) 

・野生絶滅(野絶) 

・絶滅危惧(絶危) 

・準絶滅危惧(準絶) 

・軽度懸念(軽度) 

・情報不足(不足) 

・環境指標種(指標) 
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  (ｱ) 植物相 

文献その他の資料調査において確認された植物種のうち、表 3.1-35 の選定基準に該当する種

は、表 3.1-37 (1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 3.1-37(1) 植物の重要な種（1/2） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

1 ウラボシ オシダ ツクシイワヘゴ      準絶 

2  シノブ シノブ      指標 

3 
 

ウラボシ イワヒトデ     CR+EN 絶危 

4 ヒノキ コウヤマキ コウヤマキ      指標 

5 モクレン モクレン オガタマノキ      軽度 

6 オモダカ トチカガミ トチカガミ    NT DD  

7 ヤマノイモ ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ     NT 絶危 

8 タコノキ ホンゴウソウ ウエマツソウ    VU CR+EN 絶危 

9 クサスギ 

カズラ 

ラン ヒナラン    EN CR+EN 絶危 

10 シラン    NT   

11 エビネ    NT NT 準絶 

12 キンセイラン    VU VU 絶危 

13 ナツエビネ    VU VU 準絶 

14 ギンラン     NT  

15 キンラン    VU VU 準絶 

16 ミズトンボ    VU NT 準絶 

17 セイタカスズムシソウ     CR+EN  

18 クモラン     NT 準絶 

19 イネ ガマ ミクリ    NT NT 不足 

20 ホシクサ クロホシクサ    VU VU  

21 カヤツリグサ コウキヤガラ      準絶 

22 
 

トダスゲ    CR   

23 シオクグ     NT  

24 ノスゲ    VU   

25 キンポウゲ ケシ ナガミノツルケマン    NT  軽度 

26 
 

キンポウゲ オキナグサ    VU VU 絶危 

27 ツゲ ツゲ ツゲ      準絶 

28 ユキノシタ ベンケイソウ ツメレンゲ    NT  準絶 

29 マメ マメ タヌキマメ     NT  

30 イヌハギ    VU VU 不足 

31 ツルフジバカマ     NT  

32 バラ バラ カワラサイコ     NT  

33   ユキヤナギ      準絶 

34 ブナ ブナ イチイガシ     DD  

35 キントラノオ オトギリソウ アゼオトギリ    EN CR+EN  

36 フトモモ ミソハギ ミズマツバ    VU NT 不足 

37 ミズキカシグサ    VU   

38 アブラナ アブラナ コイヌガラシ    NT DD 不足 

39 ハナナズナ  特 一 国 内  CR EX 絶滅 

40 ナデシコ ヤマゴボウ マルミノヤマゴボウ     NT 準絶 
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表 3.1-37(2) 植物の重要な種（2/2） 

No. 目名 科名 種名 
重要な種の選定基準 

A B C D E F 

41 ツツジ ハイノキ シロバイ     NT 準絶 

42 
 

ツツジ ホンシャクナゲ        VU 絶危 

43  キシツツジ         指標 

44   シロバナウンゼンツツジ      指標 

45 リンドウ アカネ ナガバジュズネノキ        NT  

46 キョウチクトウ フナバラソウ       VU NT  

47 アキノクサタチバナ        EX 絶滅 

48 スズサイコ       NT NT  

49 ナス ヒルガオ マメダオシ       CR VU  

50 シソ オオバコ イヌノフグリ       VU  軽度 

51   カワヂシャ    NT DD 不足 

52 キク キキョウ キキョウ    VU  軽度 

53  キク サンベサワアザミ      軽度 

54   フジバカマ    NT CR+EN 絶危 

55   アキノハハコグサ    EN VU  

56 セリ トベラ トベラ      指標 

計 24 目 32 科 56 種 0 種 1 種 0 種 30 種 37 種 37 種 

注 1) 種の分類、配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和 4 年（2022 年）11 月、国土交通

省）に準拠した。 

注 2) 重要な種の選定基準は表 3.1-35 に対応する。 

 

  (ｲ) 重要な植物群落 

事業実施想定区域及びその周囲において表 3.1-36 の選定基準に該当する植物群落は、確認さ

れなかった。 

 

  (ｳ) 巨樹・巨木林 

｢第 4 回自然環境保全基礎調査 日本の巨樹・巨木林｣（平成 3 年、環境庁）および｢第 6 回自

然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査｣（平成 13 年、環境省）によると、事業

実施想定区域及びその周囲には、巨樹・巨木林は存在しないこととなっている。 
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 (4) 生態系の状況 
  (a) 事業実施想定区域及びその周囲の自然環境の類型化 

事業実施想定区域及びその周囲の自然環境について、植生等を踏まえて表 3.1-38 に示す 9の環

境類型に区分した。また、これを基に作成した環境類型区分図は、図 3.1-16 に示すとおりである。 

事業実施想定区域内の環境は、「耕作地」及び「市街地等」が大半を占めている。その他、「常緑

針葉樹林」、「植林地」及び「竹林」が点在している。また、事業実施想定区域の周囲は、「落葉広

葉樹林」や「市街地等」が広く分布しており、「耕作地」も点在する。 

 

表 3.1-38 環境類型区分一覧 

環境類型区分 植生等 

1 常緑広葉樹林 シイ・カシ二次林、アラカシ二次林 

2 落葉広葉樹林 コナラ群落(Ⅶ)、アカメガシワ－エノキ群落、クサギ－アカメガシワ群落 

3 常緑針葉樹林 アカマツ群落(Ⅶ) 

4 低木群落 クズ群落 

5 河川 ツルヨシ群集 

6 植林地 スギ・ヒノキ・サワラ植林、その他植林 

7 竹林 竹林 

8 耕作地 畑雑草群落、水田雑草群落、放棄水田雑草群落、路傍・空地雑草群落 

9 市街地等 市街地、緑の多い住宅地、残存・植栽樹群をもった公園、工場地帯、造成地 
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図 3.1-16 環境類型区分図 

出典：「1/25,000 現存植生図「祇園」（平成 29 年
度（2017 年度））」 
GIS データ（令和 5 年（2023 年）環境省生
物多様性センターHP 
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.h
tml） 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.h
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  (b) 重要な自然環境のまとまりの場 

事業実施想定区域及びその周囲の自然環境から、表 3.1-39 に示す基準に基づき選定した重要な

自然環境のまとまりの場は、表 3.1-40 及び図 3.1-17 に示すとおりである。 

事業実施想定区域内における重要な自然環境のまとまりの場として、「保安林」が分布している。 

 

表 3.1-39 重要な自然環境のまとまりの場の選定基準 

選定基準 選定根拠 

A 特定植物群落(特植) 
「自然環境保全基礎調査第 3 回基礎調査特定植物群落調査」(環境省自然環境局生

物多様性センター自然環境情報 GIS 提供システム)における特定植物群落 

B 

国立公園(国立) 

国定公園(国定) 
「自然公園法」(昭和 32 年法律第 161 号)における自然公園の区域のうち特別地域 

広島県立自然公園(県立) 「広島県立自然公園条例」(昭和 34 年条例第 41 号)における自然公園の区域 

C 
国指定鳥獣保護区(国鳥) 

広島県指定鳥獣保護区(県鳥) 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成 14 年法律第 88

号)における鳥獣保護区 

D 

原生自然環境保全地域(国原生) 

自然環境保全地域(国自然) 

野生動植物保護地区(国保護) 

「自然環境保全法」(昭和 47 年法律第 80 号)における指定地区 

県自然環境保全地域(県保全) 

県緑化環境保全地域(県緑化) 
「広島県自然環境保全条例」(昭和 47 年条例第 63 号)における指定地区 

E 自然植生(自植) 

「第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査」(環境省自然環境局生物多様性センター

自然環境情報 GIS 提供システム)において、自然植生のうち植生自然度が高いとさ

れた植物群落等(植生自然度 10,9) 

F 保安林(保林) 「森林法」(昭和 26 年法律第 249 号)により指定された保安林 

 

表 3.1-40 重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境のまとまりの場 
選定基準 事業実施想定区域 

A B C D E F 内 外 

保安林 
    

 保林 ◯ ◯ 
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図 3.1-17 重要な自然環境のまとま

りの場 

出典：「森林地域データ」(令和5年(2023 年)3 月
閲覧、国土数値情報ダウンロードサービス
HP https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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 (5) 専門家ヒアリング結果 
既存文献の収集整理による鳥類の生息状況等の確認を目的とし、専門家等へのヒアリングを実

施した。ヒアリング結果の概要は、表 3.1-41 に示すとおりであり、事業実施想定区域及びその周

囲の鳥類相に関する情報を得た。 

 

表 3.1-41 専門家等ヒアリング結果の概要 

 

 

  

専門家等の所属 

（専門分野） 
項目 意見の概要 

大学名誉教授 

（鳥類） 

事業実施想定

区域及びその

周囲で留意が

必要な鳥類に

ついて 

・現道と修道大学の間にある谷筋は、良好な里山環境が広がっていることか

ら、オオタカの繁殖環境を満たしている可能性がある。また、サシバやハ

チクマについても、渡り途中の採餌場として利用している可能性が考えら

れる。 

・五日市から緑井方面に抜ける谷筋は、広島地域における渡り鳥（猛禽類及

び一般鳥類）の主要なルートとなっているようであり、大規模な環境改変

は望ましくない。 

・太田川放水路が近いことから、周辺の山林でミサゴが繁殖している可能性

が考えられる。 

・リストに載っていない鳥類のうち、事業地周辺で確認される可能性がある

種として、コシアカツバメ、ショウドウツバメ、オオモズが挙げられる。 

・現道と修道大学の間にある谷筋では、タマシギが確認されるかもしれな

い。 

・クマタカは事業地周辺で繁殖している可能性は低いだろう。 
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

 (1) 景観の状況 
景観資源は、「景観として認識される自然的構成要素として位置づけられるもの」であり、事業

実施想定区域及びその周囲における植物を選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲の景観資源の状況は、表 3.1-42 及び図 3.1-18 に示すとおりで

ある。事業実施想定区域及びその周囲には、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関す

る法律（昭和 37 年法律第 142 号（昭和 37 年 5月 18 日）、最終改正：平成 16 年法律第 111 号（平

成 16 年 6月 18 日））に基づき指定される「保存樹」が存在する。 

主要な眺望点は、「不特定かつ多数のものが利用している景観資源を眺望する場所」であり、事

業実施想定区域及びその周囲における峠、寺社等の眺望の良い場所を選定した。 

事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点の状況は、表 3.1-43(1)～(2)及び図 3.1-18 に示

すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲には、事業実施想定区域を眺望できる地点として、広島広域公園

などが存在する。 

 

表 3.1-42 事業実施想定区域及びその周囲の景観資源 

No. 類型 名称 所在地 所有者 

1 

保存樹 

イチョウ 安佐南区沼田伴 3615 専念寺 

2 ツブラジイ 安佐南区沼田町伴石原 7518 松峯河内神社 

3 イチョウ 佐伯区五日市町石内臼山 3434 浄安寺薬師堂 

4 モッコク 佐伯区五日市町石内 2186 ―注） 

5 コウヤマキ 佐伯区五日市町石内甲 2719 ―注） 

注) 所有者が個人を示す。 

出典：「広島市の美しい保存樹・保存樹林について」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市 HP 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/138/7339.html） 

   

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/138/7339.html
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表 3.1-43(1) 事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点 

No. 名称 概況 文献 所在地 

01 
安佐南区高取北

1 丁目 15 
八幡神社の参道に位置し、南東方向が見渡せる眺望場所である。 ③ 

安佐南区 
高取北 

02 大元神社 
この辺りは小高い丘であったが、近年、造成によって大部分がなくな
り、神社も今の場所に移された。その時、社なども新しく建て替えられ
た。 

③ 
安佐南区 
高取北 

03 山崎河内神社 
今から 200 年余り前、岩窟にあったものが移されてきたが、その場所
が山深い谷底であり、神を祭る場所ではないと憂いた信徒が現在の場
所に社殿を移築し、奉祀したと伝えられている。 

③ 
安佐南区 
高取南 

04 恵比須神社 
生業を守護し、福利をもたらすとされ、都市では商売繫盛の神様として
有名。民間信仰の守り神「おんばんさん」が隣に置かれている。 

③ 
安佐南区 
高取南 

05 飛倉毘沙門天 
平成 6 年（1994 年）に建立された毘沙門堂。その名は信貴山の故事に
由来。飛倉豊命霊泉という鉱泉、療養泉基準を超えた良質の湧水があ
る。 

③ 
安佐南区 
高取南 

06 雲岩寺 
開基は明らかではないが、お堂に残る阿弥陀如来像や付近に残る五輪
塔群などの形式から推察して少なくとも室町期以前と思われる。現在
のお堂や鐘楼は平成 4 年のアストラムライン工事により移転した。 

② 
安佐南区 
伴東 

07 棚田 山辺に広がる棚田が見渡せる眺望場所。 ② 
安佐南区 
伴西 

08 
サクラの絶景ポ

イント 
奥畑に咲き誇るサクラを一望のもとに見渡すことができるポイント。
棚田の石垣や集落、山々も美しい風景を引き立てる。 

② 
安佐南区 
伴西 

09 金毘羅神社 
もと大原地区で祀っていた金比良さんが、江戸時代に水害の守り神で
あるのに田畑と共に神様も水害で流された。大原地区では祀られない
ことになったため、三城田地区に持ち帰り祀ったといわれている。 

①④ 
安佐南区 
伴中央 

10 伴東城跡 
アストラム工事のため、山が半分掘削されることになり発掘調査され
た。城跡は、数か所の郭や堅堀り等が葦き石とともに確認され、唐三彩、
備前焼などの陶器片も出土した。 

④ 
安佐南区 
伴東 

11 諏訪神社 
祭神は、建御名方神、伴市は武田の一族といわれている。例祭は、10 月
の第 1 日曜日に開催されている。 

④ 
安佐南区 
伴中央 

12 火山 
標高 488ｍである。火山山頂は、展望の良い広場で「神武天皇烽火傳説
地」の石柱が立っている。 

⑥ 
安佐南区 
山本町 

13 黄幡神社 
元宮は大塚川と平木川の合流点で旧山陽道沿いになり、大正時代に移
ったと伝えられている。それ以前の社名に呼田尾黄幡社の名前が残っ
ている。  

④ 
安佐南区 
伴中央 

14 稲荷神社 
下城地区の山側に赤い鳥居が連なって見える。稲荷神社の本宮は、京都
の伏見稲荷である。五穀豊穣を祈るとともに、火災防止も祈願してい
る。 

④ 
安佐南区 
大塚西 

15 宮ヶ瀬神社 
大塚村の村社であったため、大塚村の守護神であり、家内安全、五穀豊
穣の神とされている。現在は、アストラムラインの建設に伴い、本宮の
上の丘に移転している。 

② 
安佐南区 
大塚西 

16 八面神社 
元は八王社ともいわれ、八大龍王を祀り稲作農民の命、水の精を祀ると
も、荒神を祀るとも、五男神と三女神とも伝えられている。 

④ 
安佐南区 
大塚西 

17 権現峠 
権現峠には、すぐ右に「権現神社」があり、伴方面に道が下っている。
古くから地域の住民たちが山本方面へ行き来する際に利用された。 

⑥ 
安佐南区 
大塚東 

18 大塚観音堂 
ご本尊の木造十一面千手観音像は、市の重要文化財に指定されてい
る。岸城城主がこの像に感応し、立てたお堂が同寺であると伝えられ
ている。 

② 
安佐南区 
大塚西 

19 岸城跡 
「芸藩通志」に「大塚村にあり大塚四郎兵衛所居」と記されている。
西峯院慈光寺はその香花院であったという。 

④ 
安佐南区 
大塚西 

20 
安佐南区大塚西

1 丁目 27 
道路沿いから北西方向が見渡せる眺望場所。 ② 

安佐南区 
大塚西 

21 
安佐南区大塚東

2 丁目 21 
道路沿いから北方向が見渡せる眺望場所。 ② 

安佐南区 
大塚東 

22 
広島市立大学周
辺の田園風景 

広島市立大学周辺は田園風景が広がる。近代的な建築物と田園風景が
見事なコントラストをなしている。 

② 
安佐南区 
大塚東 

23 若宮神社 
寺谷にあり、地区の神様として祀られている。祭神、勧請年月、宇も
不明だが、元庄屋に祀られていた神様といわれている。 

④ 
安佐南区 
大塚東 

24 
安佐南区大塚西

3 丁目 24 
道路沿いから北北西方向が見渡せる眺望場所。 ② 

安佐南区 
大塚西 

25 広島広域公園 
エディオンスタジアム広島、補助競技場、第一球技場、第二球技場、
テニスコートがある。また、ランニングコースがあり、サクラ、ツツ
ジ、モミ、イチョウなど四季を通じて景色を楽しむことができる。 

⑤ 
安佐南区 
大塚西 
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表 3.1-43(2) 事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点 

No. 名称 概況 文献 所在地 

26 丸山 標高 457.6ｍである。山頂には、反射板がある。 ⑥ 
安佐南区 
山本町 

27 畑峠 
畑峠では、舗装道路がある。左は西広島方面であり、宗箇山にもアク
セスできる。 

⑥ 
安佐南区 
大塚東 

28 宗箇山 西区と安佐南区の境にあり、標高 356ｍである。 ⑦ 
安佐南区 
長束町 

29 大茶臼山 
標高 413ｍである。山頂一帯は、無線台に占領されている。三角点か
ら東に下る階段道は、西広島や宗箇山につながっている。 

⑥ 
佐伯区 
五日市町石
内 

30 大茶臼山展望岩 大茶臼山山頂付近にある展望岩。 - 
佐伯区 
五日市町石
内 

31 己斐峠 佐伯区と西区の間に位置する峠。標高 217ｍである。 - 
西区 
己斐 

32 こころ展望公園 
佐伯区に位置する公園である。展望台からは瀬戸内海や宮島を一望す
ることができる。 

- 
佐伯区 
石内北 

注) 表中に文献番号がないものは、航空写真等により確認したものを示す。 

文献及びHP（令和5年（2023 年）3月閲覧） 

①：「あさみなみ散策マップ～伴ルート/奥畑ルート～」（平成26年（2014 年）3月改訂、広島市安佐南区役所地域起こし推進課） 

②：「あさみなみ散策マップ～大塚ルート～」（平成 26年（2014 年）3月改訂、広島市安佐南区役所地域起こし推進課） 

③：「あさみなみ散策マップ～高取・長楽寺ルート～」（平成27 年（2015 年）3月改訂、広島市安佐南区役所地域起こし推進課） 

④：「沼田歴史散歩」（平成28 年（2016 年）11 月、沼田歴史散歩の会） 

⑤：「広島広域公園エディオンスタジアム広島」 

（広島市HP http://www.sports-or.city.hiroshima.jp/facilities/kouiki/about/detail） 

⑥：「ひろしま森巡りコース（武田山～火山～丸山～大茶臼山）」（ひろしま森づくりコミュニティネットHP 

http://mori-hiroshimacity.genki365.net/gnkh07/pub/content_list.php?type=86&sn=11&en=20） 

⑦：「全国観るなび」（公益社団法人 日本観光振興協会 HP nihon-kankou.or.jp) 

  

http://www.sports-or.city.hiroshima.jp/facilities/kouiki/about/detail
http://mori-hiroshimacity.genki365.net/gnkh07/pub/content_list.php?type=86&sn=11&en=20
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出典：「広島市の美しい保存樹・保存樹林につ

いて」（令和5年（2023年）3月閲覧、広
島市HP 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/sosh
iki/138/7339.html） 
「あさみなみ散策マップ ～伴ルート/奥
畑ルート～」、「あさみなみ散策マップ 
～大塚ルート～」、「あさみなみ散策マッ
プ ～高取・長楽寺～」、「沼田歴史散
歩」、「広島広域公園エディオンスタジア
ム広島」、「ひろしま森巡りコース（武田
山～火山～丸山～大茶臼山）」、「全国観る
なび」（令和5年（2023年）3月閲覧）出
典の詳細は、表3.1-43 に示すとおりであ
る。 

 

 

 

図 3.1-18 景観資源及び主要な 

眺望点の分布状況 

  

https://www.city.hiroshima.lg.jp/sosh
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 (2) 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況は、表 3.1-44

及び図 3.1-19 に示すとおりである。事業実施想定区域及びその周囲における主要な人と自然との

触れ合いの活動の場として、広島広域公園、中国自然歩道及びひろしま森巡りコースが存在する。 

 

表 3.1-44 事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

No. 名称 概況 所在地 

1 広島広域公園 

エディオンスタジアム広島、補助競技場、第一球技場、第二球技場、テ
ニスコートがある。また、ランニングコースがあり、サクラ、ツツジ、
モミ、イチョウなど四季を通じて景色を楽しむことができる。 

安佐南区 

大塚西 

2 中国自然歩道 

中国地方 5 県にまたがる中国自然歩道（一周ルート）の一部がある。廿
日市市から広島市安佐北区へ抜ける道の一部であり、途中には広島市憩
いの森がある。 

安佐南区 

伴・大塚 

3 

ひろしま森巡りコース 

（武田山～火山～丸山

～大茶臼山） 

武田山から火山、丸山を経て大茶臼山へ至るコースである。このコース
には、銀山城址などのみどころが豊富にあり、整備されている。武田山
から鈴ヶ峰に至る長い稜線づたいの縦走コースは眺望が良く、アルプス
のように長く、歩き応えがあるため、「広島南アルプス」などと呼ばれ、
多くの愛好家に親しまれている。 

安佐南区伴東 

西区己斐 

出典：「あさみなみ散策マップ ～大塚ルート～」（平成 26年（2014 年）3 月改訂、 
広島市安佐南区役所 地域起こし推進課） 

「広島県の自然歩道」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島県 HP 
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/j-eco-shizen-2010.html） 

「ひろしま森巡りコース（武田山～火山～丸山～大茶臼山）」 
（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、ひろしま森づくりコミュニティネット） 

  

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/j-eco-shizen-2010.html
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出典：「あさみなみ散策マップ ～大塚ルート

～」（平成26年（2014 年）3月改訂、広

島市安佐南区役所 地域起こし推進課） 

「広島県の自然歩道」（令和5年（2023

年）3月閲覧、広島市HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/sit

e/eco/j-eco-shizen-2010.html）、 

「ひろしま森巡りコース（武田山～火山

～丸山～大茶臼山）」（令和5年（2023

年）3月閲覧、ひろしま森づくりコミュ

ニティネット） 

 

 

 

 
 

図 3.1-19 人と自然との触れ合いの

活動の場 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/sit
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表 3.1-45（1） 自然的状況の把握に用いた既存資料 

項目 番号 資料名 発行年月 発行元 

大気に係
る環境の
状況 

気象 1 地域気象観測所一覧 令和 5 年 3 月閲覧 気象庁 

2 過去の気象データダウンロード 令和 5 年 3 月閲覧 気象庁 

大気質 
3 

平成 30 年度版～令和 4 年度版 
広島市の環境（環境白書） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

4 
平成 29 年度版～令和 3 年度 
ダイオキシン類環境調査測定結果 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

騒音 
5 

平成 30 年度版～令和 4 年度版 
広島市の環境（環境白書） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

振動 
6 

平成 30 年度版～令和 4 年度版 
広島市の環境（環境白書） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

水に係る
環境の状
況 

水象 7 国土数値情報 河川データ 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

8 令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

水質 9 国土数値情報 河川データ 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

10 
平成 30 年度版～令和 4 年度版 
広島市の環境（環境白書） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

11 
令和 3 年度 
ダイオキシン類環境調査測定結果 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

水底の
底質 

12 
令和 3 年度 
ダイオキシン類環境調査測定結果 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

地下水 
13 

平成 30 年度版～令和 4 年度版 
広島市の環境（環境白書） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

14 
令和 3 年度 
ダイオキシン類環境調査測定結果 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

土壌及び
地盤の状
況 

土壌 
15 

土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の
指定状況 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

16 令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

17 
平成 27 年度～令和 3 年度 
ダイオキシン類環境調査測定結果 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

18 
20 万分の 1 土地分類基本調査 GIS データ 
土壌図 

令和 5 年 3 月閲覧 国土調査 

地盤 19 全国地盤環境情報ディレクトリ 令和 3 年度版 環境省 

20 令和 4 年度版 広島市の環境（環境白書） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

地形及び
地質の状
況 

地形 
21 

20 万分の 1 土地分類基本調査 GIS データ 
地形分類図 

令和 5 年 3 月閲覧 国土調査 

地質 
22 20 万分の 1 日本シームレス地質図 V2 令和 5 年 3 月閲覧 

産総研地質調査
総合センター 

重要な
地形・
地質 

23 文化財保護法 令和 5 年 3 月閲覧 法律 

24 広島県文化財保存活用大綱 令和 3 年 3 月 
広島県教育委員
会 

25 広島市文化財保護条例 昭和43年条例第20号 広島市 

26 日本の地形レッドデータブック第 1 集 平成 12 年 小泉・青木 

27 
日本の地形レッドデータブック第 2 集 
―保存すべき地形― 

平成 14 年 小泉・青木 

28 日本の典型地形 令和 5 年 3 月閲覧 
国土交通省国土
地理院 

活断層 
29 活断層データベース 令和 5 年 3 月閲覧 

産業技術総合研
究所 

動植物の
生息又は
生育、主
な動物群
集又は植
物群落、
植生及び
生態系の
状況 

動植物 
30 

生物多様性情報システム データベース
検索 第 2 回動植物分布調査 

昭和 53～55 年度 環境庁 

31 
生物多様性情報システム データベース
検索 第 3 回動植物分布調査 

昭和 58～63 年度 環境庁 

32 
生物多様性情報システム データベース
検索 第 4 回動植物分布調査 

昭和63～平成5年度 環境庁 

33 
生物多様性情報システム データベース
検索 第 5 回動植物分布調査 

平成 5～10 年度 環境省 

34 レッドデータブックひろしま 2021 令和 4 年 3 月 広島県 

35 広島市の生物-まもりたい生命の営み- 平成 12年 3 月 広島市 

36 五日市町誌上巻 昭和 49年 3 月 
五日市町誌編集
委員会 

37 沼田町史 昭和 55年 4 月 広島市 
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表 3.1-45（2） 自然的状況の把握に用いた既存資料 

項目 番号 資料名 発行年月 発行元 

動植物の
生息又は
生育、主
な動物群
集又は植
物群落、
植生及び
生態系の
状況 

動植物 
38 比婆科学 昭和 64 年～令和 4 年 

比婆科学教育振
興会 

39 広島県の動植物-自然環境基本情報- 平成 3 年 広島県 

40 広島市植物公園紀要 平成 4 年～28 年 広島市植物公園 

41 広島県の両生・爬虫類 平成 8 年 5 月 中国新聞社 

42 広島虫の会会報 平成 8 年～令和 2 年 広島虫の会 

43 広島県植物誌 平成 9 年 11 月 中国新聞社 

44 広島県の哺乳類 平成 12年 6 月 中国新聞社 

45 ひろしま野鳥図鑑増補改訂版 平成 14年 11 月 中国新聞社 

46 
希少猛禽類調査(イヌワシ・クマタカ)の
生態等に関する結果 

平成 16 年 
環境省・経済産
業省・国土交通
省(林野庁協力) 

47 広島県昆虫誌(改訂増補版)Ⅰ～Ⅳ 平成 26 年 
比婆科学教育振
興会 

48 広島県のカミキリムシ 平成 30年 11 月 広島虫の会 

49 環境アセスメントデータベース EADAS 令和 5 年 3 月閲覧 環境省 

50 1/25,000 現存植生図「祇園」 平成 29 年 環境省 

生態系 51 国土数値情報 森林地域データ 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

景観及び
人と自然
との触れ
合いの活
動の状況 

景観 
52 

都市の美観風致を維持するための樹木の
保存に関する法律 

平成 16 年 法律第 111 号 

53 
広島市の美しい保存樹・保存樹林につい
て 

令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

54 
あさみなみ散策マップ ～伴ルート/奥
畑ルート～ 

平成 26年 3 月 
広島市安佐南区
役所 地域起こ
し推進課 

55 あさみなみ散策マップ ～大塚ルート～ 平成 26年 3 月 
広島市安佐南区
役所 地域起こ
し推進課 

56 
あさみなみ散策マップ ～高取・長楽寺
ルート～ 

平成 27年 3 月 
広島市安佐南区
役所 地域起こ
し推進課 

57 沼田歴史散歩 平成 28年 11 月 
沼田歴史散歩の
会 

58 広島広域公園エディオンスタジアム広島 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

59 
ひろしま森巡りコース（武田山～火山～
丸山～大茶臼山） 

令和 5 年 3 月閲覧 
ひろしま森づく
りコミュニティ
ネット 

60 全国観るなび 令和 5 年 3 月閲覧 
公益社団法人日
本観光振興協会 

人と自
然との
触れ合
いの活
動の場 

61 あさみなみ散策マップ ～大塚ルート～ 平成 26年 3 月 
広島市安佐南区
役所 地域起こ
し推進課 

62 広島県の自然歩道 令和 5 年 3 月閲覧 広島県 

63 
ひろしま森巡りコース（武田山～火山～
丸山～大茶臼山） 

令和 5 年 3 月閲覧 
ひろしま森づく
りコミュニティ
ネット 
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3.2 社会的状況 
事業実施想定区域及びその周囲における主な社会的状況を把握した結果は、表 3.2-1(1)～(3)に

示すとおりである。 

 

表 3.2-1(1) 事業実施想定区域及びその周囲の社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

人口及び産
業の状況 

1.人口 
令和 4 年（2022 年）1 月時点の広島市安佐南区の人口は 244,457 人、世帯数は 107,453 世帯、広島市

佐伯区の人口は 140,893 人、世帯数は 63,722 世帯である。安佐南区における人口はほぼ横ばいで推移し
ており、佐伯区では増加傾向である。事業実施想定区域の一部に人口集中地区が重なっている。 

2.産業 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年国勢調査結果における産業別就業者数は、安佐南区、佐伯

区ともに第三次産業の占める割合が高い。事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年（2020 年）の農業
産出額は、耕種では、「野菜」が最も多く、畜産では、「鶏」及び「鶏卵」が多い。事業実施想定区域及
びその周囲の令和 2 年（2020 年）の所有形態別林野面積は、安佐南区、佐伯区ともに民有林が多い。事
業実施想定区域及びその周囲の平成 30 年（2018 年）の漁業種類別漁獲量は、「その他の刺し網」及び
「その他の釣」が多い。事業実施想定区域及びその周囲の平成 28 年（2016 年）の商業における年間販
売額は、安佐南区は 672,731 百万円、佐伯区は 259,915 百万円である。事業実施想定区域及びその周囲
の令和 2 年（2020 年）の工業における製造品出荷額は、安佐南区は 6,664,049 万円、佐伯区は
22,995,830 万円である。 

土地利用の
状況 

1.土地利用 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 3 年（2021 年）の地目別土地面積は、安佐南区、佐伯区ともに

「山林」が最も多い。事業実施想定区域内は「森林」、「田」、「建物用地」が多く分布する。 

2.有害物質に係る土地利用 
事業実施想定区域及びその周囲は、廃棄物埋立地及びその跡地等について、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律により指定された指定区域は分布しない。 

地歴の状況 1.地歴 
 事業実施想定区域及びその周囲では、昭和 60 年代以降に山陽自動車道が整備され土地利用に大きな改
変があった。 

河川、湖沼
及び海域の
利用並びに
地下水の利
用の状況 

1.河川及び湖沼の利用 
事業実施想定区域及びその周囲には、一級河川である太田川水系の大塚川及び二級河川である八幡川

水系の半坂川の最上流部が存在する。 
事業実施想定区域及びその周囲における令和 4 年（2022 年）3 月末時点の水道の利用状況として、上

水道 1 箇所、簡易水道 1 箇所、専用水道 62 箇所の利用がある。 
事業実施想定区域及びその周囲における内水面漁業権は、指定されていない。 

2.地下水 
 事業実施想定区域及びその周囲における令和 4 年（2022 年）3 月末時点の地下水の利用状況として、
深井戸で 153 ㎥/日の利用がある。 

交通の状況 1.道路 
 事業実施想定区域及びその周囲の主要な道路として、広島西風新都線（高速 4 号線）から山陽自動車
道五日市 IC までに、市道の安佐南 4 区 454 号線や主要地方道の広島湯来線などが存在する。 

2.鉄道 
 事業実施想定区域の周囲では南北にアストラムラインが走行し、事業実施想定区域及びその周囲に大
塚駅及び広域公園前駅が存在する。 

学校、病院
その他の環
境の保全に
ついての配
慮が特に必
要な施設の
配置の状況
及び住宅の
配置の概況 

1.教育文化施設 
 事業実施想定区域及びその周囲の教育文化施設等の状況として、安佐南区、佐伯区ともに保育所が最
も多い。 

2.保健医療施設 
 事業実施想定区域及びその周囲の保健医療施設等の状況として、安佐南区、佐伯区ともに一般診療所
が最も多い。 

3.文化施設 
 事業実施想定区域及びその周囲の文化施設等の状況として、安佐南区、佐伯区ともにスポーツ関連施
設が最も多い。 

4.環境の保全についての配慮が特に必要な施設 
 事業実施想定区域内には、医療機関が 4 箇所、福祉施設が 6 箇所、文化施設が 1 箇所存在する。 

5.住宅の配置 
 事業実施想定区域及びその周囲には、住居等が点在しており、佐伯区五月が丘では、集合住宅が存在
する。 

6.将来の住宅地の面整備計画 
 事業実施想定区域及びその周囲において、「広島市市営住宅マネジメント計画～推進プラン編（平成
28 年（2018 年）12 月、広島市）」による団地等の更新計画はないが、民間事業として新たに「グリーン
フォートみそら」を始めとした整備が進められている。 
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表 3.2-1(2) 事業実施想定区域及びその周囲の社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

下水道の整
備状況 

1.下水道 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 4 年（2022 年）3 月 31 日時点での下水道処理人口普及率は、広

島市で 95.8％である。 

廃棄物の状
況 

1.一般廃棄物 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年度（2020 年度）におけるごみ総排出量は 357,105t、最終処

分量は 45,085t である。 

2.産業廃棄物 
広島市における平成 30 年度（2018 年度）の発生量は約 2,240 千 t である。事業実施想定区域を中心

とした 20km の範囲には、一般廃棄物の中間処理施設及び最終処分場、産業廃棄物処理施設が存在する。 

環境の保全
を目的とし
て法令等に
より指定さ
れた地域そ
の他の対象
及び当該対
象に係る規
制の内容そ
の他の環境
の保全に関
する施策の
内容 

1.国土利用計画法に基づく都市計画区域 
 事業実施想定区域の大部分を市街化調整区域が占める。 

2.公害防止計画 
 広島地域及び備後地域では、令和 2 年度末で公害防止計画期間が終了した。令和 3 年度以降について
は、両地域ともに公害が著しい状況ではないことから次期計画は策定されていない。 

3.大気汚染防止法により定められた指定地域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、大気汚染防止法に基づく指定地域に指定されていない。なお、本
事業において、大気汚染防止法に規定する施設及び作業を想定していない。また、大気汚染防止法の改
正に伴う石綿(アスベスト)飛散防止の対象となる建物等の解体は想定していない。 

4.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置
法に基づく窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域に該当しない。 

5.幹線道路の沿道の整備に関する法律第 5 条第 1 項の規定により指定された沿道整備道路 
 事業実施想定区域及びその周囲の道路は、沿道整備道路に該当しない。 

6.環境基本法により定められた騒音に係る環境基準の類型の指定状況 
 事業実施想定区域の指定状況は、一部に「A」、「B」、「C」の類型が指定されており、主に住居専用地域
は A 類型及び B 類型、商業、工業地域が C 類型に該当する。 

7.騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度等 
 事業実施想定区域及びその周囲は、「第 1 種低層住居専用地域」及び「第 2 種低層住居専用地域」等が
存在することから、騒音指定地域の第 1 種区域であり a 区域に該当する。 

8.土壌対策汚染法により指定された区域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

9.世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び自然遺
産の区域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び自然遺産の区域に該当
しない。 

10.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律及び広島県野生生物の種の保護に関する条例
により指定された生息地等保護地区 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

11.特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）により指定された湿地 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

12.文化財保護法、広島県文化財保護条例及び広島市文化財保護条例により指定された文化財及び重要文
化的景観 
 事業実施想定区域及びその周囲は、重要有形文化財（市指定）の「木造阿弥陀如来半跏像」が存在す
る。また、既知の埋蔵文化財包蔵地として、事業実施想定区域内に、古墓や城跡が分布する。 

13.自然公園法及び広島県立自然公園条例により指定された自然公園 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

14.自然環境保全法及び広島県自然環境保全条例により指定された保全地域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

15.首都圏近郊緑地保全法により指定された近郊緑地保全地域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

16.瀬戸内海環境保全特別措置法により指定された自然海浜保全地区 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

17.近畿圏の保全区域の整備に関する法律により指定された近郊緑地保全区域 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

18.都市緑地法により指定された緑地保全地域及び特別緑地保全地区 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

19.都市緑地法に関する基本計画 
 事業実施想定区域及びその周囲が含まれる広島市では、都市緑地法に基づき、「広島市みどりの基本計
画（2021-2030）～水・みどり・いのちの輝くまち ひろしまの実現～」を策定している。 

20.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により指定された鳥獣保護区等 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 
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表 3.2-1(3) 事業実施想定区域及びその周囲の社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

環境の保全
を目的とし
て法令等に
より指定さ
れた地域そ
の他の対象
及び当該対
象に係る規
制の内容そ
の他の環境
の保全に関
する施策の
内容 

21.都市計画法により指定された風致地区 
 事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しない。 

22.景観法により景観行政団体が定める良好な景観の形式に関する計画 
 景観行政団体である広島市については、「広島市景観計画」（令和 4 年 1 月 4 日、広島市）が策定され
ており、事業実施想定区域は、景観計画重点地域の「⑧西風新都地区」に該当する。 

23.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致の維持及び向上に関する計
画 
 広島市では策定されていない。 

24.国有林及び民有林 
 事業実施想定区域及びその周囲には、国有林及び民有林が分布する。事業実施想定区域内は、地域森
林計画対象民有林が分布している。 

25.保安林 
 事業実施想定区域及びその周囲には、保安林が分布しており、その一部が事業実施想定区域内に存在
する。 

26.国土防災に係る指定区域 
 事業実施想定区域及びその周囲における国土防災に係る指定区域として、土砂災害警戒区域等におけ
る土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく「土砂災害特別警戒区域」、「土砂災害警戒区域」及び
「土砂災害危険箇所」、砂防法に基づく「砂防指定地」、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
に基づく「急傾斜地崩壊危険区域」が分布する。事業実施想定区域内には、土砂災害特別警戒区域（土
石流・急傾斜地の崩壊）、土砂災害警戒区域（土石流・急傾斜地の崩壊）、土砂災害危険箇所、砂防指定
地が分布する。 

27.大気汚染物質に関する環境基準 
 本事業において、大気汚染防止法に規定する施設及び作業に該当するものはない。 

28.河川における生活環境の保全に関する環境基準 
 事業実施想定区域及びその周囲においては、安川が類型 B に指定されている。 

29.大気汚染に関する規制基準 
 事業実施想定区域及びその周囲におけるいおう酸化物の排出基準（K 値）は 7.0 である。 

30.振動に関する規制区域及び規制基準 
 事業実施想定区域及びその周囲は、「第 1 種区域」に該当する。 

31.水質汚濁に関する規制基準 
 本事業は該当法並びに各条例に基づく規制対象事業に該当しない。 

32.悪臭に関する規制基準 
 広島市の全域が臭気指数規制の地域に指定されている。 

33.地盤沈下に関する規制基準 
 事業実施想定区域及びその周囲は、地下水採取の規制に関する指定地域は分布しない。 
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3.2.1 人口及び産業の状況 

 (1) 人口の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の平成 30 年（2018 年）～令和 4 年（2022 年）の人口及び世帯

数は、表 3.2-2 及び図 3.2-1 に示すとおりである。安佐南区における人口はほぼ横ばいで推移し

ており、佐伯区では増加傾向である。 

また、事業実施想定区域及びその周囲の人口集中地区の状況は、図 3.2-2 に示すとおりである。

事業実施想定区域の一部に人口集中地区が重なっている。 

 

表 3.2-2 人口及び世帯数の推移 

各年 1 月 1 日現在 

市町村名 年 

人口(人) 世帯数 

(世帯) 男 女 合計 

広島市 

安佐南区 

平成30 年 
（2018 年） 

119,315 124,259 243,574 103,289 

令和元年 
（2019 年） 

119,473 124,768 244,241 104,422 

令和 2年 
(2020 年) 

119,470 124,831 244,301 105,344 

令和 3年 
(2021 年) 

119,717 125,206 244,923 106,637 

令和 4年 
(2022 年) 

119,336 125,121 244,457 107,453 

広島市 

佐伯区 

平成 30 年 
（2018 年） 

67,374 71,191 138,565 60,468 

令和元年 
（2019 年） 

67,652 71,488 139,140 61,262 

令和 2年 
(2020 年) 

68,082 71,973 140,055 62,188 

令和 3年 
(2021 年) 

68,391 72,257 140,648 63,054 

令和 4年 
(2022 年) 

68,492 72,401 140,893 63,722 

出典：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

（平成 30 年（2018 年）1 月～令和 4 年（2022 年）1 月、総務省） 

 

 

注) 各年 1月 1 日現在の値である。 

出典：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

（平成 30 年（2018 年）1 月～令和 4 年（2022 年）1 月、総務省） 

図 3.2-1 事業実施想定区域及びその周囲における人口及び世帯数の推移 
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出典：「人口集中地区データ（平成 27

年）」（令和 5 年（2023 年）3月閲

覧、国土数値情報ダウンロードサ

ービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2 人口集中地区の状況 
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 (2) 産業の状況 
  (a) 産業構造及び産業配置 

事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年国勢調査結果における産業別就業者数は、表 3.2-3

に示すとおりである。 

安佐南区、佐伯区ともに第三次産業の占める割合が高い。 

 

表 3.2-3 産業別就業者数（令和 2年（2020 年）） 

市町村名 

  

産業分類別 

広島市安佐南区 広島市佐伯区 

就業者数 

(人) 

割合 

(％) 

就業者数 

(人) 

割合 

(％) 

第一次産業 1,220 1.1 642 1.0 

 
農業，林業 1,208 1.1 613 0.9 

漁業 12 0.0 29 0.0 

第二次産業 23,648 20.6 14,084 21.7 

 

鉱業，採石業，砂利採取業 12 0.0 6 0.0 

建設業 10,772 9.4 5,784 8.9 

製造業 12,864 11.2 8,294 12.8 

第三次産業 86,444 75.3 48,124 74.1 

 

電気・ガス・熱供給・水道業 841 0.7 339 0.5 

情報通信業 3,500 3.0 1,542 2.4 

運輸業，郵便業 6,295 5.5 4,282 6.6 

卸売業，小売業 21,905 19.1 12,567 19.4 

金融業，保険業 2,909 2.5 1,306 2.0 

不動産業，物品賃貸業 3,173 2.8 1,627 2.5 

学術研究，専門・技術サービス業 4,073 3.5 2,220 3.4 

宿泊業，飲食サービス業 5,912 5.2 3,170 4.9 

生活関連サービス業，娯楽業 3,760 3.3 2,354 3.6 

教育，学習支援業 7,016 6.1 3,335 5.1 

医療，福祉 14,993 13.1 9,224 14.2 

複合サービス事業 813 0.7 436 0.7 

サービス業(他に分類されないものを除く） 7,502 6.5 3,982 6.1 

公務(他に分類されるものを除く） 3,752 3.3 1,740 2.7 

分類不能の産業 3,457 3.0 2,075 3.2 

総数（産業大分類） 114,769 100.0 64,925 100.0 

注) 割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計が 100 にならない場合がある。 

出典：「令和 2 年国勢調査就業状態等基本集計」（令和 4 年（2022 年）5 月、総務省統計局） 
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  (b) 生産品目、生産量及び生産額 

農 業 

事業実施想定区域及びその周囲の令和 3 年（2021 年）の農業産出額は、表 3.2-4 に示すとお

りである。 

農業産出額は、耕種では、「野菜」が最も多く、畜産では、「鶏」及び「鶏卵」が多い。 

 

表 3.2-4 農業産出額（令和 3年（2021 年）） 
単位：1,000 万円 

       市町村名 

区 分 
広島市全域 

耕種 米 85 

麦 類 × 

雑 穀 0 

豆 類 0 

いも類 3 

野 菜 353 

果 実 17 

花 き × 

工芸農作物 0 

その他作物 × 

畜産 肉用牛 18 

乳用牛 35 

生乳 31 

豚 - 

鶏 67 

鶏卵 67 

ブロイラー - 

その他畜産物 0 

加工農作物 - 

農業産出額 591 

注 1) 「0」は単位に満たないもの、「－」は事実のないもの、「×」は非公表のものを示す。 

注 2) 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「令和 3 年市町村別農業産出額（推計）」（令和 5 年（2023 年）3 月、農林水産省） 
 

林 業 

事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年（2020 年）の所有形態別林野面積は、表 3.2-5 に

示すとおりである。 

安佐南区、佐伯区ともに民有林が多い。 

 

表 3.2-5 所有形態別林野面積（令和 2 年（2020 年）） 
単位：ha 

       市町村名 

区 分 
広島市安佐南区 広島市佐伯区 

合  計 6,671 17,522 

国  有 519 993 

民有 

小   計 6,152 16,529 

独立行政法人等 - 115 

公   有 251 1,215 

私   有 5,901 15,199 

注) 「－」は事実のないものを示す。 

出典：「2020 年農林業センサス」（令和 3 年（2021 年）12 月、農林水産省） 
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水産業 

事業実施想定区域及びその周囲の平成 30 年（2018 年）の漁業種類別漁獲量は、表 3.2-6 に示

すとおりである。 

漁業種類別漁獲量は、「その他の刺し網」及び「その他の釣」が多い。 

 

表 3.2-6 漁業種類別漁獲量（平成 30 年（2018 年）） 
単位：t 

       市町村名 

区 分 
広島市全域 

底びき網 

遠洋底びき網 - 

以西底びき網 - 

沖合底びき網 - 

小型底びき網 30 

船びき網 - 

まき網 
大中型まき網 - 

中・小型まき網 - 

刺網 

さけ・ます流し網 - 

かじき等流し網 - 

その他の刺網 41 

敷網 さんま棒受網 - 

定置網 

大型定置網 - 

さけ定置網 - 

小型定置網 - 

その他の網漁業 - 

はえ縄 
まぐろはえ縄 - 

その他のはえ縄 3 

はえ縄以外の釣 

かつお一本釣 - 

いか釣 - 

ひき縄釣 - 

その他の釣 40 

採貝・採藻 2 

その他の漁業 37 

漁獲量計 153 

注) 「－」は事実のないものを示す。 

出典：「海面漁業生産統計調査」（令和 2 年（2020 年）3 月、農林水産省） 

 

商 業 

事業実施想定区域及びその周囲の平成 28 年（2016 年）の商業の状況は、表 3.2-7 に示すとお

りである。 

年間販売額は、安佐南区は 672,731 百万円、佐伯区は 259,915 百万円である。 

 

表 3.2-7 商業の状況（平成 28 年（2016 年）） 
市町村名 

項 目 
広島市安佐南区 広島市佐伯区 

事業所数 1,739 988 

従業員数(人) 18,522 8,301 

年間販売額(百万円) 672,731 259,915 

出典：「平成 28 年経済センサス－活動調査」（平成 30 年（2018 年）6 月、総務省統計局） 
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工 業 

事業実施想定区域及びその周囲の令和 2 年（2020 年）の工業の状況は、表 3.2-8 に示すとお

りである。 

製造品出荷額は、安佐南区は 6,664,049 万円、佐伯区は 22,995,830 万円である。 

表 3.2-8 工業の状況（令和 2年（2020 年）） 
市町村名 

項 目 
広島市安佐南区 広島市佐伯区 

事業所数 130 104 

従業員数(人) 3,293 5,360 

製造品出荷額(万円) 6,664,049 22,995,830 

注) 事業所数及び従業員数は、令和 3 年（2021 年）6 月 1日現在。 

製造品出荷額は、令和 2 年（2020 年）1 月～令和 2 年（2020 年）12 月実績。 

出典：「令和 3 年経済センサス-活動調査 産業別集計（製造業）」 

（令和 4 年（2022 年）12 月、経済産業省） 

 

3.2.2 土地利用の状況 

 (1) 地目別土地面積 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 4年（2022 年）の地目別土地面積は、表 3.2-9 に示すと

おりである。 

表 3.2-9 によると、安佐南区、佐伯区ともに「山林」が最も多く、図 3.2-3 によると、事業実

施想定区域内は「森林」、「田」、「建物用地」が多く分布する。 

事業実施想定区域及びその周囲における「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：

令和 4年 6月 17 日法律第 68 号）に基づく農業地域は図 3.2-4、森林地域は図 3.2-5 に示すとお

りである。 

 

表 3.2-9 地目別土地面積（令和 4年（2022 年）） 
単位：千㎡ 

   市町村名 

区 分 
広島市安佐南区 広島市佐伯区 

田 3,481 4,795 

畑 1,780 2,241 

宅   地 16,947 12,430 

鉱 泉 地 0 0 

池   沼 11 13 

山   林 29,438 85,739 

牧   場 0 0 

原   野 262 1,357 

雑 種 地 4,346 3,708 

軌 道 用 地 121 91 

総   数 56,386 110,374 

注) 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「広島市統計書（令和 4 年度版）」（令和 5 年（2023 年）3 月、広島市） 

 

 (2) 有害物質に係る土地利用 
事業実施想定区域及びその周囲には、廃棄物埋立地及びその跡地等について、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号（昭和 45 年 12 月 25 日公布）、最終改正：令和 4 年

法律第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））第 15 条の 17 第 1項の規定により指定された指定区域は

分布しない。  
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出典：「土地利用詳細メッシュデータ（平

成 28 年度）」（令和 5 年（2023 年）

3 月閲覧、国土数値情報ダウンロー

ドサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-3 土地利用の状況 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「農業地域データ（平成 27 年）」

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、

国土数値情報ダウンロードサービ

ス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-4 農業地域 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「森林地域データ（平成 27 年）」

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、

国土数値情報ダウンロードサービ

ス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-5 森林地域 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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3.2.3 地歴の状況（土地利用の経緯） 

事業実施想定区域及びその周囲における昭和 37 年（1962 年）、昭和 49 年（1974 年）、昭和 63 年

（1988 年）及び平成 20 年（2008 年）の空中写真を図 3.2-6 に示す。昭和 60 年代以降に山陽自動

車道が整備され土地利用に大きな改変があった。 

 

  

昭和 37 年(1962 年) 5 月撮影 昭和 49 年(1974 年) 12 月撮影 

  

昭和 63 年(1988 年) 10 月撮影 平成 20 年(2008 年) 5 月撮影 

出典：「地図・空中写真閲覧サービス」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土地理院 HP 

https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1） 

図 3.2-6 事業実施想定区域の空中写真  

https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1
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3.2.4 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

 (1) 河川及び湖沼の利用状況 
事業実施想定区域及びその周囲は、一級河川である太田川水系の大塚川及び二級河川である八

幡川水系の半坂川の最上流部が存在する。 

また、事業実施想定区域及びその周囲における令和 4 年（2022 年）3 月末現在の水道の利用状

況は、表 3.2-10 及び図 3.2-7 に示すとおりである。事業実施想定区域及びその周囲における令

和 4 年（2022 年）3月末現在の水道水源の状況は、表 3.2-11 に示すとおりである。 

また、事業実施想定区域及びその周囲における内水面漁業権は、指定されていない状況である。 

 

表 3.2-10 水道水の利用状況（令和 4 年（2022 年）3 月末現在） 

市町村名 
行政区域内

人口 

上水道 簡易水道 

箇所数 
計画給水 
人口 

現在給水 
人口 

箇所数 
計画給水 
人口 

現在給水 
人口 

(人) (箇所) (人) (人) (箇所) (人) (人) 

広島市 1,186,408 1 1,173,650 1,161,337 1 250 70 

市町村名 

専用水道 
合計 

普及率 
自己水源 その他 

箇所数 
確認時 

給水人口 
現在 

給水人口 
箇所数 

確認時 
給水人口 

現在 
給水人口 

箇所数 
計画給水 

人口 
現在給水 

人口 
(箇所) (人) (人) (箇所) (人) (人) (箇所) (人) (人) (％) 

広島市 28 6,246 3,480 34 5,006 2,975 62 1,180,146 1,164,887 98.2 

注 1) 他の市町の水道事業者から給水されている区間がある。 

注 2) 専用水道のうちその他（自己水源以外）の給水人口については、上水道事業の数値に含まれているため、合計に

は含めない。 

出典：「令和 3 年度広島県の水道の現況（令和 4 年 3 月末現在）」（令和 5 年（2023 年）3 月、 

広島県健康福祉局食品生活衛生課） 

 

表 3.2-11 水道水源の状況（令和 4 年（2022 年）3 月末現在） 

市町村名 番号 水道種別 水源種別 水源名 
取水地点 

(受水地点) 
浄水場名 

広島市 

1 上水道 表流水 太田川 市戸坂取水場(太田川) 牛田 

2 上水道 表流水 ダム放流 太田川 八木取水場(太田川) 緑井 

3 上水道 表流水 ダム直接 太田川 高瀬堰 高陽取水場(太田川) 高陽 

4 上水道 表流水 弥平谷川 
湯来水道ｽﾃｰｼｮﾝ 取水ポンプ池 

弥平谷川(水内川支流) 

湯来水道 

ｽﾃｰｼｮﾝ 

5 上水道 深井戸 棡 1,2 号取水井 － 棡 

6 上水道 深井戸 大谷取水井 － 大谷 

7 上水道 深井戸 鹿ノ道 1,2 取水井 － 鹿ノ道 

8 上水道 浄水受水 広島用水(3 地点) 瀬野川(畑賀)、矢野、阿戸 浄水受水 

9 上水道 浄水受水 西部用水(3 地点) 河内、北原、坪井 浄水受水 

10 簡易水道 表流水 － 太田川水系 － 

出典：「令和 3 年度広島県の水道の現況（令和 4 年 3 月末現在）」（令和 5 年（2023 年）3 月、 

広島県健康福祉局食品生活衛生課） 
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 (2) 地下水の利用状況 
事業実施想定区域及びその周囲においては、表 3.2-12 に示すとおり、令和 4 年（2022 年）3月

末現在、広島市で表流水が多く利用されている。 

 

表 3.2-12 河川及び湖沼の利用状況（令和 4年（2022 年）3月末現在） 

事業主体名 

一日平均取水量(m3/日) 

河川水 地下水 
沈殿水 

受水 

浄水 

受水 
合計 

ダム直接 ダム放流 湖沼水 表流水 伏流水 浅井戸 深井戸 

広島市 64,260 61,901 - 195,170 - - 153 3,778 38,003 363,266 

出典：「令和 3 年度広島県の水道の現況（令和 4 年 3 月末現在）」（令和 5 年（2023 年）3 月、 

広島県健康福祉局食品生活衛生課） 
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出典：「河川データ（平成20年）」「上水道関連

施設データ（平成24 年）」（令和5年

（2023年）3月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「水涯線（令和4年）」（令和5年（2023

年）、2月閲覧、基盤地図情報サイトHP 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.

php） 

 

 

 

 

 

図 3.2-7 河川及び地下水

の利用状況 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.
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3.2.5 交通の状況 

 (1) 道路の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の主要な道路及び交通量の状況は、表 3.2-13 及び図 3.2-8 に

示すとおりである。広島西風新都線（広島高速 4号線）から山陽自動車道五日市 IC までに、市道

の安佐南 4区 453 号線や主要地方道広島湯来線などが存在する。 

 

表 3.2-13 事業実施想定区域及びその周囲の主要な道路の状況（令和 3 年度（2021 年度）） 

交通調査 

基本区間番号 
路線名 起点 終点 

12 時間 

交通量(台) 

24 時間 

交通量(台) 

34200040005 
広島西風新都線 

(広島高速 4 号線) 
市道西 1 区駅前観音線 

広島市西区・ 

広島市安佐南区境 
13,882  16,510  

34200040010 
広島西風新都線 

(広島高速 4 号線) 

広島市西区・ 

広島市安佐南区境 

市道安佐南 4 区 

453 号線 
13,882  16,510  

34110200200 山陽自動車道 ‐ 広島自動車道 27,679  43,827  

34110200210 山陽自動車道 広島自動車道 
広島市安佐南区・ 

広島市佐伯区境 
26,134  41,659  

34110200220 山陽自動車道 
広島市安佐南区・ 

広島市佐伯区境 
主要地方道広島湯来線 26,134  41,659  

34110200230 山陽自動車道 主要地方道広島湯来線 
広島市佐伯区・ 

廿日市市境 
18,961  32,263  

34112310010 広島自動車道 
市道安佐南 4 区 

608 号線 
山陽自動車道 12,314  16,048  

34602650010 一般県道伴広島線 主要地方道広島豊平線 主要地方道広島湯来線 20,822  27,485  

34602900005 一般県道原田五日市線 主要地方道広島湯来線 市道佐伯 1 区 367 号線 17,404  22,103  

34400710090 主要地方道広島湯来線 主要地方道広島湯来線 一般県道伴広島線 10,303  12,879  

34400710080 主要地方道広島湯来線 主要地方道広島湯来線 主要地方道広島湯来線 22,471  29,886  

34400710070 主要地方道広島湯来線 
市道安佐南 4 区 

453 号線 
主要地方道広島湯来線 22,471  29,886  

34400710060 主要地方道広島湯来線 山陽自動車道 
市道安佐南 4 区 

453 号線 
31,021  41,358  

34400710050 主要地方道広島湯来線 一般県道原田五日市線 山陽自動車道 39,836  54,575  

34400710040 主要地方道広島湯来線 一般県道伴広島線 一般県道原田五日市線 25,804  34,577  

34400710210 主要地方道広島湯来線 主要地方道広島湯来線 主要地方道広島湯来線 3,662  4,541  

34700160010 
市道安佐南 4 区 

453 号線 

広島西風新都線 

（高速 4 号線） 
主要地方道広島湯来線 14,680  19,084  

34700160020 
市道安佐南 4 区 

453 号線 
主要地方道広島湯来線 ‐ 20,010  26,413  

34700160050 
市道安佐南 4 区 

486・490・739 号線 
‐ 主要地方道広島湯来線 20,010  26,413  

注) 斜体は推計値を示す。 

出典：「令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査結果」 

（令和 5 年（2023 年）6 月、令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査 HP https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/） 

  

https://www.mlit.go.jp/road/census/r3/
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出典：「令和3年度全国道路・街路交通情勢調

査 一般交通量調査結果」（令和5年

（2023年）6月、令和3年度全国道路・

街路交通情勢調査HP 

https://www.mlit.go.jp/road/census/r

3/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.2-8 道路の状況 

広島西風新都線 

伴広島線 

山陽自動車道 

沼田ＩＣ

五日市ＩＣ

広島ＪＣＴ

安佐南 4 区 454 号 

原田五日市線 

広島自動車道 

広島湯来線 

安佐南 4 区 453 号 

安佐南 4 区 

486・490・739 号 

34110200200 

34200040010 

34700160010 

34200040005 

34110200210 

34110200220 

34110200230 

34112310010 

34602650010 

34602900010 

34400710090 

34400710210 

34400710080 

34400710070 

34400710060 

34400710040 

34400710050 

34700160020 

34700160050 

 交通調査基本区間番号 

https://www.mlit.go.jp/road/census/r
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 (2) 鉄道の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の鉄道網の状況は、表 3.2-14 及び図 3.2-9 に示すとおりであ

る。事業実施想定区域の周囲では南北にアストラムラインが走行し、事業実施想定区域及びその

周囲に大塚駅及び広域公園前駅が存在する。 

 

表 3.2-14 事業実施想定区域及びその周囲の主要な鉄道の状況（令和 3 年度（2021 年度）） 

路 線 名 項 目 起 点 終点 事業実施想定区域及びその周囲の駅 

アストラムライン 

(広島新交通 1 号線) 

駅 名 本通 広域公園前 伴中央 大塚 広域公園前 

乗降客数（人/日） 18,862 2,029 1,321 1,328 2,029 

出典：「アストラムライン各駅の 1 日平均ご利用者（令和 3年度）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、 

広島高速交通株式会社 HP http://www.astramline.co.jp/situation33.html） 

「駅別乗降客数データ（令和 3 年度）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

http://www.astramline.co.jp/situation33.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「鉄道データ（令和3年）」（令和5年

（2023年）3月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 3.2-9 鉄道の状況 

  

伴中央駅 

大塚駅 

広域公園前駅 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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3.2.6 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置

の概況 

 (1) 教育文化施設等の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の教育文化施設等の状況は、表 3.2-15 及び図 3.2-10 に示すと

おりである。安佐南区、佐伯区ともに保育所が最も多い。 

 

表 3.2-15 教育文化施設等の状況  

区 分 保育所 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 大学 

広島市安佐南区 62 19 26 15 6 5 

広島市佐伯区 42 4 20 10 4 1 

注 1) 令和 3 年（2021 年）5 月 1 日現在。 

注 2) 保育所は、認定こども園及び地域型保育事業所を含む。 

注 3) 中学校は、中等教育学校を含む。 

 

出典：「広島市統計書（令和 4 年度版）」（令和 5 年（2023 年）閲覧、 

広島市 HP https://www.city. hiroshima.lg.jp/site/toukeisiryou/325900.html） 

出典：「学校データ（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、 

国土数値情報ダウンロードサービス HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 (2) 保健医療施設等の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の保健医療施設等の状況は、表 3.2-16 及び図 3.2-10 に示すと

おりである。安佐南区、佐伯区ともに一般診療所が最も多い。 

 

表 3.2-16 保健医療施設等の状況 

区 分 病院 一般診療所 歯科診療所 薬局 助産所 

広島市安佐南区 13 171 110 103 7 

広島市佐伯区 10 98 69 65 4 

注) 令和元年（2019 年）10 月 1 日現在。 

出典：「広島市統計書（令和 4 年度版）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、 

広島市 HP https://www.city. hiroshima.lg.jp/site/toukeisiryou/325900.html） 

 

 (3) 文化施設等の状況 
事業実施想定区域及びその周囲の文化施設等の状況は、表 3.2-17 及び図 3.2-10 に示すとおり

である。安佐南区、佐伯区ともにスポーツ関連施設が最も多い。 

 

表 3.2-17 文化施設等の状況 

区 分 美術館 
資料館・記念館・ 

博物館・科学館 
図書館 動植物園 

スポーツ 

関連施設 

広島市安佐南区 - 1 6 - 44 

広島市佐伯区 - - 3 1 41 

注) 「-」は事実のないものを示す。 

出典：「文化施設データ（平成 25 年度）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数値情報ダウンロードサービス HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

  

https://www.city.
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://www.city.
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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 (4) 環境の保全についての配慮が特に必要な施設の一覧 
事業実施想定区域内に位置し、環境保全上配慮が特に必要な施設は、表 3.2-18 に示すとおりで

ある。事業実施想定区域内には、医療機関が 4 箇所、福祉施設が 6 箇所、文化施設が 1 箇所存在

する。 

 

表 3.2-18 環境の保全についての配慮が特に必要な施設の一覧 

No. 種別 区分 名称 所在地 

M01 医療機関 診療所 中島歯科クリニック 安佐南区沼田町大塚 2164 

M02 医療機関 診療所 特別養護老人ホーム 新都西風苑医務室 安佐南区大塚東 3-3-9 

M03 医療機関 診療所 医療法人たちばな会 斎藤内科医院 安佐南区大塚西 4-8-31 

M04 医療機関 診療所 特別養護老人ホーム やすらぎの里クリニック 佐伯区五月が丘 4-15-6 

H01 福祉施設 保育施設 森の幼稚園 まめとっこ 安佐南区大塚東 

H02 福祉施設 老人福祉施設 ショートステイ新都西風苑 安佐南区大塚東 3-3-9 

H03 福祉施設 老人福祉施設 特別養護老人ホームやすらぎの里 佐伯区五月が丘 4-15-6 

H04 福祉施設 老人福祉施設 デイサービスセンターやすらぎの里 佐伯区五月が丘 4-15-6 

H05 福祉施設 老人福祉施設 短期入所生活介護事業所やすらぎの里 佐伯区五月が丘 4-15-6 

H06 福祉施設 老人福祉施設 介護予防短期入所生活介護事業所やすらぎの里 佐伯区五月が丘 4-15-6 

C01 文化施設 図書館 広島修道大学図書館 安佐南区大塚東 1-1-1 

注) 表中の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の一覧は、事業実施想定区域内（各ルート案から 250m の範

囲）の施設を計上した。なお、H03～H06 の福祉施設は同一住所に 4 つの施設が存在する。 

出典：「医療機関データ（令和 2 年）、福祉施設データ（令和 3 年）、 

文化施設データ（平成 25 年）、学校データ（令和 3 年）」 

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数値情報ダウンロードサービス HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「医療機関を探す」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、 

救急医療 NET HIROSHIMA HP http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/） 

 

 (5) 住宅の配置の概況 
事業実施想定区域及びその周囲の住宅の分布状況は、図 3.2-10 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲には、住居等が点在しており、佐伯区五月が丘では、集合住宅が

存在する。 

 

 (6) 将来の住宅地の面整備計画の状況 
事業実施想定区域及びその周囲において、「広島市市営住宅マネジメント計画～推進プラン編

（平成 28 年（2018 年）12 月、広島市）」による団地等の更新計画はないが、民間事業として新た

に「グリーンフォートみそら」を始めとした整備が進められている。 

 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/
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図 3.2-10 環境保全上配慮が特に 

必要な施設及び住居等の分布状況 

  

出典：「医療機関データ（令和 2 年）、福祉施設データ（令

和 3 年）、文化施設データ（平成 25 年）、学校デー

タ（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国

土 数 値 情 報 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「建築物の外周線（令和 3 年）」（令和 5 年（2023

年）3 月閲覧、基盤地図情報ダウンロードサービス

HP https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php） 

「医療機関を探す」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、

救急医療 NET HIROSHIMA HP  

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/k

enmintop/） 
 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/k
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3.2.7 下水道の整備状況 

事業実施想定区域及びその周囲の令和 4 年（2022 年）3 月 31 日時点での下水道の整備状況は、

表 3.2-19 に示すとおりであり、下水道処理人口普及率は、広島市で 95.8％である。 

 

表 3.2-19 下水道処理人口普及率（令和 4 年（2022 年）3 月 31 日現在） 

市町村名 人口(人) 下水道処理人口(人) 下水道処理人口普及率(％) 

広島市 1,186,408 1,138,320 95.9 

出典：「広島県の下水道 2022」（令和 5 年（2023 年）3 月、広島県 土木建設局 都市環境整備課） 

 

3.2.8 廃棄物の状況 

 (1) 一般廃棄物の状況 
一般廃棄物の状況は、表 3.2-20 に示すとおりであり、広島市の令和 2 年度（2020 年度）にお

けるごみ総排出量は、357,105t である。 

 

表 3.2-20 一般廃棄物の状況（令和 2 年度（2020 年度）） 

区分 広島市 

ごみ 

総排出量 

計画収集量(t/年) 334,456 

直接搬入量(t/年) 22,649 

集団回収量(t/年) 0 

合計(t/年) 357,105 

ごみ 

処理量 

直接焼却量(t/年) 273,534 

直接最終処分量(t/年) 8,034 

焼却以外の中間処理量(t/年) 73,977 

直接資源化量(t/年) 0 

合計(t/年) 355,545 

中間処理後再生利用量(t/年) 47,242 

リサイクル率(％) 13.3 

最終処分量(t/年) 45,085 

注) リサイクル率：（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量） 

/（ごみ処理量＋集団回収量）×100 

出典：「令和 2 年度環境省一般廃棄物処理実態調査結果」（令和 4 年（2022 年）4 月、環境省） 

 

 (2) 産業廃棄物の状況 
広島市における産業廃棄物の状況は表 3.2-21 に示すとおりであり、広島市における平成 30 年

度（2018 年度）の発生量は約 2,240 千 tである。 

また、事業実施想定区域を中心とした 20km の範囲における一般廃棄物の中間処理施設及び最終

処分場、産業廃棄物処理施設の位置は図 3.2-11 に示すとおりである。 

 

表 3.2-21 産業廃棄物の状況（平成 30 年度（2018 年度）） 

単位：ｔ/年 

区分 発生量 排出量 中間処理量 再生利用量 最終処分量 

広島市 2,239,878 2,137,006 2,095,793 791,159 93,310 

出典：「広島市産業廃棄物実態調査結果（平成 30 年度実績）」（令和元年（2019 年）10 月、広島市） 
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出典：「廃棄物処理施設データ（平成24 年）」

（令和5年（2023 年）3月閲覧、国土数

値情報ダウンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.2-11（1） 一般廃棄物処理施

設及び産業廃棄物処理施

設の位置図（広域図） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「廃棄物処理施設データ（平成24 年）」

（令和5年（2023 年）3月閲覧、国土数

値情報ダウンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3.2-11（2） 一般廃棄物処理施

設及び産業廃棄物処理施

設の位置図（拡大図） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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3.2.9 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の

内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

 (1) 土地利用計画 
事業実施想定区域及びその周囲の令和 4 年（2022 年）の都市計画区域及び用途地域の状況は、

表 3.2-22 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲における「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：

令和 4 年 6 月 17 日法律第 68 号）に基づく都市計画区域は図 3.2-12、「都市計画法」（昭和 43 年

法律第 100 号（昭和 43 年 6月 15 日公布）、最終改正：令和 4年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日

公布））に基づく用途地域は図 3.2-13 に示すとおりである。 

事業実施想定区域の大部分を市街化調整区域が占める。 

 

表 3.2-22 都市計画区域及び用途地域の状況（令和 4 年（2022 年）） 

単位：ha 

   市町村名 

区 分 
広島市安佐南区 広島市佐伯区 

都市計画区域 

市街化区域 3,556 2,011 

市街化調整区域 3,911 4,115 

総面積 7,467 6,126 

用途地域 

第 1 種低層住居専用地域 1,058 640 

第 2 種低層住居専用地域 9 11 

第 1 種中高層住居専用地域 211 117 

第 2 種中高層住居専用地域 259 327 

第 1 種住居地域 1,129 426 

第 2 種住居地域 279 49 

準住居地域 15 11 

近隣商業地域 327 170 

商業地域 21 33 

準工業地域 112 169 

工業地域 136 58 

工業専用地域 ― ― 

総面積 3,556 2,011 

注) 統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。 

出典：「広島市統計書（令和 4 年度版）」（令和 5 年（2023 年）3 月、広島市） 

 

 (2) 公害防止計画 
公害防止計画の推進を図るため，計画に基づく公害防止対策を推進している。 

令和２年度末で広島地域及び備後地域の公害防止計画期間が終了した。令和３年度以降につい

ては，両地域ともに公害が著しい状況ではないことから次期計画は策定しない。 

 

 (3) 大気汚染防止法により定められた指定地域 
大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号（昭和 43 年 6月 10 日公布）、最終改正：令和 4年法律

第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））では、第 5 条の 2第 1 項の規定により、工場または事業場が

集合している地域で、排出基準の確保が困難であると認められる地域を指定地域として定めてい

る。 

事業実施想定区域及びその周囲は、大気汚染防止法に基づく指定地域に指定されていない。な

お、本事業において、大気汚染防止法に規定する施設及び作業に該当するものはない。 
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出典：「都市地域データ（平成 30 年）」

（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、

国土数値情報ダウンロードサービ

ス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-12 都市計画区域 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「用途地域データ（令和元年）」（令

和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数

値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-13 用途地域 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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 (4) 窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特

別措置法（平成 4 年法律第 70 号（平成 4 年 6 月 3 日公布）、最終改正：令和元年法律第 14 号（令

和元年 5月 24 日公布））により、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域が定められている。 

事業実施想定区域及びその周囲は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域に該当しない。 

 

 (5) 幹線道路の沿道の整備に関する法律により指定された沿道整備道路 
幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和 55 年法律第 34 号（昭和 55 年 5 月 1 日公布）、最終

改正：平成 29 年法律第 26 号（平成 29 年 5月 12 日公布））第 5 条第 1 項の規定により、沿道整備

道路が規定されている。事業実施想定区域及びその周囲の道路は、沿道整備道路に該当しない。 

 

 (6) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び

自然遺産 
事業実施想定区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」（平

成 4 年条約第 7号（平成 4 年 9月 28 日公布））の第 11 条 2の世界遺産一覧表に記載された文化遺

産及び自然遺産の区域は分布しない。 

 

 (7) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全に関する法律 
事業実施想定区域及びその周囲は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

（平成 4 年法律第 75 号（平成 4 年 6 月 5 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6

月 17 日公布）、「広島県野生生物の種の保護に関する条例」（平成 6 年条例第 1 号（平成 6 年 3 月

29 日公布）、最終改正：平成 17 年条例第 37 号（平成 17 年 7月 6日公布））に基づく生息地等保護

地区に指定されていない。 

 

 (8) 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の規定により指定された湿地の区域 
事業実施想定区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約（ラムサール条約）」（昭和 55 年条約第 28 号（昭和 55 年 9 月 22 日公布）、最終改正：平成 6年

条約第 1 号（平成 6年 4月 29 日公布））に基づき指定された湿地は分布しない。 

 

 (9) 文化財保護法 
指定文化財等 

事業実施想定区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号（昭和 25 年

5 月 30 日）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））、「広島県文化財保護条

例」（昭和 51 年条例第 3 号（昭和 51 年 3 月 29 日公布）、最終改正：平成 17 年条例第 37 号（平成

17 年 7 月 6 日公布））、「広島市文化財保護条例」（昭和 43 年条例第 20 号（昭和 43 年 4 月 1 日公

布））により史跡・名勝・天然記念物に指定された文化財は、表 3.2-23 及び図 3.2-14 に示すと

おりである。また、既知の埋蔵文化財包蔵地は表 3.2-24 及び図 3.2-14 に示すとおりであり、事

業実施想定区域内に、古墓や城跡が分布する。 
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出典：「文化遺産データベース」（令和5年

（2023年）3月閲覧、文化庁HP 

http://bunka.nii.ac.jp/db/） 

「ホットライン教育ひろしま 広島県遺

跡地図」（令和5年（2023 年）3月閲覧、

広島県教育委員会HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site

/bunkazai/bunkazai-map-map.html） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             図 3.2-14 指定文化財（史跡・名       

                                勝・天然記念物）及び周知の 

                               埋蔵文化財包蔵地の位置図 

http://bunka.nii.ac.jp/db/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site
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表 3.2-23 事業実施想定区域及びその周囲の文化財 

種別 指定 名称 所在地 

重要有形文化財 市指定 木造阿弥陀如来半跏像 
安佐南区沼田町伴 

専念寺  

出典：「広島県の文化財」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島県 HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-area-index.html） 

「広島市の文化財」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市 HP 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/11419.html） 

 

表 3.2-24 事業実施想定区域及びその周囲の埋蔵文化財包蔵地 

種別 名称 所在地 

古墓 養峠古墓 安佐南区沼田町 

古墓 中講古墓 安佐南区大塚西 

古墓 梶ヶ谷第 1 号古墓 安佐南区沼田町 

古墓 梶ヶ谷第 2 号古墓 安佐南区沼田町 

古墓 中東古墓 安佐南区大塚 

祭祀遺跡 梶ヶ谷遺跡 安佐南区沼田町 

寺院跡 大徳寺跡 安佐南区沼田町 

城跡 伴城跡 安佐南区沼田町 

城跡 伴支城跡 安佐南区沼田町 

城跡 西城跡 佐伯区五日市町 

城跡 岸城跡 安佐南区沼田町 

出典：「ホットライン教育ひろしま 広島県遺跡地図」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島県教育委員会 HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-map-map.html） 

 

重要文化的景観 

重要文化的景観は、地域の特色を示す代表的な景観や他に例を見ない独特なものとして国が選

定したものであり、選定は都道府県や市区町村からの申出に基づき、また、重要文化的景観選定基

準に照らして行われる。 

事業実施想定区域及びその周囲は、重要文化的景観に指定されている区域は分布しない。 

 

 (10) 自然公園法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号（昭和 32 年 6 月 1 日

公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく国立公園及び国定

公園、「広島県立自然公園条例」（昭和 34 年条例第 41 号（昭和 34 年 10 月 9日公布）、最終改正：

令和 4年条例第 41 号（令和 4年 10 月 6 日公布））に基づく県立自然公園に指定されていない。 

 

 (11) 自然環境保全法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号（昭和 47 年 6 月

22 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく原生自然環境

保全地域及び自然環境保全地域、「広島県自然環境保全条例」(昭和 47 年条例第 63 号（昭和 47 年

12 月 26 日公布）、最終改正：平成 30 年条例第 21 号（平成 30 年 3 月 2 日公布）)に基づく自然環

境保全地域及び緑地環境保全地域に指定されていない。 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-area-index.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/11419.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/bunkazai/bunkazai-map-map.html
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 (12) 首都圏近郊緑地保全法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「首都圏近郊緑地保全法」（昭和 41 年法律第 101 号（昭和 41

年 6月 30 日公布）、最終改正：平成 29 年法律第 26 号（平成 29 年 5月 12 日公布））に基づく近郊

緑地保全地域に指定されていない。 

 

 (13) 瀬戸内海環境保全特別措置法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「瀬戸内海環境保全特別措置法」（昭和 48 年法律第 110 号（昭

和 48 年 10 月 2 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく

自然海浜保全地区に指定されていない。 

 

 (14) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 
事業実施想定区域及びその周囲は、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」（昭和 42 年法律第

103 号（昭和 42 年 7 月 31 日公布）、最終改正：平成 29 年法律第 26 号（平成 29 年 5 月 12 日公

布））に基づく近郊緑地保全区域に指定されていない。 

 

 (15) 都市緑地法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号（昭和 48 年 9 月 1日

公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく緑地保全地域及び

特別緑地保全地区に指定されていない。 

 

 (16) 都市緑地法に関する基本計画 
「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号（昭和 48 年 9月 1 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第

68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））第 4条第 1 項の規定に基づき、広島市は、「広島市みどりの基本

計画（2021-2030）～水・みどり・いのちの輝くまち ひろしまの実現～」（令和 3 年（2021 年）2

月、広島市）を策定している。当該計画では、緑地の保全や緑化の推進に関する将来像や目標、施

策等を定めるマスタープランとして、「都市公園の整備及び管理」、「緑化の推進」、「緑の保全」に

関する施策を総合的・計画的に推進している。 

 

 (17) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
事業実施想定区域及びその周囲は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平

成 14 年法律第 88 号（平成 14 年 7 月 12 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6

月 17 日公布））に基づく鳥獣保護区等に指定されていない。 

 

 (18) 都市計画法 
事業実施想定区域及びその周囲は、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号（昭和 43 年 6 月 15

日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく風致地区に指定

されていない。 
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 (19) 景観法 
「景観法」（平成 16 年法律第 110 号（平成 16 年 6月 18 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68

号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づき、広島県においては「ふるさと広島の景観の保全と創造

に関する条例」（平成 3年条例第 4 号（平成 3 月 3 月 14 日交付）、最終改正：平成 22 年条例第 1 号

（平成 22 年 3月 23 日公布））により、景観形成上必要な地域が景観指定地域や大規模行為届出対

象地域に指定されている。「景観行政団体」である広島市については、「広島市景観計画」（令和 4

年 1月 4 日、広島市）が策定されている。 

事業実施想定区域は、景観計画重点地域のうち「⑧西風新都地区」に該当しており、届け出対象

となる行為は表 3.2-25 に示すとおりである。 

 

表 3.2-25 「広島市景観計画」における届け出対象となる行為 
届出対象行為 

 

 

 

地区区分 

建築物の建

築等 

工作物（限定列挙）の建設等 開発行為等 

①工作物 1 ②工作物 2 ③工作物 3 開発行為 

土石の採

取、土地

の形質の

変更等 

景
観
計
画
重
点
地
区 

平和、歴史・文化関連地区 

①原爆ドーム及び平和記

念公園周辺地区（A～D） 

②平和大通り沿道地区 

③縮景園周辺地区 

④不動院周辺地区 

⑤広島東照宮・國前寺周

辺地区 

規模にかかわらず全て 

種類ごとに

規模等限定 

①(A～D)・

②・⑦・

⑩・⑫の地

区 

  

水と緑、にぎわい・おもて

なし関連地区 

①原爆ドーム及び平和記

念公園周辺地区（E） 

⑥広島城・中央公園地区 

⑦リバーフロント・シー

フロント地区 

⑨広島駅新幹線口地区 

⑩広島駅南口地区 

⑪広島市民球場周辺地区 

⑫都心幹線道路沿道地区 

⑬宇品みなと地区 

以下のいずれかにあたるも

の 

・高さ 13ｍを超えるもの 

・幅員が 10ｍを超える道路に

係る沿道の角地では、高さ

7ｍを超えるもの 

・主な河川又は港湾に面する

部分では、高さ 7ｍを超え

るもの 

・原爆ドーム北側眺望景観保

全エリアにおいて、建築物

の屋上部分に設置する工

作物で、下端の標高が高さ

の最高限度の基準に定め

る高さから 13ｍ減じた高

さを超えるもの 

・一般区域のうち原爆ドーム

の背景となる阿武山にお

いて、地盤面が標高 430ｍ

を超えるもの 

  

⑧西風新都地区 

 

面積 5ha

以上のも

の 

面積 500

㎡以上の

もの等 

⑭一般区域（上記以外）     

注) ①工作物 1：第 1 種工作物（煙突、電波塔、ガスタンクなど） 

②工作物 2：第 2 種工作物（携帯電話等基地局アンテナ、時間貸し駐車場等、自動販売機など） 

③工作物 3：第 3 種工作物（橋りょう） 

出典：「広島市景観計画」（令和 4 年（2022 年）1 月、広島市） 
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 (20) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律への対応状況 
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（平成 20 年法律第 40 号（平成 20 年 5

月 23 日公布）、最終改正：令和 3年法律第 22 号（令和 3年 4月 23 日公布））第 5 条第 1項の規定

に基づく歴史的風致の維持及び向上に関する計画（歴史的風致維持向上計画）は、広島市では策定

されていない。 

 

 (21) その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 
  (a) 国有林及び民有林 

事業実施想定区域及びその周囲の「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号（昭和 26 年 6 月 26 日公

布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に定める国有林並びに地域森

林計画における民有林の状況は、図 3.2-15 に示すとおりである。 

事業実施想定区域内に国有林は分布していないものの、地域森林計画対象民有林が分布してい

る。 

 

  (b) 保安林 

事業実施想定区域及びその周囲の「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号（昭和 26 年 6 月 26 日公

布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））により指定された保安林の分

布状況は、図 3.2-15 に示すとおりである。 

事業実施想定区域内のごく一部が保安林に指定されている。 

 

  (c) 国土防災に係る指定区域 

事業実施想定区域及びその周囲における国土防災に係る指定区域として、「土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成 12 年法律第 57 号（平成 12 年 5 月 8 日公

布）、最終改正：令和 4 年法律第 69 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づく「土砂災害特別警戒

区域」、「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害危険箇所」、「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号（明治

30 年 3 月 30 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））に基づく「砂

防指定地」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44 年法律第 57 号（昭和 44 年

7 月 1日公布）、最終改正：令和 4年法律第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））に基づく「急傾斜地

崩壊危険区域」が指定されている。これらの分布状況は、図 3.2-16 に示すとおりである。 

事業実施想定区域内では、土砂災害特別警戒区域（土石流・急傾斜地の崩壊）、土砂災害警戒区

域（土石流・急傾斜地の崩壊）、土砂災害危険箇所、砂防指定地が分布する。 
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出典：「森林地域データ（平成27年）」（令和5

年（2023 年）3月閲覧、国土数値情報ダ

ウンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 3.2-15 国有林・地域森林計画

対象民有林及び保安林

の状況 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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出典：「土砂災害警戒区域データ（令和3年）、

土砂災害危険箇所データ（平成22 年）」

（令和5年（2023 年）3月閲覧、国土数

値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

「砂防関係指定地情報_砂防指定地_2022-

05-23」（令和5年（2023年）3月閲覧、 

広島県Dobox https://hiroshima-

dobox.jp/datasets/55） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-16 国土防災に係る指定地等 

  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://hiroshima-
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 (22) 公害関係法令等 
  (a) 環境基準 

環境基準は、「環境基本法 第 16 条」（平成 5 年法律第 91 号（平成 5年 11 月 19 日公布）、最終

改正：令和 3 年法律第 36 号（令和 3 年 5 月 19 日公布））に基づき、「大気の汚染」、「水質の汚濁」、

「土壌の汚染」及び「騒音」に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生

活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められている。 

大気汚染 

「大気汚染物質に係る環境基準」は、表 3.2-26 に示すとおりである。また、ベンゼン等の有

害大気汚染物質については表 3.2-27 に、微小粒子状物質については表 3.2-28 に示す基準がそ

れぞれ定められている。 

なお、本事業において、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号（昭和 43 年 6 月 10 日公

布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））に規定する施設及び作業に該

当するものはない。 

 

表 3.2-26 大気汚染物質に係る環境基準 

物 質 二酸化いおう 一酸化炭素 
(注 1) 

浮遊粒子状物質 
 

(注 2) 
光化学 

オキシダント 
二酸化窒素 

(注 3) 
非メタン 
炭化水素 

環境上 
の条件 

1 時間値の 1 日
平均値が
0.04ppm 以下で
あり、かつ、1
時間値が 0.1ppm
以下であるこ
と。 

1時間値の1日平
均値が 10ppm 以
下であり、かつ、
1時間値の8時間
平均値が 20ppm
以下であること。 

1時間値の1日平
均値が 0.10mg/m3

以下であり、か
つ、1 時間値が
0.20mg/m3 以下で
あること。 

1 時 間 値 が
0.06ppm以下であ
ること。 

1時間値の1日平
均値が 0.04ppm
から 0.06ppm ま
でのゾーン内又
はそれ以下であ
ること。 

光化学オキシダ
ントの日最高 1
時間値 0.06ppm
に対応する非メ
タン炭化水素の
濃度として、午前
6時から9時まで
の 3 時間平均値
が、0.20ppmCから
0.31ppmC の範囲
にあること。 

注 1) 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

注 2) 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化

性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。） をいう。 

注 3) 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針。 

注 4) 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 

出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号、最終改正：平成 8 年環境庁告示第 73 号） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号、最終改正：平成 8 年環境庁告示第 74 号） 

 

表 3.2-27 有害大気汚染物質（ベンゼン等）に係る環境基準 

物 質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

環境上 
の条件 

1 年平均値が 0.003mg/m3

以下であること。 
1 年平均値が 0.13mg/m3 以
下であること。 

1年平均値が0.2mg/m3以下
であること。 

1 年平均値が 0.15mg/m3以
下であること。 

出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」 

（平成 9 年環境庁告示第 4 号、最終改正：平成 30 年環境省告示第 100 号） 

 

表 3.2-28 微小粒子状物質に係る環境基準 

物 質 微小粒子状物質 

環境上の条件 1 年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3以下であること。 

注) 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合で分離できる分

粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

出典：「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号） 
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騒音 

｢騒音に係る環境基準｣は、表 3.2-29～表 3.2-30 に示すとおりである。事業実施想定区域及び

その周囲において、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号（平成 5 年 11 月 19 日公布）、最終改正：

令和 3 年法律第 36 号（令和 3年 5 月 19 日公布））に基づく｢騒音に係る環境基準｣における類型の

指定地域が存在する。事業実施想定区域の指定状況は図 3.2-17 に示すとおりであり、一部に「A」、

「B」、「C」の類型が指定されている。なお、この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業

騒音には適用しないものである。 

「幹線交通を担う道路に近接する空間における特例基準値」は、表 3.2-31 に示すとおりである。

なお、「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町

村道にあっては４車線以上の区間に限る。）等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」と

は、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲が特定されている。 

 

・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路  １５メートル 

・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル 

 

 

表 3.2-29 騒音に係る環境基準 
地域の 
類 型 

基準値 
広島市 

昼間(6:00～22:00) 夜間(22:00～6:00) 

A 

55dB 以下 45dB 以下 

第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居

専用地域又は第２種中高層住居専用地域の定めのある地域 

B 
第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域の定めのある地域及び

用途地域の定めのない地域(Ｃ類型に該当する地域を除く。) 

C 60dB 以下 50dB 以下 

近隣商業地域､商業地域､準工業地域､工業地域又は工業専用地域の定め

のある地域並びに佐伯区湯来町のうち大字下(字宇佐・字津伏及び字久

日市の地域に限る。）、大字伏谷(字今山(137 番地の 1 から 137 番地の 55

まで・145 番地・146 番地及び 149 番地の地域に限る。)及び字岡野原

(778 番地の 1 から 778 番地の 14 までの地域に限る。）に限る｡)の地域 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

出典：「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定」（平成 24 年（2012 年）3 月 30 日、広島市告示第 116 号） 

 
表 3.2-30 道路交通騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の区分 
基準値 

昼間(6:00～22:00) 夜間(22:00～6:00) 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB 以下 55dB 以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及び 
C 地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65dB 以下 60dB 以下 

注) 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分である。 

出典：「騒音・振動規制の概要 」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

 

表 3.2-31 幹線交通を担う道路に近接する空間における特例基準値 
基 準 値 

昼間(6:00～22:00) 夜間(22:00～6:00) 

70dB 以下 65dB 以下 

備 考 
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内
へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下)によることができる。 

出典：「騒音・振動規制の概要 」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 
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出典：「用途地域データ（令和元年）」（令

和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数

値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-17 環境基本法に基づく 

騒音に係る環境基準の 

類型の指定状況 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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水質汚濁 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準として、「人の健康の保護に関する環境基準」は表 

3.2-32 に示すとおりであり、全公共用水域について一律に定められている。 

河川における「生活環境の保全に関する環境基準」は、表 3.2-33 に示すとおりであり、事業

実施想定区域及びその周囲においては、安川が類型Ｂに指定されている。 

 

表 3.2-32 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域） 

昭和 46年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号 

最終改正 令和 3 年 10 月 7 日 環境省告示第 62 号 

項 目 水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備 考 

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界

を下回ることをいう。 

3.硝酸性・亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの

濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045

を乗じたものの和とする。 
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表 3.2-33 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 
昭和 46年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号 

最終改正 令和 3 年 10 月 7 日 環境省告示第 62 号 

ア 

類型 利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン濃度 

(pH) 

生物化学的酸

素要求量(BOD) 

浮遊物質量 

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌数 

AA 
水道 1 級・自然環境保全及び

A 以下の欄にかかげるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 25 mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

20CFU/100mL 

以下 

A 
水道 2 級・水産 1 級・水浴及

び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 25 mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

300CFU/ 

100mL 以下 

B 
水道 3 級・水産 2 級及び C 以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 25 mg/L 以下 5mg/L 以上 

1,000CFU/ 

100mL 以下 

C 
水産 3 級・工業用水 1 級及び

D 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 50 mg/L 以下 5mg/L 以上 - 

D 
工業用水 2 級・農業用水及び

E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 100 mg/L 以下 2mg/L 以上 - 

E 工業用水 3 級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと。 
2mg/L 以上 - 

備 考 

1.基準値は日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データ

をその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数

でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。 

2.農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

3.水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100

ＣＦＵ／100ml 以下とする。  

4.水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。  

5.大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養

し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

注 1) 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

注 2) 水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

注 3) 水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水生生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

注 4) 工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

注 5) 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
 
イ 

類型 水生生物の生息状況 

基準値 

全亜鉛 
ノニル 

フェノール 

直鎖アルキルベンゼンス

ルホン酸及びその塩(LAS) 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生

生物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.001mg/L 

以下 

0.03mg/L 

以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水

生生物の産卵場(養殖場)又は幼稚仔の生息場

として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.0006mg/L 

以下 

0.02mg/L 

以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.05mg/L 

以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄

に掲げる水生生物の産卵場(養殖場)又は幼稚

仔の生息場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 

以下 

0.002mg/L 

以下 

0.04mg/L 

以下 

備 考 

1.基準値は、年間平均値とする。 
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地下水 

「地下水に係る環境基準」は、表 3.2-34 に示すとおりである。 

 

表 3.2-34 地下水の水質汚濁に係る環境基準について 

平成 9 年 3 月 13 日 環境庁告示第 10 号 

最終改正 令和 3 年 10 月 7 日 環境省告示第 63 号 

項 目 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 0.002mg/L 以下 

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備 考 

1.環境基準は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2.「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界

を下回ることをいう。 

3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定さ

れた硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格Ｋ0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオ

ンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度と規格

K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 
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土壌汚染 

「土壌汚染に係る環境基準」は、表 3.2-35 に示すとおりである。 

表 3.2-35 土壌の汚染に係る環境基準 

平成 3 年 8 月 23 日  環境庁告示第 46 号最終改正 令和 2 年 4 月 2 日 環境省告示第 44号 

項 目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.003mg 以下であり、かつ、農用地においては、米 1 ㎏につ

き 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機りん 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、

土壌 1 ㎏につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る。）において、土壌 1 ㎏につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化

ビニルモノマー) 
検液 1L につき 0.002 mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備 考 

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては定められた方法により検液を作成し、これを用いて測定を行う

ものとする。 

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係

る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそ

れぞれ地下水 1L につき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合

には、それぞれ検液 1L につき 0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3.「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界

を下回ることをいう。 

4.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 

5. １，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と日

本産業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

注) 上記の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、

廃棄物の埋立地その他の上表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積し

ている施設に係る土壌については適用しない。  
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ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号

（平成 11 年 7月 16 日公布）、最終改正：令和 4 年法律 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））に基づ

き全国一律に定められており、表 3.2-36 に示す基準が定められている。 

 

表 3.2-36 ダイオキシン類に係る環境基準 

平成 11年 12 月 27 日 環境庁告示第 68 号 

最終改正 令和 4 年 6 月 17 日 環境省告示第 68 号 

物 質 環境上の条件 

大 気 0.6pg-TEQ/m3以下 

水 質(水底の底質を除く。) 1pg-TEQ/L 以下 

水底の底質 150pg-TEQ/g 以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/g 以下 

備 考 

1.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 
3.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ/g 以上の場

合（簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ/g 以上の場合)には、必
要な調査を実施することとする。 

注 1) 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所について

は適用しない。 

注 2) 水質の汚濁(水底の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。 

注 3) 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

注 4) 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係

る土壌については適用しない。 

 

  (b) 規制基準等 

大気汚染 

大気汚染防止法 

いおう酸化物の排出基準は、「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46 年厚生省・通商産業省令第

1 号（昭和 46 年 6月 22 日）、最終改正：令和 4年環境省令第 4号（令和 4年 3 月 3日））に基づ

き、排出基準（K 値）が定められており、事業実施想定区域及びその周囲の K 値は 7.0 である。 

また、ばいじん、有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」(昭和 43 年法律第

97 号（昭和 43 年 6月 10 日公布）、最終改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布）)

に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められている。本事業ではそれらが適用

されるばい煙発生施設の設置は想定していない。 
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大気汚染防止法に基づく石綿規制 

解体等工事に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一

部を改正する法律」が令和 2年 6月 5 日に、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等

が令和 2 年 10 月 7日に公布された。改正法は令和 3 年 4月 1 日から順次施行されている。主な

変更点として、対象建材の拡大や作業基準・罰則の拡大等である。特定建築材料として、石綿含

有吹付け材(耐火建物、ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等)、石綿含有保温材、その他の石綿

含有建材などがあるが、本事業においては特定建築材料を使用した建物等の解体は想定してい

ない。 

 

騒 音 

「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号（昭和 43 年 6月 10 日公布），最終改正：令和 4年法律

第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））、「広島県生活環境の保全等に関する条例」（平成 15 年広島

県条例第 35 号（平成 15 年 10 月 7 日公布）、最終改正：平成 31 年条例第 7 号（平成 31 年 3 月 8

日公布））に基づき、特定工場等及び特定作業場において発生する騒音の規制基準、特定建設作業

に伴って発生する騒音の規制に関する基準及び自動車交通騒音の要請限度が定められている。騒

音に関する規制基準は表 3.2-37～表 3.2-42 に示すとおりである。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲は、「第 1 種低層住居専用地域」及び「第 2 種低層住居専

用地域」等が存在することから、騒音指定地域の第 1 種区域であり a区域が含まれる。 

 

表 3.2-37 騒音規制法に基づく地域指定及び県条例による規制地域指定状況 

市町村 第 1 種区域 第 2 種区域 第 3 種区域 第 4 種区域 

広島市 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 

工業地域 
工業専用地域 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 
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表 3.2-38 騒音規制法に基づく騒音特定工場等の規制区域及び規制基準 

区域の区分 
時間の 

区分 

許容限度(dB) 
備考 

県告示 市告示 

第 1 種区域 

昼 間 50 50 第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
田園住居地域 朝・夕 45 45 

夜 間 45 45 

第 2 種区域 

昼 間 55 55 第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 

朝・夕 50 50 

夜 間 45 45 

第 3 種区域 

昼 間 65 60 近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 朝・夕 65 60 

夜 間 55 50 

第 4 種区域 

昼 間 70 70 工業地域 
工業専用地域 

朝・夕 70 70 

夜 間 65 60 

注) 昼間：午前 8 時から午後 6 時まで 

朝 ：午前 6 時から午前 8 時まで 

夕 ：午後 6 時から午後 10 時まで 

夜間：午後 10 時から午前 6 時まで 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

「騒音・振動防止の手引き（工場・事業場編）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、広島市 HP 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kankyohozen/13323.html） 

 

  

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kankyohozen/13323.html
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表 3.2-39(1) 騒音に係る特定施設（法施行令別表第 1） 

昭和 43 年 11 月 27 日 政令第 324 号 

最終改正 令和 3 年 12 月 24 日 政令第 346 号 
1 金属加工機械 

  イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が 22.5kw 以上のものに限る。) 

  ロ 製管機械 

  ハ ベンディングマシーン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 3.75kw 以上のものに限る。) 

  ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) 

  ホ 機械プレス(呼び加圧能力が 294 キロニュートン以上のものに限る。) 

  ヘ せん断機(原動機の定格出力が 3.75kw 以上のものに限る。) 

  ト 鍛造機 

  チ ワイヤーフォーミングマシン 

  リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) 

  ヌ タンブラー 

  ル 切断機(条例名称：高速度切断機)(と石を用いるものに限る。) 

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。) 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。) 

4 織機(原動機を用いるものに限る。) 

5 建設用資材製造機械 

  イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が 0.45m3以上のものに限

る。) 

  ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が 200kg 以上のものに限る。) 

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。) 

7 木材加工機械 

  イ ドラムバッカー 

  ロ チッパー(原動機の定格出力が 2.25kw 以上のものに限る。) 

  ハ 砕木機 

  ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15kw 以上のもの、木工用のものにあっては原動機

の定格出力が 2.25kw 以上のものに限る。) 

  ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ。) 

  ヘ かんな盤(原動機の定格出力が 2.25kw 以上のものに限る。) 

8 抄紙機 

9 印刷機(原動機を用いるものに限る。) 

10 合成樹脂用射出成形機 

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) 
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表 3.2-39(2) 騒音に係る特定施設（広島県条例施行規則別表 10） 

平成 15 年 10 月 7 日 規則第 69 号 

最終改正 令和 3 年 7 月 30 日 規則第 78 号 
1 金属加工機械 

  イ やすり目立機(すべての施設) 

  ロ 旋盤(定格出力が 3.75kw 以上のものに限る。) 

  ハ 型削盤(定格出力が 3.75kw 以上のものに限る。) 

  ニ 平削盤(定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。) 

  ホ 金属研磨機(移動式のものを除く。)(すべての施設) 

 ヘ 高速度切断機(と石を用いるものを除く。) 

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が 7.5kw 未満、3.75kw 以上のものに限る。) 

3 コンクリートブロックマシン(すべての施設) 

4 木材加工機械 

  イ 帯のこ盤(木工用のものであり原動機の定格出力が 2.25kw 未満、0.75kw 以上のものに限る。) 

  ロ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ。) 

  ハ かんな盤(原動機の定格出力が 2.25kw 未満、0.75kw 以上のものに限る。) 

5 ダイカストマシン(すべての施設) 

6 オシレートコンベア(すべての施設) 

7 電動発電機(すべての施設) 

 

表 3.2-40 騒音に係る特定建設作業 

特定建設作業の種類 
敷地境界
における
大きさ 

作業時間 
1 日の作業
時間長 

作業期間 作業日 

くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使
用する作業 

85dB 

第 1 号区域 
午後 7 時から翌日
午前 7 時まで行わ
れないこと 
 
第 2 号区域 
午後 10 時から翌
日午前 6 時まで行
われないこと 

第 1 号区域 
10 時間を超
えないこと 
 
第 2 号区域 
14 時間を超
えないこと 

連続して
6 日を超
えないこ
と 

日曜日そ
の他の休
日には行
わないこ
と 

びょう打機を使用する作業 

さく岩機を使用する作業 

空気圧縮機を使用する作業 
(さく岩機の動力として使用 する作業を除
く) 

コンクリートプラント又はアスファルトプラ
ントを設けて行う作業 

バックホウを使用する作業 

トラクターショベルを使用する作業 

ブルドーザーを使用する作業 

注) 騒音の測定は､建設作業の敷地境界線において行う。 

出典：「特定建設作業のしおり」（令和 5 年（2023 年）5 月、広島市） 

「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

 

表 3.2-41 区域の区分 
区域の区分 指定状況 

第 1 号区域 

特定工場等の騒音の規制区域のうち，第１種区域，第２種区域及び第３種区域に属する区域並びに

第４種区域に属する区域であって，学校，幼保連携認定型こども園，保育所，病院，診療所(患者

を入院させるための施設を有するもの），図書館，特別養護老人ホームの敷地の周囲８０メートル

の区域をいう。 

第 2 号区域 特定工場等の騒音の規制区域のうち第１号区域以外の区域をいう。 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 
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表 3.2-42 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

区域の区分 当てはめる地域 車線等 昼間(6:00～22:00) 夜間(22:00～6:00) 

a 区域 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 

田園住居地域 

第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 

1 車線道路 65 dB 55 dB 

2 車線以上道路 70 dB 65 dB 

b 区域 

第一種住居地域 
第二種住居地域 

準住居地域 

1 車線道路 65 dB 55 dB 

2 車線以上道路 75 dB 70 dB 

c 区域 

近隣商業地域 
商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

車線を有する道路 

幹線道路近接区域 
75 dB 70 dB 

注 1) 騒音の測定は、原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する 7 日間のうち代表すると認

められる 3 日間について行う。 

注 2) 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに 3 日間の全時間を通じてエネルギー平均した値とする。 

注 3) 原則として日本工業規格 Z8731 に定める騒音レベルの測定方法とし、建築物による無視できない販社の影響を避

けうる位置で測定する（避けられない場合は補正）。 

注 4) 「幹線道路近接区域」とは、幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の場合は道路の敷地境界線から１

５m，２車線を超える場合は２０ｍまでの範囲）を指す。 

注 5) 「幹線道路を担う道路」とは、道路法第３条に規定する高速自動車国道，一般国道，都道府県道及び市町村道

（市町村道にあっては，４車線以上の区間に限る），一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第

１号に定める自動車専用道路をいう。 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

 

振 動 

「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号（昭和 51 年 6 月 10 日公布）、最終改正：令和 4 年法律

第 68 号（令和 4年 6月 17 日公布））では、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準、

特定建設作業に伴って発生する振動に関する規制基準及び道路交通振動の要請限度が定められて

いる。振動の規制に関する基準は、表 3.2-43～表 3.2-47 に示すとおりである。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲の指定状況は、図 3.2-18 に示すとおり「第 1 種区域」及

び「第 2 種区域」に該当する。 

 

表 3.2-43 振動特定工場等の規制区域及び規制基準 

区域の区分 昼間(7:00～19:00) 夜間(19:00～7:00) 

第 1 種区域 60dB 55dB 

第 2 種区域 65dB 60dB 

注 1) 第 1 種区域：騒音規制地域の区域の区分が第１種区域及び第２種区域に属する区域の範囲 

 第 2 種区域：騒音規制地域の区域の区分が第３種区域及び第４種区域（工業専用地域を除く｡) に属する区域の範囲 

注 2) 振動の測定は､特定工場の敷地境界線において行う。 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 
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表 3.2-44 振動規制法に基づく特定施設（法施行令別表第 1） 

昭和 51 年 10 月 22 日 政令第 280 号 

最終改正 令和 3 年 12 月 24 日 政令第 346 号 
1 金属加工機械 

  イ 液圧プレス(矯正プレスを除く)(すべての施設) 

  ロ 機械プレス(すべての施設) 

  ハ せん断機(定格出力が 1kw 以上のものに限る。) 

  ニ 鍛造機(すべての施設) 

  ホ ワイヤーフォーミングマシン(定格出力が 37.5kw 以上のものに限る。) 

2 圧縮機(原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。) 

3 土石用又は鉱物用の破砕機､摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。) 

4 織機(原動機を用いるものに限る。)(すべての施設) 

5 イ コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が 2.95kW 以上のものに限る。) 

 ロ コンクリート管製造機械(原動機の定格出力の合計が 10kW 以上のものに限る。) 

 ハ コンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が 10kW 以上のものに限る。) 

6 イ ドラムバーカー(すべての施設) 

  ロ チッパー(原動機の定格出力が 2.2kw 以上のものに限る。) 

7 印刷機械(原動機の定格出力が 2.2kw 以上のものに限る。) 

8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が 30kw 以上のものに
限る。) 

9 合成樹脂用射出成形機(すべての施設) 

10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) (すべての施設) 

 

表 3.2-45 特定建設作業振動の規制基準 

特定建設 
作業の区分 

振動の 
許容限度 

禁止される 
作業時間 

1 日の作業の 
許容時間 

連続作業
の 

許容時間 

休日作業の 
禁止 

くい打機くい抜機くい打
くい抜機の使用作業 

75dB 

第１号区域 
午後７時から翌日
の午前７時まで  

 
第２号区域 

午後 10 時から翌
日の午前６時まで 

第 1 号区域 
10 時間 

 
第 2 号区域 
14 時間 

6 日以内 
日曜日その他の休日
には行わないこと 

剛球の使用作業 
舗装版破砕機の使用作業 

ブレーカーの使用作業 

注) 振動の測定は､建設作業の敷地境界線において行う。 

出典：「特定建設作業のしおり」（令和 5 年（2023 年）5 月、広島市） 

「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 

 

表 3.2-46 区域の区分 
区域の区分 指定状況 

第 1 号区域 

特定工場等の騒音の規制区域のうち，第１種区域，第２種区域及び第３種区域に属する区域並びに

第４種区域に属する区域であって，学校，幼保連携認定型こども園，保育所，病院，診療所(患者

を入院させるための施設を有するもの），図書館，特別養護老人ホームの敷地の周囲８０メートル

の区域をいう。 

第 2 号区域 特定工場等の騒音の規制区域のうち第１号区域以外の区域をいう。 

出典：「騒音・振動規制の概要」（令和 2 年（2020 年）12 月、広島県環境県民局環境保全課） 
 

 

表 3.2-47 道路交通振動の要請限度 

区域の区分 昼間(7:00～19:00) 夜間(19:00～7:00) 

第 1 種区域 65dB 60dB 

第 2 種区域 70dB 65dB 

注) 振動の測定は､道路の敷地境界線において行う｡ 

出典：「振動規制法施行規則（昭和 51 年総理府令第 58 号（昭和 51年 11 月 10 日交付）、 

最終改正 令和 3 年環境省令第 3 号（令和 3 年 3 月 25 日交付）） 
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出典：「用途地域データ（令和元年）」（令和5

年（2023 年）3月閲覧、国土数値情報ダ

ウンロードサービスHP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-18 振動規制法に基づく 

区域の指定状況 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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水質汚濁 

「水質汚濁防止法」(昭和 45 年法律第 138 号（昭和 45 年 12 月 25 日公布）、最終改正：令和 4

年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布）)では、国民の健康の保護や生活環境の保全を図るた

め、工場や事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制して

いる。 

そのうち、工場及び事業場からの排出水については、「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理

府令第 35 号（昭和 46 年 6 月 21 日公布）、最終改正：令和 4 年環境省令第 17 号（令和 4 年 5 月

17 日公布））に基づく排水基準が定められており、その内容は、表 3.2-48 及び表 3.2-49 に示す

とおりである。生活環境項目に係る排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3以上で

ある特定事業場からの排出水についてのみ適用される。検定方法は「水質汚濁防止法施行規則第

6 条の 2 の規定に基づき環境大臣が定める検定方法」（平成元年環境庁告示第 39 号（平成元年 8

月 21 日公布）、最終改正：令和 2年環境省告示第 35 号（令和 2年 3月 30 日公布））に示される。 

また、「水質汚濁防止法」並びに「広島県生活環境の保全等に関する条例」（平成 15 年広島県条

例第 35 号（平成 15 年 10 月 7 日公布）、最終改正：平成 31 年条例第 7号（平成 31 年 3月 8日公

布））、「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を定める条例」（昭和 46 年広島県

条例第 69 号（昭和 46 年 12 月 24 日公布）、最終改正：平成 21 年広島県条例第 35 号（平成 21 年

7 月 6日公布））により、生活環境項目については上乗せ排水基準（表 3.2-50 参照）が設定され

ているが、本事業は該当法並びに各条例に基づく規制対象事業に該当しない。 
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表 3.2-48 水質汚濁防止法に基づく排水基準（有害物質） 

昭和 46 年 6月 21 日 昭和 46年総理府令第 35 号 

最終改正 令和 4 年 5 月 17 日 環境省令第 17 号 

一律排水基準 
地下浸透基準 

種類又は項目 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.03mg/L 0.001mg/L 

シアン化合物 1mg/L 0.1mg/L 

有機りん化合物 1mg/L 0.1mg/L 

鉛及びその化合物 0.1mg/L 0.005mg/L 

六価クロム化合物 0.5mg/L 0.04mg/L 

砒素及びその化合物 0.1mg/L 0.005mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 0.0005mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005mg/L 

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 0.0005mg/L 

トリクロロエチレン 0.1mg/L 0.002mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1mg/L 0.0005mg/L 

ジクロロメタン 0.2mg/L 0.002mg/L 

四塩化炭素 0.02mg/L 0.0002mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 0.0004mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 0.002mg/L 

1,2-ジクロロエチレン シス体 0.4mg/L 
シス体 0.004mg/L、 

トランス体 0.004mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 0.0005mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 0.0006mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 0.0002mg/L 

チウラム 0.06mg/L 0.0006mg/L 

シマジン 0.03mg/L 0.0003mg/L 

チオベンカルブ 0.2mg/L 0.002mg/L 

ベンゼン 0.1mg/L 0.001mg/L 

セレン及びその化合物 0.1mg/L 0.002mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域 230mg/L、 

その他 10mg/L 
0.2mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域 15mg/L、 

その他 8mg/L 
0.2mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝

酸化合物(アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝

酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量) 

100mg/L 

アンモニア性窒素：0.7mg/L 

亜硝酸性窒素：0.2mg/L 

硝酸性窒素：0.2mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5mg/L 0.005mg/L 

塩化ビニルモノマー - 0.0002mg/L 

備 考 

1.「検出されないこと。」とは、第２条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合に

おいて、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2.砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23 年法律第

125 号、最終改正：平成 23 年 8 月 30 日号外法律第 105 号）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用

する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 
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表 3.2-49 水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他項目） 

昭和 46 年 6月 21 日 昭和 46年総理府令第 35 号 

最終改正 令和 4 年 5 月 17 日 環境省令第 17 号 

種類又は項目 

許容限度[mg/L] 

第 1 種水域 第 2 種水域 第 3 種水域 
第 4 種水域 

河川等 湖沼 河川等 湖沼 河川等 湖沼 

生
活
環
境
項
目 

水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6 5.5～9.0 

生物化学的酸素要求量(BOD) 90(70)  160(120)  160(120)   

化学的酸素要求量(COD)  50(40)  85(65)  120(90) 130(100) 

浮遊物質(SS) 90(70) 90(70) 200(150) 200(150) 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

動植物油脂類 8 8 20 20 

鉱油類 5 

フェノール類含有量 5 

銅含有量 3 

亜鉛含有量 2 

溶解性鉄含有量 10 

溶解性マンガン含有量 10 

クロム含有量 2 

大腸菌群数［個/cm3］ (3,000) 

温度、外観、透視度及び臭気 排出先の公共用水域に著しい変化を与えない程度 

備 考 

1.（）内は日間平均値である。 

2.「河川等」とは、海域及び湖沼以外の公共用水域をいう。 

3 この表に掲げる排水基準は，日平均排水量 50ｍ３以上の特定事業場について適用する｡ただし，「シアン又はクロムを

使用するもの」及び「と畜業，食鶏処理業又は廃油再生業に属するもの」については，日平均排水量 30ｍ３以上の特

定事業場について適用する｡ 

4.亜鉛含有量については，業種により暫定排水基準がある。 

5.クロム含有量については，排水量に関係なく適用する。 

6.上乗せ基準を適用する水域区分については，第１種水域から第４種水域及び呉水域の５水域であり，表 3.2-50 のと

おりである。 

注) 許容限度の数値は、水素イオン濃度については表に示した数値を含む範囲内、その他の項目については表に示した

数値以下を許容限度とする。 

出典：「水質規制のしおり」（令和 5 年（2023 年）3 月、広島県） 

 

表 3.2-50 生活環境項目の上乗せ排水基準 

区域 範囲 

瀬戸内海水域及

び特定湖沼 

本庄ダム貯水池（本庄貯水池）、御調ダム貯水池（青竜湖）、新成羽川ダム貯水池（備中湖）、魚切

ダム貯水池（窓竜湖）、南原ダム貯水池（南原貯水池）、明神ダム貯水池（明神貯水池）、下部ダム

貯水池、上部ダム貯水池、野呂川ダム貯水池（野呂峡やすらぎ湖）、本庄ダム貯水池（本庄貯水

池）、柳迫ダム貯水池、大山下池、奥山池、栗原ダム貯水池（門田水源地）、奈良池、久山田ダム

貯水池（久山田水源池）、竜泉寺ダム貯水池、岩谷ダム貯水池、内浦ダム貯水池、大浦第一ダム貯

水池、大浦第二ダム貯水池、釜谷ダム貯水池、熊野ダム貯水池（熊野貯水池）、新道ダム貯水池、

服部大池、八日谷ダム貯水池（八日谷貯水池） 

呉水域 

呉市と安芸郡坂町の境界である陸岸の地点から同市仁方町と同市川尻町の境界である陸岸の地点

に至る陸岸の地先海域並びに同海域に直接流入する河川（ＪＲ呉線二河川橋梁から上流の二河川

及び同呉線西大川橋梁から上流の黒瀬川を除く。）及びこれに接続する公共用水域をいう。 

瀬戸内海水域 

広島市、廿日市市、大竹市、安芸太田町、北広島町の一部、東広島市、呉市、竹原市、三原市、

世羅町の一部、尾道市、府中市、福山市、神石高原町、庄原市の一部、安芸高田市の一部、府中

町、海田町、坂町、熊野町、江田島町、大崎上島町 

下水道排水区間 
工場又は事業場が下水道法第 2 条第 7 号に規定する排水区域内に所在する場合、当該公共下水道

に設置される終末処理場に係る放流水の水質基準が上乗せ排水基準となる。 

出典：「水質規制のしおり」（令和 5 年（2023 年）3 月、広島県） 
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悪 臭 

「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号（昭和 46 年 6 月 1 日公布）、最終改正：令和 4 年法律

第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））では、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的として特

定悪臭物質の規制基準や臭気指数の許容限度が定められている。広島市では、表 3.2-51 に示す

とおり臭気指数の許容限度のみ定められている。 

 

表 3.2-51 (1) 悪臭防止法に基づく規制地域 

市町村 地域の範囲 規制の区分 

広島市 全域 臭気指数規制 

    出典：「悪臭規制について」（令和元年（2019 年）10 月、広島市） 

 

表 3.2-51 (2)  臭気指数基準 

区域の区分 
許容限度 

(臭気指数) 

広
島
市 

第 1 種区域 

都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する第一種低層住居専用地域，第二種低

層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住居専用地域，第

一種住居地域，第二種住居地域及び準住居地域の定めのある地域 

10 

第 2 種区域 

都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する近隣商業地域，商業地域及び準工業

地域の定めのある地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域であっ

て第 3 種区域に該当する区域を除く区域  

13 

第 3 種区域 
都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する工業地域及び工業専用地域の定めの

ある地域並びに都市計画法第 5 条に規定する都市計画区域の定めのない地域 
15 

出典：「悪臭規制について」（令和元年（2019 年）10 月、広島市） 
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土壌汚染 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号（平成 14 年 5月 29 日公布）、改正令和 4年法律第

68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））における指定区域の指定に係る特定有害物質とその指定基準は

表 3.2-52 に示すとおりである。なお、事業実施想定区域及びその周囲は、指定区域に該当しな

い。 

 

表 3.2-52 特定有害物質と指定基準 

分類 特定有害物質 
土壌溶出量基準 土壌含有量基準 

(mg/L 以下) (mg/kg 以下) 

第
１
種
特
定
有
害
物
質 

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
） 

クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 0.002 － 

四塩化炭素 0.002 － 

1,2-ジクロロエタン 0.004 － 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 － 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 － 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 － 

ジクロロメタン 0.02 － 

テトラクロロエチレン 0.01 － 

1,1,1-トリクロロエタン 1 － 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 － 

トリクロロエチレン 0.01 － 

ベンゼン 0.01 － 

第
２
種
特
定
有
害
物
質 

（
重
金
属
等
） 

カドミウム及びその化合物 0.003 45 

六価クロム化合物 0.05 250 

シアン化物 検出されないこと 遊離シアン 50 

水銀及びその化合物 0.0005 15 

アルキル水銀 検出されないこと － 

セレン及びその化合物 0.01 150 

鉛及びその化合物 0.01 150 

砒素及びその化合物 0.01 150 

ふっ素及びその化合物 0.8 4000 

ほう素及びその化合物 1 4000 

第
３
種
特
定
有
害
物
質 

（
農
薬
等
） 

2-クロロ-4,6-ビス-1,3,5-トリアジン(シマジン) 0.003 － 

N,N-ジエチルチオカルバミン酸 S-4-クロロベンジル（チ

オベンカルブ） 
0.02 － 

テトラメチルチウラムジスルフィド(チウラム) 0.006 － 

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと － 

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチル

ジメトン、EPN に限る。) 
検出されないこと － 

出典：「特定有害物質及び指定基準」（令和 5 年（2023 年）3月閲覧、広島県 HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e5-dojo-index-kaisei.html） 
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地盤沈下 

広島県においては、「工業用水法」（昭和 31 年法律第 146 号（昭和 31 年 6 月 11 日公布）、最終

改正：令和 4 年法律第 68 号（令和 4 年 6 月 17 日公布））に基づき、地下水採取の規制に関する

指定地域が定められている。また、「令和 2 年度 全国の地盤沈下地域の概況」（令和 4 年（2022

年）3 月、環境省 水・大気環境局）によると、事業実施想定区域及びその周囲は、指定地域は

分布しない。 

 (23) その他環境保全計画等 
  (a) 第 5 次広島県環境基本計画 

広島県では、「広島県環境基本条例」を平成 7 年（1995 年）3 月に制定し、平成 9 年（1997 年）

3 月には「広島県環境基本計画」を策定した。以来、社会情勢の変化等に合わせて見直しを行い、

令和 3年（2021 年）3 月に「第 5 次広島県環境基本計画」が策定された。 

昨今、環境を取り巻く情勢は、持続可能な開発目標（SDGs）への取組、温室効果ガス排出量の実

質ゼロを目指す「ネット・ゼロカーボン社会」の実現に向けた対応、自然災害リスク増幅が懸念さ

れる気候変動への適応、プラスチックごみによる海洋汚染への対策など、世界や国内で目まぐる

しく変化しており、広島県においても新たな環境課題等に対し積極的に取り組むことが求められ

ている。このような社会情勢の変化に適切に対応し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を実

現するため、そして、広島県の新たな総合計画を環境分野から推進するため、第 5次広島県環境基

本計画が策定された。 

 第 4 次広島県環境基本計画策定後から現在、そして今後想定される社会情勢や環境の変化を把

握し、今後の環境政策への影響を検討した上で、計画の新たな視点・ポイントとして表 3.2-53 に

示す 3つを掲げている。施策体系は表 3.2-54 に示すとおりである。 

表 3.2-53 計画の新たな視点・ポイント 

計画の新たな視点・ポイント 

1 SDGs の考え方に基づく施策の推進 

2 地球温暖化対策の推進 

3 プラスチックごみの海洋流出防止対策 

出典：「第 5 次広島県環境基本計画」（令和 3 年（2021 年）3 月、広島県） 

表 3.2-54 施策体系 

ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の 

推進 

地域環境の保全 

 １ 良好な大気環境の確保 

 １ 省エネルギー対策等の推進   (1) 大気質の保全 

  (1) 二酸化炭素排出量の削減対策の推進   (2) 騒音・振動・悪臭の防止 

  (2) その他の温室効果ガス削減対策の推進  ２ 健全な水環境の保全・管理 

 ２ 再生可能エネルギーの導入促進  ３ 化学物質による健康リスクの低減・土壌環境の保全 

 ３ カーボンサイクルの推進  ４ プラスチックごみの海洋流出防止対策 

  (1) 広島型カーボンサイクル構築に向けた取組の推進  ５ 地域環境の維持・向上 

  (2) 森林吸収源対策の推進   (1) 総合的な環境保全対策の推進 

 ４ 気候変動を見据えた適応策の推進   (2) 身近な緑地環境と優れた景観の保全・創造 

循環型社会の実現 自然環境と生物多様性の保全 

 1 資源循環サイクルを拡大させた社会づくり  １ 自然資源の持続可能な利用 

  (1) 一般廃棄物の徹底的な資源循環  ２ 生態系の健全な維持管理 

  (2) 産業廃棄物の徹底的な資源循環 環境負荷の少ない社会を支える人づくり・仕組みづくり 

 ２ 適正かつ効率的・安定的な廃棄物処理を支える 

社会づくり 

 １ 環境学習・自主的な環境活動等の推進 

   ２ 環境関連産業の振興 

  (1) 一般廃棄物の適正かつ効率的な処理  ３ 環境配慮の仕組みづくり 

  (2) 産業廃棄物の適正処理   (1) 事業者等による環境に配慮した取組の推進 

  (3) 廃棄物不法投棄防止対策   (2) 県自らの率先行動 

出典：「第 5 次広島県環境基本計画」（令和 3 年（2021 年）3 月、広島県） 
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  (b) 広島市総合計画（広島市基本構想/第 6次広島市基本計画（2020 年-2030 年） 

広島市では、「国際平和文化都市」を都市像として掲げ、「世界に輝く平和のまち」、「国際的に

開かれた活力のあるまち」、「文化が息づき豊かな人間性を育むまち」をまちづくりの 3つの柱と

した「広島市総合計画」を令和 3 年（2021 年）3 月に策定した。また、これからのまちづくりに

おける 7 つの大きな課題を挙げ、課題を乗り越えるためのコンセプトとして「持続可能なまちづ

くり」を掲げている。 

 

  (c) 第 3 次広島市環境基本計画 

広島市では、平成 28 年（2016 年）3 月に「第 2次広島市環境基本計画」（以下、「前計画」とい

う）を策定し、広島市の環境の保全及び創造において目指すべき都市の姿（環境像）を「将来に

わたって、豊かな水と緑に恵まれ、かつ、快適な都市生活を享受することができるまち」として

掲げた。環境像の実現に向けた基本目標を四つの環境区分（自然環境、都市環境、生活環境、地

球環境）ごとに設定し、様々な施策を推進することで、一定の成果を挙げてきた。 

近年、様々な環境問題が頻発する中で、第 3次広島市環境基本計画では、前計画の環境像であ

る「将来にわたって、豊かな水と緑に恵まれ、かつ、快適な都市生活を享受することができるま

ち」を踏襲し、環境区分ごとに基本目標を立て施策の方針を定めている（表 3.2-55 参照）。 

 

表 3.2-55 広島市環境像 

環境像 環境区分 基本目標 施策の方針 

将来にわたっ

て、豊かな水と

緑に恵まれ、か

つ、快適な都市

生活を享受する

ことができるま

ち 

自然環境 豊かな自然環境の保全 

～自然との共生～ 

・健全な水循環の確保 

・緑の保全 

・生物の多様性の確保 

・自然との触れ合いの推進 

都市環境 自然と調和した快適な 

都市環境の創造 

～都市の持続可能な発展～ 

・水と緑を活かした潤いのあるまちづくり

の推進 

・自然と調和した美しく品のある都市景観

の創出 

・環境への負荷の少ない交通体系等の整備 

・まちづくりにおける環境の保全等につい

ての配慮 

生活環境 健全で快適な生活環境の保全 

～循環型社会の形成～ 

・大気環境の保全 

・水環境・土壌環境の保全 

・有害化学物質等の対策の推進 

・騒音・振動の防止 

・ゼロエミッションシティ広島の推進 

・プラスチックごみ対策の推進 

地球環境 地球環境の保全への貢献 

～脱炭素社会の構築～ 

・地球温暖化対策（緩和策と適応策） 

・オゾン層の保護 

・酸性雨の防止 

出典：「第 3 次広島市環境基本計画」(令和 3 年（2021 年）3月、広島市) 
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表 3.2-56（1） 社会的状況の把握に用いた既存資料 

項目 概況 番号 資料名 発行年月 発行元 

人口及び
産業の状
況 

人口 
1 

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び
世帯数調査 

令和 5 年 3 月閲覧 総務省 

2 
国土数値情報 人口集中地区データ（平成
27 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

産業 3 令和 2 年国勢調査就業状態等基本集計 令和 4 年 5 月 総務省統計局 

4 令和 3 年市町村別農業産出額（推計） 令和 5 年 3 月 農林水産省 

5 2020 年農林業センサス 令和 3 年 12 月 農林水産省 

6 海面漁業生産統計調査 令和 2 年 3 月 農林水産省 

7 平成 28 年経済センサス－活動調査 平成 30 年 6 月 総務省統計局 

8 
令和3年経済センサス-活動調査 産業別集
計（製造業） 

令和 4 年 12 月 経済産業省 

土地利用
の状況 

土 地 利
用 

9 広島市統計書（令和 4 年度版） 令和 5 年 3 月 広島市 

10 
国土数値情報 土地利用詳細メッシュデー
タ（平成 28 年度） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

11 国土数値情報 農業地域データ（平成27年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

12 国土数値情報 森林地域データ（平成27年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

地歴の状
況 

地歴 
13 地図・空中写真閲覧サービス 令和 5 年 3 月閲覧 国土地理院 

河川、湖
沼及び海
域の利用
並びに地
下水の利
用の状況 

河 川 及
び 湖 沼
の利用 

14 令和 3 年度広島県の水道の現況 令和 5 年 3 月 
広島県健康福祉局
食品生活衛生課 

15 国土数値情報 河川データ（平成 20 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

16 
国土数値情報 上水道関連施設データ（平
成 24 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

地下水 
17 令和 3 年度広島県の水道の現況 令和 5 年 3 月閲覧 

広島県健康福祉局
食品生活衛生課 

18 水涯線（令和 4 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土地理院 

交通の状
況 

道路 
19 

令和 3 年度全国道路・街路交通情勢調査 
一般交通量調査結果 

令和 5 年 6 月 
全国道路・街路交
通情勢調査 

鉄道 
20 

アストラムライン各駅の 1 日平均ご利用者
（令和 3 年度） 

令和 5 年 3 月閲覧 
広島高速交通株式
会社 

21 
国土数値情報 駅別乗降客数データ（令和 3
年度） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

22 基盤地図情報 鉄道データ（令和 3 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

学校、病
院その他
の環境の
保全につ
いての配
慮が特に
必要な施
設の配置
の状況及
び住宅の
配置の概
況 

教 育 文
化施設 

23 広島市統計書（令和 4 年度版） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

24 国土数値情報 学校データ（令和 3 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

保 健 医
療施設 

25 広島市統計書（令和 4 年度版） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

文 化 施
設 

26 
国土数値情報 文化施設データ（平成 25 年
度） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

環 境 の
保 全 に
つ い て
の 配 慮
が 特 に
必 要 な
施設 

27 国土数値情報 医療機関データ（令和 2 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

28 国土数値情報 福祉施設データ（令和 3 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

29 国土数値情報 学校データ（令和 3 年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

30 医療機関を探す 令和 5 年 3 月閲覧 
救 急 医 療 NET 
HIROSHIMA 

下水道の
整備状況 

下水道 
31 広島県の下水道 2022 令和 5 年 3 月 

広島県土木建設局
都市環境整備課 

廃棄物の
状況 

一 般 廃
棄物 

32 
令和 2 年度環境省一般廃棄物処理実態調査
結果 

令和 4 年 4 月 環境省 

33 
国土数値情報 廃棄物処理施設データ（平
成 24 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

産 業 廃
棄物 

34 広島市産業廃棄物実態調査結果 令和元年 10 月 広島市 

35 
国土数値情報 廃棄物処理施設データ（平
成 24 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 
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表 3.2-56（2） 社会的状況の把握に用いた既存資料 

項目 概況 番号 資料名 発行年月 発行元 

環境の保
全を目的
として法
令等によ
り指定さ
れた地域
その他の
対象及び
当該対象
に係る規
制の内容
その他の
環境の保
全に関す
る施策の
内容 

土 利 用
計画 

36 広島市統計書（令和 4 年度版） 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

37 国土数値情報 都市地域データ（平成30年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

38 国土数値情報 用途地域データ（令和元年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

文 化 財
保護法 

39 文化財データベース 令和 5 年 3 月閲覧 文化庁 

40 
ホットライン教育ひろしま 広島県遺跡地
図 

令和 5 年 3 月閲覧 広島県教育委員会 

41 広島県の文化財 令和 5 年 3 月閲覧 広島県 

42 広島市の文化財 令和 5 年 3 月閲覧 広島市 

景観法 43 広島市景観計画 令和 4 年 1 月 広島市 

そ の 他
の 環 境
の 保 全
を 目 的
と し て
法 令 等
に 規 定
す る 区
域 等 の
状況 

44 国土数値情報 森林地域データ（平成27年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

45 
国土数値情報 土砂災害警戒区域データ
（令和 3 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

46 
国土数値情報 土砂災害危険箇所データ
（平成 22 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

47 
砂防関係指定地情報_砂防指定地_2022-05-
23」（令和 5 年（2023 年） 

令和 5 年 3 月閲覧 広島県 

公 害 関
係 法 令
等 

48 騒音・振動規制の概要 令和 2 年 12 月 
広島県環境県民局
環境保全課 

49 国土数値情報 用途地域データ（令和元年） 令和 5 年 3 月閲覧 国土交通省 

50 騒音・振動防止の手引き（工場・事業場編） 令和 2 年 12 月 広島市 

51 特定建設作業のしおり 令和 5 年 5 月 広島市 

52 水質規制のしおり 令和 5 年 3 月 広島県 

53 悪臭規制について 令和元年 10 月 広島市 

54 特定有害物質及び指定基準 令和 5 年 3 月 広島県 

55 令和 2 年度 全国の地盤沈下地域の概況 令和 4 年 3 月 
環境省 水・大気
環境局 

そ の 他
環 境 保
全 計 画
等 

56 第 5 次広島県環境基本計画 令和 3 年 3 月 広島県 

57 第 3 次広島市環境基本計画 令和 3 年 3 月 広島市 

58 広島市総合計画 令和 3 年 3 月 広島市 
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「第 12 版都市計画運用指針」（令和 4 年（2022 年）4 月、国土交通省）が設定する構想段階手

続における都市施設（道路）の都市計画にかかる都市計画評価基準は、下記に示すとおりである。 

第 12 版都市計画運用指針に基づき、本事業の特性等を勘案して「都市計画の一体性・総合性の

確保」、「自然的環境の整備又は保全」、「適切な規模及び必要な位置への配置」、「円滑な都市

活動の確保」及び「良好な都市環境の保持」に関する評価項目をそれぞれ選定する。 

 

都市施設（道路）の都市計画にかかる都市計画評価基準について 

①基本的考え方  

都市計画決定権者は、都市計画の構想段階評価を行うときは、都市計画法第 13 条の都市計画基

準及び本運用指針に照らし、評価の対象となる都市計画に係る都市施設等ごとに、以下をもとに、

適切な評価分野、評価項目を設定するものとする。  

②都市施設に関する評価分野等  

「都市計画の一体性・総合性の確保」、「自然的環境の整備又は保全」、「適切な規模及び必要

な位置への配置」、「円滑な都市活動の確保」及び「良好な都市環境の保持」を基本に評価分野を

設定し、対象地域の状況や当該都市施設の特性等に応じ、分野ごとに必要な評価項目を設定するも

のとする。 

※第 12 版 都市計画運用指針 関連箇所抜粋 
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評価項目の選定 

都市計画運用指針において、「都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的

な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために定められるものであり、この目的の実現に向

け、必要と考えられる事項の全てに配慮して、個々の都市計画が総体として定められるものでな

ければならない。また、定められる個々の都市計画の内容が、土地利用規制と都市施設の計画と

の連携等、一体のものとして効果を発揮しうるよう総合的に決められることが必要である。」と

されている。 

以上を踏まえ、都市計画の一体性、総合性の確保に関する評価項目について、事業特性等を勘

案し選定した。 

選定した評価項目と選定理由は、表 4.2-1 に示すとおりである。 

 

表 4.2-1 都市計画の一体性・総合性の確保に関する評価項目の選定 

評価項目 選定理由 

上位計画との整合性 
本事業と、その周辺における都市づくり等との一体性・総合性が

確保されている必要があるため、選定した。 

 

評価の方法 

選定した評価項目の評価方法は、表 4.2-2 に示すとおりである。 

 

表 4.2-2 都市計画の一体性・総合性の確保に関する評価の方法 

評価項目 評価方法 

上位計画との整合性 上位計画との一体性や整合性が図られているかを比較評価する。 
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評価項目の選定 

都市計画運用指針では、自然的環境の整備又は保全の意義について、「近年では、都市部にお

ける貴重な緑地等の減少や都市住民の環境保全に対する意識の高まりに対応し、都市計画におい

て緑地等の自然的環境を整備又は保全する必要性が高まっている。このため、すべての都市計画

において自然的環境の整備（失われた自然的環境の復元を含む。）又は保全に配慮し、必要なも

のを公園等の都市施設又は緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域等の地域地区として決定

していくことが重要である。」と示している。 

これは主に、緑地、公園等の都市施設整備や、緑地保全に係る地域地区指定等について掲げて

いるもので、本施設は、緑地や地域地区指定に該当しないものの、周辺環境に対する十分な配慮

を行う必要性が高い施設である。 

以上を踏まえ、自然環境の整備又は保全に関する評価項目について、事業特性等を勘案し設定

する。 

選定した評価項目及び選定理由は、表 4.3-1 に示すとおりである。 

なお、評価項目の選定にあたっては、「道路環境影響評価の技術手法」（平成 25 年（2013

年）、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）（以下、「技術手法」

という）の考え方を参考にした。 
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表 4.3-1 自然的環境の整備又は保全に関する評価項目の選定 

影響要因の区分 

 

 

環境要素の区分 

土地又は工作物の 

存在及び供用 
選定理由 

道路の 

存在 

自動車の 

走行 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、予

測及び評価されるべ

き環境要素 

大気環境 

大気質  ○ 

事業実施想定区域及びその周辺には、集落・

市街地等が分布している。自動車の走行に伴

い、大気質への環境影響を及ぼすおそれがあ

ることから選定した。 

騒音  ○ 

事業実施想定区域及びその周辺には、集落・

市街地等が分布している。自動車の走行に伴

い、騒音の影響が生じるおそれがあることか

ら選定した。 

振動  〇 

事業実施想定区域及びその周辺には、集落・

市街地等が分布している。自動車の走行に伴

い、振動の影響が生じるおそれがあることか

ら選定した。 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価され

るべき環境要素 

動物 ○  

事業実施想定区域及びその周辺には、重要な

種の生息地等が分布している。道路の存在に

伴い、動物への環境影響を及ぼすおそれがあ

ることから選定した。 

植物 ○  

事業実施想定区域及びその周辺には、重要な

種の生育地等が分布している。道路の存在に

伴い、植物への環境影響を及ぼすおそれがあ

ることから選定した。 

生態系 ○  

事業実施想定区域及びその周辺には、生態系

の保全上重要かつまとまって存在する自然環

境が分布している。道路の存在に伴い、生態

系への環境影響を及ぼすおそれがあることか

ら選定した。 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及び

評価されるべき項目 

景観 ○  

事業実施想定区域及びその周辺には、景観資

源や主要な眺望点等が分布している。道路の

存在に伴い、景観への環境影響を及ぼすおそ

れがあることから選定した。 

人と自然との触れ合

いの活動の場 
○  

事業実施想定区域及びその周辺には、主要な

人と自然との触れ合いの活動の場が分布して

いる。道路の存在に伴い、人と自然との触れ

合いの活動の場への環境影響を及ぼすおそれ

があることから選定した。 

※計画段階配慮事項については、対象道路事業実施区域が決まる前の複数案の段階において、検討に必要な範囲内で調

査・予測・評価を行うものであり、工事の実施による影響が想定される大気環境（悪臭）、水環境（水質、底質、地

下水）、土壌環境（地形及び地質、地盤、土壌）、廃棄物、温室効果ガスについては、選定していない。今後の手続

において、適切に調査・予測・評価を実施する。 
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評価の方法 

選定した評価項目の評価方法は、表 4.3-2 に示すとおりである。 

 

表 4.3-2 自然的環境の整備又は保全に関する評価の手法 

計画段階配慮事項 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

自動車の走行によ

る大気質 

集落・市街地等の位置 

・集落・市街地注 1） 

・学校、病院その他の環境

の保全についての配慮が

特に必要な施設注 2） 

・騒音、振動に係る環境基

準の類型指定の状況注 3） 

既存資料 集落・市街地等の位置

と各ルート案との位置

関係を把握 

回避又は通過の状況

を整理・比較 

自動車の走行によ

る騒音 

自動車の走行によ

る振動 

道路の存在による

動物 

重要な種の生息地等 

・重要な動物種注 4） 

・注目すべき生息地注 5） 

既存資料 重要な種の生息地等の

位置と各ルート案との

位置関係を把握 

回避又は通過、分断の

状況を整理・比較 

道路の存在による

植物 

重要な種・群落の生育地等 

・重要な植物種注 6） 

既存資料 重要な種・群落の生育

地等の位置と各ルート

案との位置関係を把握 

回避又は通過、分断の

状況を整理・比較 

道路の存在による

生態系 

生態系の保全上重要であっ

て、まとまって存在する自

然環境 

・重要な自然環境のまとま

りの場（保安林注 7）） 

既存資料 生態系の保全上重要で

あってまとまって存在

する自然環境の位置と

各ルート案との位置関

係を把握 

回避又は通過、分断の

状況を整理・比較 

道路の存在による

景観 

重要な箇所 

・景観資源注 8） 

・主要な眺望点注 8） 

既存資料 景観資源及び主要な眺

望点の位置と各ルート

案との位置関係を把握 

回避又は通過、分断の

状況を整理・比較 

道路の存在による

人と自然との触れ

合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ合

いの活動の場注 9）の存在 

既存資料 主要な人と自然との触

れ合いの活動の場の位

置と各ルート案との位

置関係を把握 

回避又は通過、分断の

状況を整理・比較 

注 1) 集落・市街地は、「建築物の外周線（令和3年度）」（令和5年（2023年）3月閲覧、基盤地図情報ダウンロードサービス

HP）に基づき設定。 

注 2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設は、「学校データ（令和3年）」、「医療機関データ（令和2

年）」、「福祉施設データ（令和3年）」、「文化施設データ（平成25年度）」（令和5年（2023年）3月閲覧、国土数値情

報ダウンロードサービスHP）、「医療機関を探す」（令和5年（2023 年）3月閲覧、救急医療NET HIROSHIMA HP 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/）に基づき設定。 

注 3) 騒音に係る環境基準の類型指定の状況は、「用途地域データ（令和元年）（令和5年（2023 年）3月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービスHP）に基づき設定。また、振動規制法に係る道路交通振動の要請限度の区域の区分の状況は、「振動規制法

（昭和51年）（令和5年（2023年）3月閲覧）に基づき設定。 

注 4) 重要な動物種は、表 3.1-25 に示す選定基準に基づき設定。 

注 5) 注目すべき生息地は、表3.1-26 に示す選定基準に基づき設定。 

注 6) 重要な植物種は、表 3.1-35 に示す選定基準に基づき設定。 

注 7) 保安林は、「森林地域データ（平成27年）」（令和5年（2023年）3月閲覧、国土数値情報ダウンロードデータサービス）に

基づき設定。 

注 8) 景観資源及び主要な眺望点は、「広島市の美しい保存樹・保存樹林について」（令和5年（2023年）3月閲覧、広島市HP）、

「あさみなみ散策マップ ～伴ルート/奥畑ルート～」（平成26 年（2014年）2月改訂、広島市安佐南区役所 地域起こし推

進課）、「あさみなみ散策マップ ～大塚ルート～」（平成26年（2014 年）2月改訂、広島市安佐南区役所 地域起こし推進

課）、「あさみなみ散策マップ～高取・長楽寺ルート～」（平成27年（2015 年）3月改訂、広島市安佐南区役所地域起こし推

進課）、「沼田歴史散歩」（平成28年 11 月、沼田歴史散歩の会）、「広島広域公園エディオンスタジアム広島」（令和5年

（2023年）3月閲覧、広島市）、「ひろしま森巡りコース（武田山～火山～丸山～大茶臼山）」（令和5年（2022年）3月閲

覧、ひろしま森づくりコミュニティネットHP）、「全国観るなび」（令和5年（2022 年）3月閲覧、公益社団法人 日本観光

振興協会HP）に基づき設定。 

注 9) 人と自然との触れ合いの活動の場は、「あさみなみ散策マップ ～大塚ルート～」（平成26年（2014 年）2月改訂、広島市安

佐南区役所 地域起こし推進課）、「広島県の自然歩道」（令和5年（2022年）3月閲覧、広島市HP）、「ひろしま森巡りコ

ース（武田山～火山～丸山～大茶臼山）」（令和5年（2023年）3月閲覧、ひろしま森づくりコミュニティネット）に基づき

設定。 

 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenmintop/
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評価項目の選定 

都市計画法において、都市施設は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する

ために必要となる施設のことであり、「土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、

適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保

持するように定めること」とされている。 

以上を踏まえ、適切な規模及び必要な位置への配置に関する評価項目について、事業特性等を

勘案し設定する。 

選定した評価項目及び選定理由は、表 4.4-1 に示すとおりである。 

 

表 4.4-1 適切な規模及び必要な位置への配置に関する評価項目の選定 

評価項目 選定理由 

適切な道路の配置 
土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な道路

の配置にする必要があるため、選定した。 

用地取得に伴うリスク 
用地取得に伴い、事業費の増額や事業の遅れが発生する等のリスク

があり、可能な限り回避した配置が望ましいため、選定した。 

 

評価の方法 

選定した評価項目の評価方法は、表 4.4-2 に示すとおりである。 

 

表 4.4-2 適切な規模及び必要な位置への配置に関する評価の方法 

評価項目 評価方法 

適切な道路の配置 上位計画との一体性や整合性が図られているかを比較評価する。 

用地取得に伴うリスク 
事業実施想定区域から想定される道路の位置と民地の重なり具合

を比較評価する。 
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評価項目の選定 

都市施設である「道路」は、「円滑な都市活動の確保」のために必要不可欠な施設であり、施

設の立地自体が円滑な都市活動を向上させるものである。一方で、本事業の整備で道路網が変化

することにより、住民の都市活動への影響として、周辺道路の交通への影響を評価する必要があ

る。 

以上を踏まえ、円滑な都市活動の確保に関する評価項目について、事業特性等を勘案し設定す

る。 

選定した評価項目及び選定理由は、表 4.5-1 に示すとおりである。 

 

表 4.5-1 円滑な都市活動の確保に関する評価項目の選定 

評価項目 選定理由 

災害時のネットワークの向上 円滑な都市活動の確保に資することから、選定した。 

周辺道路の渋滞緩和 円滑な都市活動の確保に資することから、選定した。 

市街地への移動時間の短縮 円滑な都市活動の確保に資することから、選定した。 

交通事故の減少 円滑な都市活動の確保に資することから、選定した。 

 

評価の方法 

選定した評価項目の評価方法は、表 4.5-2 に示すとおりである。 

 

表 4.5-2 円滑な都市活動の確保に関する評価の方法 

評価項目 評価方法 

災害時のネットワークの向上 
本事業の実施により、災害時のネットワークの向上に資するか比較

評価する。 

周辺道路の渋滞緩和 
本事業の実施により、周辺道路の渋滞緩和に資するか比較評価す

る。 

市街地への移動時間の短縮 
本事業の実施により、市街地への移動時間の短縮に資するか比較評

価する。 

交通事故の減少 本事業の実施により、交通事故の減少に資するか比較評価する。 
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評価項目の選定 

都市施設である「道路」は、「良好な都市環境の保持」のために必要不可欠な施設であり、施

設の立地自体が良好な都市環境を保持する役割を果たすものである。一方で、周辺の都市環境へ

の影響について十分に配慮する必要がある。 

以上を踏まえ、良好な都市環境の保持に関する評価項目について、事業特性等を勘案し設定す

る。 

選定した評価項目及び選定理由は、表 4.6-1 に示すとおりである。 

 

表 4.6-1 良好な都市環境の保持に関する評価項目の選定 

評価項目 選定理由 

農業的土地利用への影響 
周辺の都市環境への影響について十分に配慮する必要があるため、

選定した。 

通過交通の排除 良好な都市環境の保持に資するため、選定した。 

 

評価の方法 

選定した評価項目の評価方法は、表 4.6-2 に示すとおりである。 

 

表 4.6-2 円滑な都市活動の確保に関する評価の方法 

評価項目 評価方法 

農業的土地利用への影響 本事業の実施による農地への影響を比較評価する。 

通過交通の排除 周辺道路における通過交通の排除に資するかを比較評価する。 
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構想段階手続における都市計画における評価結果一覧は、表 5.1 に示すとおりである。 

 

表 5.1（1） 構想段階手続における都市計画における評価結果一覧 

評価項目 ルート案① ルート案② 

上位計画

との整合

性 

山陽自動車道と直接接続することにより、

県北部方面との広域的な交通ネットワークの

充実強化が図られるため、上位計画である「広

島市総合計画」の内容に整合する。 

また、「広島市総合交通戦略」、「広島市都

市計画マスタープラン」にも位置付けられて

いることから、上位計画との一体性・整合性

が図られているものと評価する。 

山陽自動車道と五日市 IC を介して接続す

ることにより、県北部方面との広域的な交通

ネットワークの充実強化が図られるため、上

位計画である「広島市総合計画」の内容に整

合する。 

また、「広島市総合交通戦略」、「広島市都

市計画マスタープラン」にも位置付けられて

いることから、上位計画との一体性・整合性

が図られているものと評価する。 

いずれのルート案も上位計画との一体性・整合性が図られているものと評価する。 

大気質 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による大気質への影響が生じる可

能性があると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による大気質への影響が生じる可

能性があると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考え

られる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 

騒音 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等や環境基準類型 A、B 及び C

の指定地域が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による騒音への影響が生じる可能

性があると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等や環境基準類型 A、B 及び C

の指定地域が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による騒音への影響が生じる可能

性があると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考え

られる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 

振動 予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。また、予測地

域の一部が第 1 種区域及び第 2 種区域に該当

する。 

このため、これらの施設や住宅等では自動

車の走行による振動の影響が生じる可能性が

あると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。また、予測地

域の半分以上が第 1 種区域及び第 2 種区域に

該当する。 

このため、これらの施設や住宅等では自動

車の走行による振動の影響が生じる可能性が

あると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考え

られる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 
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表 5.1（2） 構想段階手続における都市計画における評価結果一覧 

評価項目 ルート案① ルート案② 

動物 予測地域内には、動物の注目すべき生息地

が分布する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が発生する可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、動物の生息

環境に配慮したルート等を検討することによ

り、影響低減が可能である。 

予測地域内には、動物の注目すべき生息地

が分布する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が発生する可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、動物の生息

環境に配慮したルート等を検討することによ

り、影響低減が可能である。 

いずれのルート案も環境への影響が懸念されるが、今後の具体的なルートの位置や道路構

造の検討により影響低減が可能であるため、各ルート案の影響は同程度であると評価する。 

植物 予測地域内において、既存資料からは重要

な植物の生育地が確認できなかった。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

予測地域内において、既存資料からは重要

な植物の生育地が確認できなかった。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

いずれのルート案も環境への影響は小さいと評価する。 

生態系 予測地域内には、重要な自然環境のまとま

りの場である保安林が僅かに存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置を決

定する段階において、保安林をできるだけ回

避したルート等を検討することにより、影響

低減が可能である。 

予測地域内には、重要な自然環境のまとま

りの場は存在しない。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

ルート案①ではわずかに保安林が存在するが、今後の具体的なルートの位置を決定する段

階において、保安林をできるだけ回避したルート等を検討することにより、いずれのルート案

も環境への影響は小さくなると評価する。 

景観 予測地域内には、主要な眺望点が存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、主要な眺望

点をできるだけ回避したルート等を検討する

ことにより、影響低減が可能である。 

予測地域内には、主要な眺望点や景観資源

が存在しない。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

ルート案①では主要な眺望点が存在するが、今後の具体的なルートの位置や道路構造を決

定する段階において、主要な眺望点をできるだけ回避したルート等を検討することにより、い

ずれのルート案も環境への影響は小さくなると評価する。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、人と自然と

の触れ合いの活動の場をできるだけ回避した

ルート等を検討することにより、影響低減が

可能である。 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、人と自然と

の触れ合いの活動の場をできるだけ回避した

ルート等を検討することにより、影響低減が

可能である。 

いずれのルート案も環境への影響は同程度と評価する。 
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表 5.1（3） 構想段階手続における都市計画における評価結果一覧 

評価項目 ルート案① ルート案② 

適切な道

路の配置 

上位計画である「広島市総合計画」の内容

に整合しており、「広島市総合交通戦略」、

「広島市都市計画マスタープラン」にも位置

付けられていることから、上位計画との一体

性・整合性が図られ、適切な道路の配置がな

されているものと評価する。 

上位計画である「広島市総合計画」の内容

に整合しており、「広島市総合交通戦略」、

「広島市都市計画マスタープラン」にも位置

付けられていることから、上位計画との一体

性・整合性が図られ、適切な道路の配置がな

されているものと評価する。 

いずれのルート案も適切な道路の配置がなされているものと評価する。 

用地取得

に伴うリ

スク 

大半が既存の道路上を通過するが、一部は

民地を通過すると想定される。 

このため、用地取得に伴うリスクがあると

評価する。 

大半が民地を通過すると想定されるため、

ルート案①に比べて用地取得の面積が大きい

と想定される。 

このため、用地取得に伴うリスクがあると

評価する。 

ルート案①の方が用地取得に伴うリスクは小さいと評価する。 

災害時の

ネットワ

ークの向

上 

新たな緊急輸送道路としての機能が期待さ

れる。また、大半が既存の道路上を通過する

ため、ルート上に土砂災害特別警戒区域が存

在しないと想定されることから、防災面にお

ける問題がない。 

以上より、災害時のネットワークの向上に

資すると評価する。 

新たな緊急輸送道路としての機能が期待さ

れる。一方、複数の「土砂災害特別警戒区域」

を通過すると想定されるため、土砂災害によ

る通行止めが懸念される。 

以上より、災害時のネットワークの向上に

資すると評価するが、防災面における懸念事

項が存在する。 

 ルート案①の方が、安全かつ災害時のネットワークの向上に資すると評価する。 

周辺道路

の渋滞緩

和 

山陽自動車道と直接接続することにより、

これまで広島西風新都 IC や五日市 IC から一

般道を経由して高速 4 号線を利用していた交

通が高速道路に転換し、大塚駅北交差点を通

過する交通量が減少する。 

以上より、周辺道路の渋滞緩和に資すると

評価する。 

山陽自動車道と五日市 IC を介して接続す

ることにより、これまで広島西風新都 IC や五

日市 IC から一般道を経由して高速 4 号線を

利用していた交通が高速道路に転換し、大塚

駅北交差点を通過する交通量が減少する。 

以上より、周辺道路の渋滞緩和に資すると

評価する。 

いずれのルート案も周辺道路の渋滞緩和に資すると評価する。 

市街地へ

の移動時

間の短縮 

広島西風新都 IC から高速 4 号線沼田ラン

プ間の所要時間が現在より 8～11 分短縮す

る。 

以上より、市街地への移動時間の短縮に資

すると評価する。 

広島西風新都 IC から高速 4 号線沼田ラン

プ間の所要時間が現在より 5～8 分短縮する。 

以上より、市街地への移動時間の短縮に資

すると評価する。 

ルート案①の方が、距離で約 3.6km、時間で約 3 分短いことから、より市街地への移動時間

の短縮に資すると評価する。 

交通事故

の減少 

山陽自動車道と直接接続することにより、

大塚駅北交差点を通過する交通量の減少や渋

滞が緩和される。 

以上より、交通事故の減少に資すると評価

する。 

山陽自動車道と五日市 IC を介して接続す

ることにより、大塚駅北交差点を通過する交

通量の減少や渋滞が緩和される。 

以上より、交通事故の減少に資すると評価

する。 

いずれのルート案も交通事故の減少に資するものと評価する。 

農業的土

地利用へ

の影響 

大半が既存の道路上を通過するが、道路周

辺には一部農地が存在する。 

このため、農業的土地利用への影響は少な

からずあると評価する。 

一部が「国土利用計画法」に基づく農業地

域に指定されており、部分的に農地利用され

ている。 

このため、農業的土地利用への影響がある

と評価する。 

ルート案①の方が農業的土地利用への影響の程度は小さいものと評価する。 
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表 5.1（4） 構想段階手続における都市計画における評価結果一覧 

評価項目 ルート案① ルート案② 

通過交通

の排除 

山陽自動車道と直接接続することにより、

これまで広島西風新都 IC や五日市 IC から一

般道を経由して高速 4 号線を利用していた交

通が高速道路に転換し、一般道の通過交通が

減少する。 

このため、通過交通の排除に資すると評価

する。 

山陽自動車道と五日市 IC を介して接続す

ることにより、これまで広島西風新都 IC や五

日市 IC から一般道を経由して高速 4 号線を

利用していた交通が高速道路に転換し、一般

道の通過交通が減少する。 

このため、通過交通の排除に資すると評価

する。 

いずれのルート案も通過交通の排除に資すると評価する。 
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上位計画との整合性 

 (1) 広島市総合計画 
広島市が策定する全ての計画の最上位に位置付けられる「広島市総合計画」において、「活

力の創出と都市の個性の確立を目指したまちづくり」として、中四国地方の中枢都市である本

市の都市機能をより高めるため、都市交通の高速性・定時制を強化する自動車専用道路網を整

備することとしている。 

   また、少子化・高齢化・人口減少に対応するため、広島広域都市圏の 29市町と連携して、圏

域経済を活性化し、自律的な発展を図ることなどにより、令和 32 年(2050 年)以降も圏域内人口

200 万人超の維持を目指す「200 万人広島都市圏構想」の実現に向けて取り組んでおり、今後と

も、ヒトやモノが循環する基盤となる広域的な交通ネットワークの充実強化を進める必要があ

るとしている。 

   高速 4 号線と山陽自動車道が接続することにより、県北部方面との広域的な交通ネットワー

クの充実強化が図られ、都心部との速達性や定時制が向上することで、県北部の高速道路周辺

に多数立地している製造業などの生産性向上が期待できる。また、県北部の主要な観光施設で

あるスキー場は、来場者のほとんどが自動車利用であるため、都心部からの利便性向上が期待

できる。 

 

 (2) 広島市総合交通戦略 
「広島市総合計画」を上位計画とした交通分野における部門計画である「広島市総合交通戦

略」において、市域のみならず広島県全体の活力を生み、中四国地方の発展を牽引していくた

めの基盤となる幹線道路網整備として、「広島高速４号線延伸」が位置付けられている。 

 

 (3) 広島市都市計画マスタープラン 
住民に最も近い基礎自治体である市町村が、住民の意見を反映して策定する都市計画の基本

方針である「広島市都市計画マスタープラン」において、高速性・定時制に優れた自動車専用

道路ネットワークの形成として、「広島高速４号線延伸」が位置付けられている。 

 

以上の状況を踏まえ、表 5.1-1 に、上位計画との整合性に係る評価結果を示す。 

評価の結果、いずれのルート案も上位計画との一体性・整合性が図られているものと評価す

る。 
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表 5.1-1 都市計画の一体性・総合性の確保に関する評価結果 

評価項目 評価結果 

ルート案① ルート案② 

上位計画との整合性 山陽自動車道と直接接続する

ことにより、県北部方面との広

域的な交通ネットワークの充実

強化が図られるため、上位計画

である「広島市総合計画」の内容

に整合する。 

また、「広島市総合交通戦略」、

「広島市都市計画マスタープラ

ン」にも位置付けられているこ

とから、上位計画との一体性・整

合性が図られているものと評価

する。 

山陽自動車道と五日市 ICを介

して接続することにより、県北

部方面との広域的な交通ネット

ワークの充実強化が図られるた

め、上位計画である「広島市総合

計画」の内容に整合する。 

また、「広島市総合交通戦略」、

「広島市都市計画マスタープラ

ン」にも位置付けられているこ

とから、上位計画との一体性・整

合性が図られているものと評価

する。 

いずれのルート案も上位計画との一体性・整合性が図られている

ものと評価する。 
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事業実施想定区域に道路を設置することによる周辺環境に与える影響を検討した結果、事業計画

における配置計画等の配慮を行うことにより、重大な環境影響は回避又は低減されるものと評価す

る。 

 

大気質 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設、文化施設）及び住宅等の分

布状況 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、表 5.2-1 に示す既存文献等の収集整理とした。 

 

表 5.2-1 調査手法 

調査項目 調査手法 

環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の分布状況 

国土数値情報 

「医療機関データ」（令和 2年（2020 年）） 

「福祉施設データ」（令和 3年（2021 年）） 

「文化施設データ」（平成 25年（2013 年）） 

「学校データ」（令和 3 年（2021 年）） 

数値地図（国土基本情報）オンライン 

「建築物の外周線」（令和 3年(2021 年)） 

救急医療 NET HIROSHIMA HP 

「医療機関を探す」(令和 5 年（2023 年）1 月 6 日現在） 

ゼンリン住宅地図 

「広島県 安佐南区」（令和 4 年（2022 年）6 月） 

「広島県 佐伯区」（令和 4年（2022 年）7 月） 

 

調査結果 

調査結果は、図 5.2-1 に示すとおりである。 

ルート案周辺には、環境保全上配慮が特に必要な施設である学校や医療機関、福祉施設、文化

施設のほか、住宅等が存在している。 
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                             図 5.2-1 環境保全上配慮が特に 

                             必要な施設及び住居等の分布状況 

注1) 計画路線から山陽自動車道に流入した後の車両は、どちらのルートを

通過してもその流入量が変わらないものと想定し、山陽自動車道流入

後の調査・予測・評価は行わないものとした。 

 

出典：「医療機関データ（令和 2 年）、福祉施設データ（令

和 3 年）、文化施設データ（平成 25 年）、学校デー

タ（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国

土数値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）、「建築物の外周線

（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、基盤

地図情報ダウンロードサービス HP 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）、「医

療機関を探す」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、救急

医療 NET HIROSHIMA HP 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenm

intop/）、「1/25,000 現存植生図「祇園」（平成 29

年度（2017 年度））」GIS データ（令和 5 年（2023

年）環境省生物多様性センターHP 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenm
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・自動車の走行に伴い影響を及ぼす環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の立地状況 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-1 に示す各ルート案の事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と環境保全上配慮が特に必要な施設及び住宅等の分布状況と各ルート案

の重ね合わせにより、それぞれの住居等への影響を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-1 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。 

ルート案②の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。なお、集

落・市街地の分布が比較的多いルート帯であるため、集落・市街地を通過する程度は、ルート案①

に比べて大きいと考えられる。 
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 (3) 評価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過の状況を整理・比較し、影響の程度について評価し

た。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-2 に示すとおりである。 

 

表 5.2-2 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（大気質） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

自動車の走行

による大気質 

予測地域内には、環境保全上配慮が特

に必要な施設や住宅等が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、

自動車の走行による大気質への影響が生

じる可能性があると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による大気質への影響が生じる

可能性があると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考え

られる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 

 

なお、自動車の走行による大気質への影響について、既存資料では事業実施想定区域における

大気質の状況等の詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下

の事項に留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査の実施に当たっては、今後検討する対象事業実施区域及び住宅等の分布状況を踏ま

え、調査地点を検討することとする。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、環境に配慮した事業計画

の立案、適切な環境保全措置の立案をすることにより、大気質への影響の低減を図る。 
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騒音 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設、文化施設）及び住宅等の分

布状況 

・騒音に係る環境基準の類型指定の状況 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、表 5.2-3 に示す既存文献等の収集整理とした。 

 

表 5.2-3 調査手法 

調査項目 調査手法 

環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の分布状況 

国土数値情報 

「医療機関データ」（令和 2年（2020 年）） 

「福祉施設データ」（令和 3年（2021 年）） 

「文化施設データ」（平成 25年（2013 年）） 

「学校データ」（令和 3 年（2021 年）） 

数値地図（国土基本情報）オンライン 

「建築物の外周線」（令和 3年(2021 年)） 

救急医療 NET HIROSHIMA HP 

「医療機関を探す」(令和 5 年（2023 年）1 月 6 日現在） 

ゼンリン住宅地図 

「広島県 安佐南区」（令和 4 年（2022 年）6 月） 

「広島県 佐伯区」（令和 4年（2022 年）7 月） 

騒音に係る環境基準の類型指定の状況 国土数値情報 

 「用途地域データ」（令和元年（2019 年）） 

 

調査結果 

調査結果は、図 5.2-2 に示すとおりである。 

ルート案周辺には、環境保全上配慮が特に必要な施設である学校や医療機関、福祉施設、文化

施設のほか、住宅等が存在する。 

また、「環境基本法」に基づく「騒音に係る環境基準」の類型の指定地域は図 5.2-2 に示すと

おりであり、ルート案周辺には環境基準類型Ａ、Ｂ及びＣが存在する。 
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図 5.2-2 環境基本法に基づく騒音 

  に係る環境基準の類型指定状況 

                        

注) 計画路線から山陽自動車道に流入した後の車両は、どちらのルートを

通過してもその流入量が変わらないものと想定し、山陽自動車道流入

後の調査・予測・評価は行わないものとした。 

出典：「医療機関データ（令和 2 年）、福祉施設データ（令和 3

年）、文化施設データ（平成 25 年）、学校データ（令和 3

年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービス HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）、

「建築物の外周線（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3

月閲覧、基盤地図情報ダウンロードサービス HP 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）、「医療機

関を探す」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、救急医療 NET 

HIROSHIMA HP 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenminto

p/）、「1/25,000 現存植生図「祇園」（平成 29 年度

（2017 年度））」GIS データ（令和 5 年（2023 年）環境省

生物多様性センターHP 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html）、「用途

地域データ（令和元年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲

覧、国土数値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenminto
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/


  

5-13 

（151） 

 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・自動車の走行に伴い影響を及ぼす環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の立地状況 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-2 に示す各ルート案の事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と環境保全上配慮が特に必要な施設及び住宅等の分布状況と各ルート案

の重ね合わせにより、それぞれの住宅等への影響を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-2 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。また、環

境基準類型 A、B 及び Cの指定地域が存在する。 

ルート案②の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。また、環

境基準類型 A、B 及び Cの指定地域が存在する。なお、集落・市街地の分布が比較的多いルート帯

であるため、集落・市街地を通過する程度は、ルート案①に比べて大きいと考えられる。 
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 (3) 評価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過の状況を整理・比較し、影響の程度について評価し

た。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-4 に示すとおりである。 

 

表 5.2-4 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（騒音） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

自動車の走行

による騒音 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に

必要な施設や住宅等や環境基準類型A、B及

び C の指定地域が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、

自動車の走行による騒音への影響が生じ

る可能性があると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に

必要な施設や住宅等や環境基準類型 A、B 及

び C の指定地域が存在する。 

このため、これらの施設や住宅等では、自

動車の走行による騒音への影響が生じる可

能性があると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考

えられる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 

 

 

なお、自動車の走行による騒音の影響について、既存資料では事業実施想定区域における騒音

の状況等の詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の事項

に留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査の実施に当たっては、今後検討する対象事業実施区域及び住宅等の分布状況を踏ま

え、調査地点を検討することとする。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、環境に配慮した事業計画

の立案、適切な環境保全措置の立案をすることにより、騒音影響の低減を図る。 
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振動 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設、文化施設）及び住宅等の分

布状況 

・振動規制法に係る道路交通振動の要請限度の状況 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、表 5.2-5 に示す既存文献等の収集整理とした。 

 

表 5.2-5 調査手法 

調査項目 調査手法 

環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の分布状況 

国土数値情報 

「医療機関データ」（令和 2年（2020 年）） 

「福祉施設データ」（令和 3年（2021 年）） 

「文化施設データ」（平成 25年（2013 年）） 

「学校データ」（令和 3 年（2021 年）） 

数値地図（国土基本情報）オンライン 

「建築物の外周線」（令和 3年(2021 年)） 

救急医療 NET HIROSHIMA HP 

「医療機関を探す」(令和 5 年（2023 年）1 月 6 日現在） 

ゼンリン住宅地図 

「広島県 安佐南区」（令和 4 年（2022 年）6 月） 

「広島県 佐伯区」（令和 4年（2022 年）7 月） 

振動規制法に係る道路交通振動の要請限度の状況 国土数値情報 

 「用途地域データ」（令和元年（2019 年）） 

 

調査結果 

調査結果は、図 5.2-3 に示すとおりである。 

ルート案周辺には、環境保全上配慮が特に必要な施設である学校や医療機関、福祉施設、文化施

設のほか、住宅等が存在する。 

また、「振動規制法」に基づく「道路交通振動の要請限度」の指定地域はとして、ルート案周辺

には第 1 種区域及び第 2種区域が存在する。 
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                              図 5.2-3 振動規制法に基づく 

                                   区域の指定状況 

注) 計画路線から山陽自動車道に流入した後の車両は、どちらのルートを

通過してもその流入量が変わらないものと想定し、山陽自動車道流入

後の調査・予測・評価は行わないものとした。 

出典：「医療機関データ（令和 2 年）、福祉施設データ（令和 3

年）、文化施設データ（平成 25 年）、学校データ（令和 3

年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、国土数値情報ダウ

ンロードサービス HP http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）、

「建築物の外周線（令和 3 年）」（令和 5 年（2023 年）3

月閲覧、基盤地図情報ダウンロードサービス HP 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）、「医療機

関を探す」（令和 5 年（2023 年）3 月閲覧、救急医療 NET 

HIROSHIMA HP 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenminto

p/）、「1/25,000 現存植生図「祇園」（平成 29 年度

（2017 年度））」GIS データ（令和 5 年（2023 年）環境省

生物多様性センターHP 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html）、「用途

地域データ（令和元年）」（令和 5 年（2023 年）3 月閲

覧、国土数値情報ダウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php
http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq34/qqport/kenminto
http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc023.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・自動車の走行に伴い影響を及ぼす環境保全上配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉

施設、文化施設）及び住宅等の立地状況 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-3 に示す各ルート案の事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と環境保全上配慮が特に必要な施設及び住宅等の分布状況と各ルートの

重ね合わせにより、それぞれの住宅等への影響を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-3 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。また、予

測地域の一部が第 1種区域及び第 2種区域に該当する。 

ルート案②の予測地域内には、環境保全上配慮が特に必要な施設や住宅等が存在する。また、予

測地域の半分以上が第 1 種区域及び第 2 種区域に該当する。なお、集落・市街地の分布が比較的

多いルート帯であるため、集落・市街地を通過する程度は、ルート案①に比べて大きいと考えられ

る。 
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 (3) 評価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過の状況を整理・比較し、影響の程度について評価し

た。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-6 に示すとおりである。 

 

表 5.2-6 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（振動） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

自動車の走行

による振動 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に

必要な施設や住宅等が存在する。また、予

測地域の一部が第1種区域及び第2種区域

に該当する。 

このため、これらの施設や住宅等では自

動車の走行による振動の影響が生じる可

能性があると評価する。 

予測地域内には、環境保全上配慮が特に必

要な施設や住宅等が存在する。また、予測地

域の半分以上が第1種区域及び第2種区域に

該当する。 

このため、これらの施設や住宅等では自動

車の走行による振動の影響が生じる可能性

があると評価する。 

ただし、集落・市街地の分布が比較的多い

ルート帯であるため、集落・市街地を通過す

る程度は、ルート案①に比べて大きいと考

えられる。 

ルート案①の方が環境への影響の程度は小さいと評価する。 

 

なお、自動車の走行による振動の影響について、既存資料では事業実施想定区域における振動

の状況等の詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の事項

に留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査の実施に当たっては、今後検討する対象事業実施区域及び住宅等の分布状況を踏ま

え、調査地点を検討することとする。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、環境に配慮した事業計画

の立案、適切な環境保全措置の立案をすることにより、振動影響の低減を図る。 
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動物 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・重要な動物の生息状況 

・注目すべき生息地 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

調査結果 

  (ｱ) 重要な動物の生息状況 

調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、重要な動物として、哺乳類 8 種、鳥類

59 種、爬虫類 3 種、両生類 7 種、昆虫類 36種、淡水魚類 18種、底生動物 6種が確認された。こ

れらのリストは、表 3.1-27～表 3.1-33 に示すとおりである。 

 

  (ｲ) 動物の注目すべき生息地の分布状況 

動物の注目すべき生息地として、「環境アセスメントデータベース」（環境省）によると、図 

5.2-4 に示すとおり、事業実施想定区域及びその周囲においてハイリスク種（オヒキコウモリ）

の生息情報が得られた。また、「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の生態等に関する結果」

（平成 16年、環境省・経済産業省・国土交通省（林野庁協力））によると、図 5.2-4 に示すと

おり、事業実施想定区域及びその周囲においてクマタカの生息情報が得られた。 
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図 5.2-4 動物の注目すべき生息地 

 

出典：「環境アセスメントデータベース EADAS」

（令和 5年（2023 年）3 月閲覧、環境省 HP 

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/)

をもとに作成 

「希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）

の生態等に関する結果」（平成 16年（2004

年）、環境省・経済産業省・国土交通省

（林野庁協力）) 

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・重要な動物の生息地及び動物の注目すべき生息地との位置関係 

・各ルート案の土地の改変の程度 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-4 に示す事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と重要な動物の生息地及び動物の注目すべき生息地の重ね合わせによ

り、各ルート案との位置関係を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-4 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、動物の注目すべき生息地として、「オヒキコウモリの生息地」

と「クマタカの生息地」が分布する。 

ルート案②の予測地域内には、動物の注目すべき生息地として、「オヒキコウモリの生息地」

と「クマタカの生息地」が分布する。 
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 (3) 評 価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過、分断の状況を整理・比較し、影響の程度について評

価した。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-7 に示すとおりである。 

 

表 5.2-7 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（動物） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

道路の存

在による

動物 

予測地域内には、動物の注目すべき生息地

が分布する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が発生する可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、動物の生息

環境に配慮したルート等を検討することによ

り、影響低減が可能である。 

予測地域内には、動物の注目すべき生息地

が分布する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が発生する可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、動物の生息

環境に配慮したルート等を検討することによ

り、影響低減が可能である。 

いずれのルート案も環境への影響が懸念されるが、今後の具体的なルートの位置や道路構

造の検討により影響低減が可能であるため、各ルート案の影響は同程度であると評価する。 

 

なお、道路の存在による動物への影響について、既存資料では事業実施想定区域における生息

状況等の詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の事項に

留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・有識者へのヒアリングを実施し、動物の生息状況や調査方法等の助言を受ける。 

・現地調査により動物の生息状況を把握し、生息が確認された重要な種に対して環境保全措置

を検討する。なお、現地調査の実施にあたっては、主な生息環境が存在する種の生態的特性

を踏まえた調査時期等を検討する。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、詳細な位置が特定できた

重要な動物種の生息地をできるだけ回避したルート等の検討や環境に配慮した工事計画の立

案をすることにより、生息環境への影響の低減を図る。 
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植物 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・重要な植物の生育状況 

・重要な植物群落の分布状況 

・巨樹・巨木の分布状況 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

調査結果 

  (ｱ) 重要な植物の生育状況 

調査の結果、事業実施想定区域及びその周囲において、重要な植物として 56 種が確認された。

これらのリストは、表 3.1-37 に示すとおりである。 

 

  (ｲ) 重要な植物群落の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、重要な植物群落は確認されなかった。 

 

  (ｳ) 巨樹・巨木の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、巨樹・巨木は確認されなかった。 
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・重要な植物の生育地と各ルート案の位置関係 

・各ルート案の土地の改変の程度 

 

予測地域 

予測地域は、事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と重要な植物の生育地の重ね合わせにより、各ルート案との位置関係を

予測した。 

 

予測結果 

ルート案①の予測地域内には、既存資料からは重要な植物の生育地が確認できなかった。 

ルート案②の予測地域内には、既存資料からは重要な植物の生育地が確認できなかった。 
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 (3) 評 価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過、分断の状況を整理・比較し、影響の程度について評

価した。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-8 に示すとおりである。 

 

表 5.2-8 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（植物） 

 

なお、道路の存在による植物への影響について、既存資料では事業実施想定区域における生育

状況等の詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の事項に

留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・有識者へのヒアリングを実施し、植物の生育情報や調査方法等の助言を受ける。 

・現地調査により植物の生育状況を把握し、生育が確認された重要な種に対して環境保全措置

を検討する。なお、現地調査の実施にあたっては、主な生育環境が存在する種の生態的特性

を踏まえた調査時期等を検討する。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、詳細な位置が特定できた

重要な植物種の生育地をできるだけ回避したルート等の検討をすることにより、生育環境へ

の影響の低減を図る。 

 

 

 

 
    

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

道路の存

在による

植物 

予測地域内において、既存資料からは重要

な植物の生育地が確認できなかった。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

予測地域内において、既存資料からは重要

な植物の生育地が確認できなかった。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

いずれのルート案も環境への影響は小さいと評価する。 
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生態系 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・重要な自然環境のまとまりの場の分布状況 

 

調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

調査結果 

調査の結果は、図 5.2-5 に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲に保安林が分布する。 
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図 5.2-5 重要な自然環境のまとま

りの場の分布状況 

  

出典：「森林地域データ（平成 27 年）」（令和

5 年（2023 年）3月閲覧、国土数値情報ダ

ウンロードサービス HP 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/） 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・重要な自然環境のまとまりの場と各ルート案の位置関係 

・各ルート案の土地の改変の程度 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-5 に示す事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより、各ルート案との

位置関係を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-5 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、重要な自然環境のまとまりの場である保安林が僅かに存在（約

1.1ha）する。 

ルート案②の予測地域内には、重要な自然環境のまとまりの場は存在しない。 
 

  



  

5-29 

（167） 

 (3) 評 価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過、分断の状況を整理・比較し、影響の程度について評

価した。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-9 に示すとおりである。 

 

表 5.2-9 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（生態系） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

道路の存

在による

生態系 

予測地域内には、重要な自然環境のまとま

りの場である保安林が僅かに存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置を決

定する段階において、保安林をできるだけ回

避したルート等を検討することにより、影響

低減が可能である。 

予測地域内には、重要な自然環境のまとま

りの場は存在しない。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

ルート案①ではわずかに保安林が存在するが、今後の具体的なルートの位置を決定する段

階において、保安林をできるだけ回避したルートを検討することにより、いずれのルート案も

環境への影響は小さくなると評価する。 

 

なお、道路の存在による生態系への影響について、既存資料では事業実施想定区域における

詳細な情報が得られなかったため、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の事項に留意

し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査により注目種等の生息・生育状況を把握し、適切な環境保全措置を検討する。な

お、現地調査の実施にあたっては、今後検討される生態系の注目種の生態的特性を踏まえた

調査時期等を検討する。 

・施設等を整備する場合は、土地の改変及び樹木の伐採面積の最小化を図ることで、直接改変

による重要な自然環境のまとまりの場への影響の低減を図る。 
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景 観 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・景観資源の分布状況 

・主要な眺望点の分布状況 

 

調査地域 

調査地域は、対象道路の構造物等の見えが十分小さくなる距離を考慮して設定するものとし、

各ルート案から 3 ㎞の範囲内とした。 

 

調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

調査結果 

調査結果は、図 5.2-6 に示すとおりである。 

 

  (ｱ) 景観資源の分布状況 

調査地域において、景観資源として「保存樹」が 5 箇所存在する。 

 

  (ｲ) 主要な眺望点の分布状況 

調査地域において、表 5.2-10 に示すとおり、主要な眺望点として「大元神社」、「広島広域

公園」などが 27 箇所存在する。 
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図 5.2-6 景観資源及び主要な 

眺望点の分布状況 

出典：「広島市の美しい保存樹・保存樹林につ

いて」（令和 5年（2023 年）3 月閲覧、

広島市 HP 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/sosh

iki/138/7339.html） 

「あさみなみ散策マップ ～伴ルート

～、あさみなみ散策マップ ～大塚ルー

ト～」（令和 2年（2020 年）2 月、広島

市安佐南区役所） 

「沼田歴史散歩」（平成 28 年（2016 年）

11 月、沼田歴史散歩の会） 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/sosh
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表 5.2-10 主要な眺望点の分布状況 

No. 名称 

04 恵比須神社 

05 飛倉毘沙門天 

06 雲岩寺 

09 金毘羅神社 

10 伴東城跡 

11 諏訪神社 

12 火山 

13 黄幡神社 

14 稲荷神社 

15 宮ヶ瀬神社 

16 八面神社 

17 権現峠 

18 大塚観音堂 

19 岸城跡 

20 安佐南区大塚西 1 丁目 27 

21 安佐南区大塚東 2 丁目 21 

22 広島市立大学周辺の田園風景 

23 若宮神社 

24 安佐南区大塚西 3 丁目 24 

25 広島広域公園 

26 丸山 

27 畑峠 

28 宗箇山 

29 大茶臼山 

30 大茶臼山展望岩 

31 己斐峠 

32 こころ展望公園 

注) 主要な眺望点のうち、各ルート案から 3 ㎞範囲内の眺望点を表記した。 
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・景観資源及び主要な眺望点の改変の程度 

・主要な眺望景観の変化の程度 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-6 に示す事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、予測地域と景観資源及び主要な眺望点の重ね合わせにより、各ルート案との位置

関係を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-6 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、主要な眺望点が存在する。 

ルート案②の予測地域内には、主要な眺望点や景観資源は存在しない。 
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 (3) 評 価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過、分断の状況を整理・比較し、影響の程度について評

価した。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-11 に示すとおりである。 

 

表 5.2-11 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（景観資源及び主要な眺望点） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

道路の存

在による

景観資源

及び主要

な眺望点 

予測地域内には、主要な眺望点が存在す

る。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、主要な眺望

点をできるだけ回避したルート等を検討する

ことにより、影響低減が可能である。 

予測地域内には、主要な眺望点や景観資源

が存在しない。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）は小さいと評価する。 

ルート案①では主要な眺望点が存在するが、今後の具体的なルートの位置や道路構造を決

定する段階において、主要な眺望点をできるだけ回避したルート等を検討することにより、い

ずれのルート案も環境への影響は小さくなると評価する。 

 

なお、道路の存在による景観への影響について、今後の方法書以降の手続きにおいて、以下の

事項に留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査にあたっては、今後検討する対象事業実施区域及び道路構造等を踏まえ、適切な調

査地点を設定する。 

・現地調査にあたっては、景観資源及び主要な眺望点の特性等を踏まえた調査時期を設定す

る。 

・施設等を整備する場合は、広島市が公表している「広島市景観計画」に定められる形態意匠

の基準等を踏まえ、自然との調和が図られたデザインを検討し、良好な景観の形成を図る。 
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人と自然との触れ合いの活動の場 

 (1) 調 査 
調査項目 

調査項目は、以下のとおりとした。 

・人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

 

調査地域 

調査地域は、対象道路が触れ合いの活動の場の利用性の変化、快適性の変化を生じさせる範囲

を考慮して設定するものとし、各ルート案から 500m 及びその周囲を範囲とした。 

 

調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理とした。 

 

調査結果 

調査結果は、図 5.2-7 に示すとおりである。調査地域において、人と自然との触れ合いの活動

の場として「中国自然歩道」が存在する。 
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図 5.2-7 人と自然との触れ合いの

活動の場の分布状況 

出典：「あさみなみ散策マップ ～大塚ルート

～」（令和 2 年（2020 年）2月、広島市

安佐南区役所） 

「広島県の自然歩道」（令和 5 年（2023

年）3 月閲覧、広島市 HP 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site

/eco/j-eco-shizen-2010.html） 

「ひろしま森巡りコース（武田山～火山～

丸山～大茶臼山）」（令和 5年（2023

年）3 月閲覧、ひろしま森づくりコミュ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site
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 (2) 予 測 
予測項目 

予測項目は、以下のとおりとした。 

・人と自然との触れ合いの活動の場と各ルート案の位置関係 

・各ルート案の土地の改変の程度 

 

予測地域 

予測地域は、図 5.2-7 に示す事業実施想定区域とした。 

 

予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と人と自然との触れ合いの活動の場の重ね合わせにより、各ル

ート案との位置関係を予測した。 

 

予測結果 

予測結果は、図 5.2-7 に示すとおりである。 

ルート案①の予測地域内には、「中国自然歩道」が存在する。 

ルート案②の予測地域内には、「中国自然歩道」が存在する。 
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 (3) 評 価 
評価手法 

評価は、予測結果を基に、回避又は通過、分断の状況を整理・比較し、影響の程度について評

価した。 

 

評価結果 

評価の結果は、表 5.2-12 に示すとおりである。 

 

表 5.2-12 自然的環境の整備又は保全に関する評価の結果（人と自然との触れ合いの活動の場） 

計画段階 

配慮事項 
ルート案① ルート案② 

道路の存

在による

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、人と自然と

の触れ合いの活動の場をできるだけ回避した

ルート等を検討することにより、影響低減が

可能である。 

予測地域内に「中国自然歩道」が存在する。 

このため、道路の存在による影響（通過又

は分断）が生じる可能性があると評価する。 

ただし、今後の具体的なルートの位置や道

路構造を決定する段階において、人と自然と

の触れ合いの活動の場をできるだけ回避した

ルート等を検討することにより、影響低減が

可能である。 

いずれのルート案も環境への影響は同程度と評価する。 

 

なお、道路の存在による人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、今後の方法書以

降の手続きにおいて、以下の事項に留意し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討する。 

 

・現地調査にあたっては、今後検討する対象事業実施区域及び道路構造等を踏まえ、適切な調

査地点を設定する。 

・現地調査にあたっては、人と自然との触れ合いの活動の場の特性等を踏まえた調査時期を設

定する。 

・今後の具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階において、事業実施想定区域内に位

置する人と自然との触れ合いの活動の場をできるだけ回避したルートの検討及び迂回路等を

設置し利用者等の通行を妨げないことなどにより、影響の低減を図る。 
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適切な道路の配置 

都市施設は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために必要となる施設

のことであり、「土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位

置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めるこ

と」とされている。 

高速 4号線と山陽自動車道との接続については、上位計画である「広島市総合計画」の内容に

整合しており、「広島市総合交通戦略」、「広島市都市計画マスタープラン」にも位置付けられ

ていることから、上位計画との一体性・整合性が図られている。 

以上の状況を踏まえ、表 5.3-1 に、適切な道路の配置に関する評価結果を示す。 

評価の結果、いずれのルート案も適切な道路の配置がなされているものと評価する。 

 

表 5.3-1 適切な道路の配置に関する評価結果 

評価項目 ルート案① ルート案② 

適切な道路の配置 上位計画である「広島市総合計画」

の内容に整合しており、「広島市総

合交通戦略」、「広島市都市計画マス

タープラン」にも位置付けられてい

ることから、上位計画との一体性・

整合性が図られ、適切な道路の配置

がなされているものと評価する。 

上位計画である「広島市総合計画」

の内容に整合しており、「広島市総

合交通戦略」、「広島市都市計画マス

タープラン」にも位置付けられてい

ることから、上位計画との一体性・

整合性が図られ、適切な道路の配置

がなされているものと評価する。 

いずれのルート案も適切な道路の配置がなされているものと評価する。 
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用地取得に伴うリスク 

    用地取得が発生した場合、地権者との交渉に時間を要する可能性がある。また、取得に必要な

費用も発生することから、事業実施にあたり、用地取得は可能な限り回避することが望ましい。 

    ルート案①は、大半が既存の道路上を通過するが、一部は民地を通過すると想定される。 

    ルート案②は、大半が民地を通過すると想定されるため、ルート案①に比べて用地取得の面積

が大きいと想定される。 

    以上の状況を踏まえ、表 5.3-2 に、用地取得に伴うリスクに関する評価結果を示す。 

    評価の結果、ルート案①の方が用地取得に伴うリスクは小さいと評価する。 

 

表 5.3-2 用地取得に伴うリスクに関する評価結果 

評価項目 ルート案① ルート案② 

用地取得に伴うリス

ク 

大半が既存の道路上を通過す

るが、一部は民地を通過すると想

定される。 

このため、用地取得に伴うリス

クがあると評価する。 

大半が民地を通過すると想定され

るため、ルート案①に比べて用地取

得の面積が大きいと想定される。 

 このため、用地取得に伴うリスク

があると評価する。 

ルート案①の方が用地取得に伴うリスクは小さいと評価する。 
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災害時のネットワークの向上 

広島都市圏では、近年「平成 26 年 8 月豪雨災害」、「平成 30 年 7 月西日本豪雨災害」など大

規模な災害が頻発しており、防災・減災への取組が急務となっている。 

いずれのルート案も、新たな緊急輸送道路として機能することによって、信頼性の高い緊急輸

送道路ネットワークが形成される。 

ルート案①は、大半が既存の道路上を通過するため、防災面で問題がなく、災害に強い道路ネ

ットワークの構築が期待される。一方、ルート案②は、複数の「土砂災害特別警戒区域」を通過

するため、土砂災害による通行止めが懸念される。 

以上の状況を踏まえ、表 5.4-1 に、災害時のネットワークの向上に関する評価結果を示す。 

評価の結果、ルート案①の方が、安全かつ災害時のネットワークが向上するものと評価する。 

 

表 5.4-1 災害時のネットワークの向上に関する評価結果 

評価項目 評価結果 

ルート案① ルート案② 

災害時のネットワークの

向上 

新たな緊急輸送道路としての

機能が期待される。また、大半が

既存の道路上を通過するため、

ルート上に土砂災害特別警戒区

域が存在しないと想定されるこ

とから、防災面における問題が

ない。 

以上より、災害時のネットワ

ークの向上に資すると評価す

る。 

新たな緊急輸送道路としての

機能が期待される。一方、複数の

「土砂災害特別警戒区域」を通

過すると想定されるため、土砂

災害による通行止めが懸念され

る。 

以上より、災害時のネットワ

ークの向上に資すると評価する

が、防災面における懸念事項が

存在する。 

ルート案①の方が、安全かつ災害時のネットワークの向上に資す

ると評価する。 
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周辺道路の渋滞緩和 

西風新都と都心部を結ぶ主なアクセス道路である高速 4号線や、西風新都周辺の幹線道路を連

絡する大塚駅北交差点には交通が集中する構造となっている。また、高速 4 号線は県北部方面と

都心部を結ぶ広域交通のアクセス道路にもなっていることから、山陽自動車道を利用する交通も

大塚駅北交差点に集中することとなっている。 

いずれのルート案も、高速４号線と山陽自動車道が接続することにより、これまで広島西風新

都 ICや五日市 IC から一般道を経由して高速 4 号線を利用していた交通が高速道路に転換し、大

塚駅北交差点を通過する交通量の減少が期待される。 

以上の状況を踏まえ、表 5.4-2 に、周辺道路の渋滞の緩和に関する評価結果を示す。 

評価の結果、いずれのルート案も周辺道路の渋滞の緩和に資すると評価する。 

 

表 5.4-2 周辺道路の渋滞緩和に関する評価結果 

評価項目 評価結果 

ルート案① ルート案② 

周辺道路の渋滞緩和 山陽自動車道と直接接続する

ことにより、これまで広島西風

新都 IC や五日市 IC から一般道

を経由して高速 4 号線を利用し

ていた交通が高速道路に転換

し、大塚駅北交差点を通過する

交通量が減少する。 

以上より、周辺道路の渋滞緩

和に資すると評価する。 

山陽自動車道と五日市 ICを介

して接続することにより、これ

まで広島西風新都ICや五日市IC

から一般道を経由して高速 4 号

線を利用していた交通が高速道

路に転換し、大塚駅北交差点を

通過する交通量が減少する。 

以上より、周辺道路の渋滞緩

和に資すると評価する。 

いずれのルート案も周辺道路の渋滞緩和に資すると評価する。 
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市街地への移動時間の短縮 

高速 4号線は、広島県の北部方面と市内中心部を結ぶ重要な路線であるが、現在市内中心部へ

向かうためには、高速道路から五日市 IC や広島西風新都 ICで一般道に乗り継ぎ、高速 4 号線を

利用する必要がある。 

高速 4号線を延伸することにより、利便性の向上や広島広域都市圏域における人流・物流の更

なる活性化が期待される。また、現在のルートでは渋滞の発生による所要時間のばらつきがみら

れるが、高速 4号線の延伸によりばらつきの改善が期待される。 

広島西風新都 IC から高速 4 号線沼田ランプ間の所要時間について、ルート案①は、現在より 8

～11 分短縮する。一方、ルート案②は、現在より 5～8分短縮する。 

以上の状況を踏まえ、表 5.4-3 に、市街地への移動時間の短縮に関する評価結果を示す。 

評価の結果、ルート案①の方が距離で約 3.6km、時間で約 3分短いことから、より市街地への

移動時間の短縮に資すると評価する。 

 

表 5.4-3 市街地への移動時間の短縮に関する評価結果 

評価項目 評価結果 

ルート案① ルート案② 

市街地への移動時間の短

縮 

広島西風新都 ICから高速 4号

線沼田ランプ間の所要時間が現

在より 8～11 分短縮する。 

以上より、市街地への移動時

間の短縮に資すると評価する。 

広島西風新都 ICから高速 4号

線沼田ランプ間の所要時間が現

在より 5～8 分短縮する。 

以上より、市街地への移動時

間の短縮に資すると評価する。 

ルート案①の方が、距離で約 3.6km、時間で約 3 分短いことから、

より市街地への移動時間の短縮に資すると評価する。 
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交通事故の減少 

広島高速４号線を利用する車が集中する大塚駅北交差点では、過去４年間（H27-H30）で 39 件

の交通事故が発生している。これらの事故原因の内訳は、渋滞等が主な要因とされる追突が約 7

割を占めている。 

いずれのルート案も、高速４号線と山陽道を接続するため、大塚駅北交差点の交通量減少や渋

滞の緩和により、交通事故の減少が期待できる。 

以上の状況を踏まえ、表 5.4-4 に、交通事故の減少に関する評価結果を示す。 

評価の結果、いずれのルート案も交通事故の減少に資すると評価する。 

 

表 5.4-4 交通事故の減少に関する評価結果 

評価項目 評価結果 

ルート案① ルート案② 

交通事故の減少 山陽自動車道と直接接続する

ことにより、大塚駅北交差点を

通過する交通量の減少や渋滞が

緩和される。 

以上より、交通事故の減少に

資すると評価する。 

山陽自動車道と五日市 ICを介

して接続することにより、大塚

駅北交差点を通過する交通量の

減少や渋滞が緩和される。 

以上より、交通事故の減少に

資すると評価する。 

いずれのルート案も交通事故の減少に資すると評価する。 
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農業的土地利用への影響 

ルート案①は、大半が既存の道路上を通過するが、道路周辺には一部農地が存在する。 

ルート案②は、一部が「国土利用計画法」に基づく農業地域に指定されており、部分的に農地

利用されている。 

以上の状況を踏まえ、表 5.5-1 に、農業的土地利用への影響に関する評価結果を示す。 

評価の結果、ルート案①の方が農業的土地利用への影響の程度は小さいものと評価する。 

 

表 5.5-1 農業的土地利用への影響に関する評価結果 

評価項目 ルート案① ルート案② 

農業的土地利用への

影響 

大半が既存の道路上を通過する

が、道路周辺には一部農地が存在す

る。 

このため、農業的土地利用への影

響は少なからずあると評価する。 

一部が「国土利用計画法」に基づ

く農業地域に指定されており、部

分的に農地利用されている。 

このため、農業的土地利用への

影響があると評価する。 

ルート案①の方が農業的土地利用への影響の程度は小さいものと評価

する。 
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通過交通の排除 

高速 4号線と山陽自動車道が接続することにより、これまで広島西風新都 IC や五日市 ICから

一般道を経由して高速 4号線を利用していた交通が高速道路に転換し、一般道の通過交通の減少

が期待される。 

以上の状況を踏まえ、表 5.5-2 に、通過交通の排除に関する評価結果を示す。 

評価の結果、いずれのルート案も通過交通の排除に資すると評価する。 

 

表 5.5-2 通過交通の排除に関する評価結果 

評価項目 ルート案① ルート案② 

通過交通の排除 山陽自動車道と直接接続するこ

とにより、これまで広島西風新都IC

や五日市 IC から一般道を経由して

高速 4 号線を利用していた交通が

高速道路に転換し、一般道の通過交

通が減少する。 

このため、通過交通の排除に資す

ると評価する。 

山陽自動車道と五日市 ICを介し

て接続することにより、これまで

広島西風新都 IC や五日市 IC から

一般道を経由して高速 4 号線を利

用していた交通が高速道路に転換

し、一般道の通過交通が減少する。 

このため、通過交通の排除に資

すると評価する。 

いずれのルート案も通過交通の排除に資すると評価する。 
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